
議
案
第
二
十
二
号 

 
刑
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
の
施
行
に
伴
う
関
係
条
例
の
整
理
に
関
す
る 

条
例
制
定
の
件 

 

刑
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
の
施
行
に
伴
う
関
係
条
例
の
整
理
に
関
す
る
条
例
を
次
の
よ

う
に
定
め
る
。 

令
和
七
年
二
月
十
九
日
提
出 

 

宇
部
市
長 

 

篠 

﨑 

圭 

二 

   
 

 

刑
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
の
施
行
に
伴
う
関
係
条
例
の
整
理
に
関
す
る
条
例 

（
宇
部
市
個
人
情
報
保
護
法
施
行
条
例
の
一
部
改
正
） 

第
一
条 

宇
部
市
個
人
情
報
保
護
法
施
行
条
例
（
令
和
四
年
条
例
第
二
十
六
号
）
の
一
部
を
次
の

よ
う
に
改
め
る
。 

 
 

附
則
第
三
条
第
七
項
及
び
第
八
項
中
「
懲
役
」
を
「
拘
禁
刑
」
に
改
め
る
。 

（
宇
部
市
個
人
情
報
保
護
対
策
審
議
会
条
例
の
一
部
改
正
） 

第
二
条 

宇
部
市
個
人
情
報
保
護
対
策
審
議
会
条
例
（
令
和
四
年
条
例
第
二
十
七
号
）
の
一
部
を

次
の
よ
う
に
改
め
る
。 

 
 

第
十
条
中
「
懲
役
」
を
「
拘
禁
刑
」
に
改
め
る
。 

（
宇
部
市
職
員
の
退
職
手
当
に
関
す
る
条
例
の
一
部
改
正
） 

第
三
条 

宇
部
市
職
員
の
退
職
手
当
に
関
す
る
条
例
（
昭
和
三
十
八
年
条
例
第
二
十
五
号
）
の
一

部
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。 

 
 

第
十
七
条
第
一
項
第
一
号
及
び
第
五
項
第
二
号
、
第
十
八
条
の
見
出
し
及
び
同
条
第
一
項
第

一
号
、
第
十
九
条
第
一
項
第
一
号
並
び
に
第
二
十
一
条
第
四
項
中
「
禁
錮
」
を
「
拘
禁
刑
」
に

改
め
る
。 

（
宇
部
市
退
職
金
条
例
の
一
部
改
正
） 

第
四
条 

宇
部
市
退
職
金
条
例
（
昭
和
二
十
九
年
条
例
第
六
十
八
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改

め
る
。 

 
 

第
六
条
第
一
項
第
二
号
中
「
懲
役
若
し
く
は
禁
錮
の
刑
」
を
「
拘
禁
刑
」
に
改
め
、
同
条
第

二
項
中
「
禁
錮
」
を
「
拘
禁
刑
」
に
改
め
る
。 

第
十
五
条
第
三
号
及
び
第
十
八
条
第
二
号
中
「
禁
錮
」
を
「
拘
禁
刑
」
に
改
め
る
。 

第
二
十
条
第
一
項
第
二
号
中
「
懲
役
又
は
禁
錮
の
刑
」
を
「
拘
禁
刑
」
に
改
め
る
。 
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第
三
十
一
条
第
一
項
中
「
懲
役
又
は
禁
錮
の
刑
」
を
「
拘
禁
刑
」
に
改
め
、
同
条
第
二
項
中

「
禁
錮
」
を
「
拘
禁
刑
」
に
改
め
る
。 

（
宇
部
市
中
央
卸
売
市
場
業
務
条
例
の
一
部
改
正
） 

第
五
条 

宇
部
市
中
央
卸
売
市
場
業
務
条
例
（
昭
和
四
十
七
年
条
例
第
三
十
四
号
）
の
一
部
を
次

の
よ
う
に
改
め
る
。 

 
 

第
六
条
の
二
第
四
項
第
八
号
ロ
、
第
十
八
条
第
三
項
第
二
号
及
び
第
九
号
ロ
、
第
二
十
六
条

第
三
項
第
五
号
及
び
第
九
号
ロ
並
び
に
第
三
十
条
第
二
号
及
び
第
八
号
ロ
中
「
禁
錮
」
を
「
拘

禁
刑
」
に
改
め
る
。 

（
宇
部
市
地
方
卸
売
市
場
業
務
条
例
の
一
部
改
正
） 

第
六
条 

宇
部
市
地
方
卸
売
市
場
業
務
条
例
（
昭
和
四
十
七
年
条
例
第
四
十
七
号
）
の
一
部
を
次

の
よ
う
に
改
め
る
。 

 
 

第
六
条
の
二
第
四
項
第
八
号
ロ
、
第
二
十
四
条
第
三
項
第
五
号
及
び
第
九
号
ロ
並
び
に
第
二

十
八
条
第
二
号
及
び
第
八
号
ロ
中
「
禁
錮
」
を
「
拘
禁
刑
」
に
改
め
る
。 

（
宇
部
市
企
業
職
員
の
給
与
の
種
類
及
び
基
準
を
定
め
る
条
例
の
一
部
改
正
） 

第
七
条 

宇
部
市
企
業
職
員
の
給
与
の
種
類
及
び
基
準
を
定
め
る
条
例
（
昭
和
二
十
七
年
条
例
第

七
十
三
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。 

 
 

第
十
一
条
第
二
項
第
二
号
中
「
禁
錮
」
を
「
拘
禁
刑
」
に
改
め
る
。 

（
罰
則
の
適
用
等
に
関
す
る
経
過
措
置
） 

第
八
条 

こ
の
条
例
の
施
行
前
に
し
た
行
為
の
処
罰
に
つ
い
て
は
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。 

２ 

こ
の
条
例
の
施
行
後
に
し
た
行
為
に
対
し
て
、
他
の
条
例
の
規
定
に
よ
り
な
お
従
前
の
例
に

よ
る
こ
と
と
さ
れ
、
な
お
効
力
を
有
す
る
こ
と
と
さ
れ
又
は
改
正
前
若
し
く
は
廃
止
前
の
条
例

の
規
定
の
例
に
よ
る
こ
と
と
さ
れ
る
罰
則
を
適
用
す
る
場
合
に
お
い
て
、
当
該
罰
則
に
定
め
る

刑
に
刑
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
（
令
和
四
年
法
律
第
六
十
七
号
。
以
下
「
刑
法
等
一
部

改
正
法
」
と
い
う
。
）
第
二
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
前
の
刑
法
（
明
治
四
十
年
法
律
第
四
十
五

号
。
以
下
こ
の
項
に
お
い
て
「
旧
刑
法
」
と
い
う
。
）
第
十
二
条
に
規
定
す
る
懲
役
（
以
下
「
懲

役
」
と
い
う
。
）
（
有
期
の
も
の
に
限
る
。
以
下
こ
の
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
、
旧
刑
法
第
十

三
条
に
規
定
す
る
禁
錮
（
以
下
「
禁
錮
」
と
い
う
。
）
（
有
期
の
も
の
に
限
る
。
以
下
こ
の
項

に
お
い
て
同
じ
。
）
又
は
旧
刑
法
第
十
六
条
に
規
定
す
る
拘
留
（
以
下
「
旧
拘
留
」
と
い
う
。
）

が
含
ま
れ
る
と
き
は
、
当
該
刑
の
う
ち
懲
役
又
は
禁
錮
は
そ
れ
ぞ
れ
そ
の
刑
と
長
期
及
び
短
期

を
同
じ
く
す
る
有
期
拘
禁
刑
と
、
旧
拘
留
は
長
期
及
び
短
期
を
同
じ
く
す
る
拘
留
と
す
る
。 

（
人
の
資
格
に
関
す
る
経
過
措
置
） 

第
九
条 

拘
禁
刑
又
は
拘
留
に
処
せ
ら
れ
た
者
に
係
る
他
の
条
例
の
規
定
に
よ
り
な
お
従
前
の
例

に
よ
る
こ
と
と
さ
れ
、
な
お
効
力
を
有
す
る
こ
と
と
さ
れ
又
は
改
正
前
若
し
く
は
廃
止
前
の
条

例
の
規
定
の
例
に
よ
る
こ
と
と
さ
れ
る
人
の
資
格
に
関
す
る
法
令
の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
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無
期
拘
禁
刑
に
処
せ
ら
れ
た
者
は
無
期
禁
錮
に
処
せ
ら
れ
た
者
と
、
有
期
拘
禁
刑
に
処
せ
ら
れ

た
者
は
刑
期
を
同
じ
く
す
る
有
期
禁
錮
に
処
せ
ら
れ
た
者
と
、
拘
留
に
処
せ
ら
れ
た
者
は
刑
期

を
同
じ
く
す
る
旧
拘
留
に
処
せ
ら
れ
た
者
と
み
な
す
。 

（
宇
部
市
職
員
の
退
職
手
当
に
関
す
る
条
例
の
一
部
改
正
に
伴
う
経
過
措
置
） 

第
十
条 

刑
法
等
一
部
改
正
法
及
び
刑
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
の
施
行
に
伴
う
関
係
法
律

の
整
理
等
に
関
す
る
法
律
（
令
和
四
年
法
律
第
六
十
八
号
）
並
び
に
こ
の
条
例
の
施
行
前
に
犯

し
た
禁
錮
以
上
の
刑
（
死
刑
を
除
く
。
）
が
定
め
ら
れ
て
い
る
罪
に
つ
き
起
訴
を
さ
れ
た
者
は
、

第
三
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
後
の
宇
部
市
職
員
の
退
職
手
当
に
関
す
る
条
例
第
十
七
条
第
一
項

及
び
第
五
項
、
第
十
八
条
第
一
項
（
第
一
号
に
係
る
部
分
に
限
る
。
）
並
び
に
第
二
十
一
条
第

四
項
並
び
に
宇
部
市
職
員
の
退
職
手
当
に
関
す
る
条
例
第
二
十
一
条
第
三
項
の
規
定
の
適
用
に

つ
い
て
は
、
拘
禁
刑
が
定
め
ら
れ
て
い
る
罪
に
つ
き
起
訴
を
さ
れ
た
者
と
み
な
す
。 

附 

則 

こ
の
条
例
は
、
令
和
七
年
六
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。 

「
説
明
」 

 

刑
法
の
一
部
改
正
に
伴
い
、
関
係
条
例
の
整
理
を
行
う
も
の
で
あ
る
。 

 

こ
れ
が
、
こ
の
条
例
案
を
提
出
す
る
理
由
で
あ
る
。 
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（
参
考
） 

新 
 

 

旧 
 

 

対 
 

 

照 
 

 

表 

宇
部
市
個
人
情
報
保
護
法
施
行
条
例
（
令
和
四
年
条
例
第
二
十
六
号
） 

旧 

新 

附 

則 

附 

則 

（
経
過
措
置
） 

（
経
過
措
置
） 

第
三
条 

第
三
条 

７ 

次
に
掲
げ
る
者
が
、
正
当
な
理
由
が
な
い
の
に
、

こ
の
条
例
の
施
行
前
に
お
い
て
旧
実
施
機
関
が
保

有
し
て
い
た
個
人
の
秘
密
に
属
す
る
事
項
が
記
録

さ
れ
た
旧
個
人
情
報
を
含
む
情
報
の
集
合
物
で
あ

っ
て
、
一
定
の
業
務
の
目
的
を
達
成
す
る
た
め
に

特
定
の
旧
個
人
情
報
を
電
子
計
算
機
を
用
い
て
検

索
す
る
こ
と
が
で
き
る
よ
う
体
系
的
に
構
成
し
た

も
の
そ
の
他
一
定
の
業
務
の
目
的
を
達
成
す
る
た

め
に
、
氏
名
、
生
年
月
日
そ
の
他
の
記
述
等
に
よ

り
特
定
の
旧
個
人
情
報
を
容
易
に
検
索
す
る
こ
と

が
で
き
る
よ
う
に
体
系
的
に
構
成
し
た
も
の
（
そ

の
全
部
又
は
一
部
を
複
製
し
、
又
は
加
工
し
た
も

の
を
含
む
。
）
を
こ
の
条
例
の
施
行
後
に
提
供
し

た
と
き
は
、
二
年
以
下
の
懲
役 

 

又
は
百
万
円
以

下
の
罰
金
に
処
す
る
。 

７ 

次
に
掲
げ
る
者
が
、
正
当
な
理
由
が
な
い
の
に
、

こ
の
条
例
の
施
行
前
に
お
い
て
旧
実
施
機
関
が
保

有
し
て
い
た
個
人
の
秘
密
に
属
す
る
事
項
が
記
録

さ
れ
た
旧
個
人
情
報
を
含
む
情
報
の
集
合
物
で
あ

っ
て
、
一
定
の
業
務
の
目
的
を
達
成
す
る
た
め
に

特
定
の
旧
個
人
情
報
を
電
子
計
算
機
を
用
い
て
検

索
す
る
こ
と
が
で
き
る
よ
う
体
系
的
に
構
成
し
た

も
の
そ
の
他
一
定
の
業
務
の
目
的
を
達
成
す
る
た

め
に
、
氏
名
、
生
年
月
日
そ
の
他
の
記
述
等
に
よ

り
特
定
の
旧
個
人
情
報
を
容
易
に
検
索
す
る
こ
と

が
で
き
る
よ
う
に
体
系
的
に
構
成
し
た
も
の
（
そ

の
全
部
又
は
一
部
を
複
製
し
、
又
は
加
工
し
た
も

の
を
含
む
。
）
を
こ
の
条
例
の
施
行
後
に
提
供
し

た
と
き
は
、
二
年
以
下
の
拘
禁
刑
又
は
百
万
円
以

下
の
罰
金
に
処
す
る
。 

８ 

前
項
各
号
に
掲
げ
る
者
が
、
そ
の
業
務
に
関
し

て
知
り
得
た
旧
個
人
情
報
を
こ
の
条
例
の
施
行
後

に
自
己
若
し
く
は
第
三
者
の
不
正
な
利
益
を
図
る

目
的
で
提
供
し
、
又
は
盗
用
し
た
と
き
は
、
一
年

以
下
の
懲
役 

 

又
は
五
十
万
円
以
下
の
罰
金
に
処

す
る
。 

８ 

前
項
各
号
に
掲
げ
る
者
が
、
そ
の
業
務
に
関
し

て
知
り
得
た
旧
個
人
情
報
を
こ
の
条
例
の
施
行
後

に
自
己
若
し
く
は
第
三
者
の
不
正
な
利
益
を
図
る

目
的
で
提
供
し
、
又
は
盗
用
し
た
と
き
は
、
一
年

以
下
の
拘
禁
刑
又
は
五
十
万
円
以
下
の
罰
金
に
処

す
る
。 

   

宇
部
市
個
人
情
報
保
護
対
策
審
議
会
条
例
（
令
和
四
年
条
例
第
二
十
七
号
） 

旧 

新 

（
罰
則
） 

（
罰
則
） 

第
十
条 

第
三
条
第
五
項
の
規
定
に
違
反
し
て
秘
密

を
漏
ら
し
た
者
は
、
一
年
以
下
の
懲
役 

 

又
は
五

第
十
条 

第
三
条
第
五
項
の
規
定
に
違
反
し
て
秘
密

を
漏
ら
し
た
者
は
、
一
年
以
下
の
拘
禁
刑
又
は
五
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十
万
円
以
下
の
罰
金
に
処
す
る
。 

十
万
円
以
下
の
罰
金
に
処
す
る
。 

   

宇
部
市
職
員
の
退
職
手
当
に
関
す
る
条
例
（
昭
和
三
十
八
年
条
例
第
二
十
五
号
） 

旧 

新 

（
退
職
手
当
の
支
払
の
差
止
め
） 

（
退
職
手
当
の
支
払
の
差
止
め
） 

第
十
七
条 

第
十
七
条 

一 

職
員
が
刑
事
事
件
に
関
し
起
訴
（
当
該
起
訴

に
係
る
犯
罪
に
つ
い
て
禁
錮 

 

以
上
の
刑
が
定

め
ら
れ
て
い
る
も
の
に
限
り
、
刑
事
訴
訟
法
（
昭

和
二
十
三
年
法
律
第
百
三
十
一
号
）
第
六
編
に

規
定
す
る
略
式
手
続
に
よ
る
も
の
を
除
く
。
以

下
同
じ
。
）
を
さ
れ
た
場
合
に
お
い
て
、
そ
の

判
決
の
確
定
前
に
退
職
を
し
た
と
き
。 

一 

職
員
が
刑
事
事
件
に
関
し
起
訴
（
当
該
起
訴

に
係
る
犯
罪
に
つ
い
て
拘
禁
刑
以
上
の
刑
が
定

め
ら
れ
て
い
る
も
の
に
限
り
、
刑
事
訴
訟
法
（
昭

和
二
十
三
年
法
律
第
百
三
十
一
号
）
第
六
編
に

規
定
す
る
略
式
手
続
に
よ
る
も
の
を
除
く
。
以

下
同
じ
。
）
を
さ
れ
た
場
合
に
お
い
て
、
そ
の

判
決
の
確
定
前
に
退
職
を
し
た
と
き
。 

５ 

５ 

二 

当
該
支
払
差
止
処
分
を
受
け
た
者
に
つ
い

て
、
当
該
支
払
差
止
処
分
の
理
由
と
な
つ
た
起

訴
又
は
行
為
に
係
る
刑
事
事
件
に
つ
き
、
判
決

が
確
定
し
た
場
合
（
禁
錮 

 

以
上
の
刑
に
処
せ

ら
れ
た
場
合
及
び
無
罪
の
判
決
が
確
定
し
た
場

合
を
除
く
。
）
又
は
公
訴
を
提
起
し
な
い
処
分

が
あ
つ
た
場
合
で
あ
つ
て
、
次
条
第
一
項
の
規

定
に
よ
る
処
分
を
受
け
る
こ
と
な
く
、
当
該
判

決
が
確
定
し
た
日
又
は
当
該
公
訴
を
提
起
し
な

い
処
分
が
あ
つ
た
日
か
ら
六
月
を
経
過
し
た
場

合 

二 

当
該
支
払
差
止
処
分
を
受
け
た
者
に
つ
い

て
、
当
該
支
払
差
止
処
分
の
理
由
と
な
つ
た
起

訴
又
は
行
為
に
係
る
刑
事
事
件
に
つ
き
、
判
決

が
確
定
し
た
場
合
（
拘
禁
刑
以
上
の
刑
に
処
せ

ら
れ
た
場
合
及
び
無
罪
の
判
決
が
確
定
し
た
場

合
を
除
く
。
）
又
は
公
訴
を
提
起
し
な
い
処
分

が
あ
つ
た
場
合
で
あ
つ
て
、
次
条
第
一
項
の
規

定
に
よ
る
処
分
を
受
け
る
こ
と
な
く
、
当
該
判

決
が
確
定
し
た
日
又
は
当
該
公
訴
を
提
起
し
な

い
処
分
が
あ
つ
た
日
か
ら
六
月
を
経
過
し
た
場

合 

（
退
職
後
禁
錮 

 

以
上
の
刑
に
処
せ
ら
れ
た
場
合
等

の
退
職
手
当
の
支
給
制
限
） 

（
退
職
後
拘
禁
刑
以
上
の
刑
に
処
せ
ら
れ
た
場
合
等

の
退
職
手
当
の
支
給
制
限
） 

第
十
八
条 

第
十
八
条 

一 

当
該
退
職
を
し
た
者
が
刑
事
事
件
（
当
該
退

職
後
に
起
訴
を
さ
れ
た
場
合
に
あ
つ
て
は
、
基

礎
在
職
期
間
中
の
行
為
に
係
る
刑
事
事
件
に
限

る
。
）
に
関
し
当
該
退
職
後
に
禁
錮 

 

以
上
の

刑
に
処
せ
ら
れ
た
と
き
。 

一 

当
該
退
職
を
し
た
者
が
刑
事
事
件
（
当
該
退

職
後
に
起
訴
を
さ
れ
た
場
合
に
あ
つ
て
は
、
基

礎
在
職
期
間
中
の
行
為
に
係
る
刑
事
事
件
に
限

る
。
）
に
関
し
当
該
退
職
後
に
拘
禁
刑
以
上
の

刑
に
処
せ
ら
れ
た
と
き
。 

（
退
職
を
し
た
者
の
退
職
手
当
の
返
納
） 

（
退
職
を
し
た
者
の
退
職
手
当
の
返
納
） 
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第
十
九
条 

第
十
九
条 

一 
当
該
退
職
を
し
た
者
が
基
礎
在
職
期
間
中
の

行
為
に
係
る
刑
事
事
件
に
関
し
禁
錮 

 

以
上
の

刑
に
処
せ
ら
れ
た
と
き
。 

一 

当
該
退
職
を
し
た
者
が
基
礎
在
職
期
間
中
の

行
為
に
係
る
刑
事
事
件
に
関
し
拘
禁
刑
以
上
の

刑
に
処
せ
ら
れ
た
と
き
。 

（
退
職
手
当
受
給
者
の
相
続
人
か
ら
の
退
職
手
当
相

当
額
の
納
付
） 

（
退
職
手
当
受
給
者
の
相
続
人
か
ら
の
退
職
手
当
相

当
額
の
納
付
） 

第
二
十
一
条 

第
二
十
一
条 

４ 

退
職
手
当
の
受
給
者
が
、
当
該
退
職
の
日
か
ら

六
月
以
内
に
基
礎
在
職
期
間
中
の
行
為
に
係
る
刑

事
事
件
に
関
し
起
訴
を
さ
れ
た
場
合
に
お
い
て
、

当
該
刑
事
事
件
に
関
し
禁
錮 

 

以
上
の
刑
に
処
せ

ら
れ
た
後
に
お
い
て
第
十
九
条
第
一
項
の
規
定
に

よ
る
処
分
を
受
け
る
こ
と
な
く
死
亡
し
た
と
き

は
、
当
該
退
職
に
係
る
退
職
手
当
管
理
機
関
は
、

当
該
退
職
手
当
の
受
給
者
の
死
亡
の
日
か
ら
六
月

以
内
に
限
り
、
当
該
退
職
手
当
の
受
給
者
の
相
続

人
に
対
し
、
当
該
退
職
を
し
た
者
が
当
該
刑
事
事

件
に
関
し
禁
錮 

 

以
上
の
刑
に
処
せ
ら
れ
た
こ
と

を
理
由
と
し
て
、
当
該
一
般
の
退
職
手
当
等
の
額

（
当
該
退
職
を
し
た
者
が
失
業
手
当
受
給
可
能
者

で
あ
つ
た
場
合
に
は
、
失
業
者
退
職
手
当
額
を
除

く
。
）
の
全
部
又
は
一
部
に
相
当
す
る
額
の
納
付

を
命
ず
る
処
分
を
行
う
こ
と
が
で
き
る
。 

４ 

退
職
手
当
の
受
給
者
が
、
当
該
退
職
の
日
か
ら

六
月
以
内
に
基
礎
在
職
期
間
中
の
行
為
に
係
る
刑

事
事
件
に
関
し
起
訴
を
さ
れ
た
場
合
に
お
い
て
、

当
該
刑
事
事
件
に
関
し
拘
禁
刑
以
上
の
刑
に
処
せ

ら
れ
た
後
に
お
い
て
第
十
九
条
第
一
項
の
規
定
に

よ
る
処
分
を
受
け
る
こ
と
な
く
死
亡
し
た
と
き

は
、
当
該
退
職
に
係
る
退
職
手
当
管
理
機
関
は
、

当
該
退
職
手
当
の
受
給
者
の
死
亡
の
日
か
ら
六
月

以
内
に
限
り
、
当
該
退
職
手
当
の
受
給
者
の
相
続

人
に
対
し
、
当
該
退
職
を
し
た
者
が
当
該
刑
事
事

件
に
関
し
拘
禁
刑
以
上
の
刑
に
処
せ
ら
れ
た
こ
と

を
理
由
と
し
て
、
当
該
一
般
の
退
職
手
当
等
の
額

（
当
該
退
職
を
し
た
者
が
失
業
手
当
受
給
可
能
者

で
あ
つ
た
場
合
に
は
、
失
業
者
退
職
手
当
額
を
除

く
。
）
の
全
部
又
は
一
部
に
相
当
す
る
額
の
納
付

を
命
ず
る
処
分
を
行
う
こ
と
が
で
き
る
。 

   

宇
部
市
退
職
金
条
例
（
昭
和
二
十
九
年
条
例
第
六
十
八
号
） 

旧 

新 

（
年
金
受
給
権
の
消
滅
原
因
） 

（
年
金
受
給
権
の
消
滅
原
因
） 

第
六
条 

第
六
条 

二 

死
刑
又
は
無
期
若
し
く
は
三
年
を
こ
え
る
懲

役
若
し
く
は
禁
錮
の
刑
に
処
せ
ら
れ
た
と
き
。 

二 

死
刑
又
は
無
期
若
し
く
は
三
年
を
こ
え
る
拘

禁
刑 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

に
処
せ
ら
れ
た
と
き
。 

２ 

在
職
中
の
職
務
に
関
す
る
犯
罪
（
過
失
犯
を
除

く
。
以
下
同
じ
。
）
に
よ
つ
て
禁
錮 

 

以
上
の
刑

に
処
せ
ら
れ
た
と
き
は
、
そ
の
権
利
（
通
算
退
職

年
金
を
除
く
。
）
は
消
滅
す
る
。
但
し
、
再
就
職

後
の
在
職
中
に
な
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
と
き
は
、

２ 

在
職
中
の
職
務
に
関
す
る
犯
罪
（
過
失
犯
を
除

く
。
以
下
同
じ
。
）
に
よ
つ
て
拘
禁
刑
以
上
の
刑

に
処
せ
ら
れ
た
と
き
は
、
そ
の
権
利
（
通
算
退
職

年
金
を
除
く
。
）
は
消
滅
す
る
。
但
し
、
再
就
職

後
の
在
職
中
に
な
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
と
き
は
、
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そ
の
再
在
職
に
よ
つ
て
生
じ
た
権
利
だ
け
が
消
滅

す
る
。 

そ
の
再
在
職
に
よ
つ
て
生
じ
た
権
利
だ
け
が
消
滅

す
る
。 

（
在
職
年
の
除
算
） 

（
在
職
年
の
除
算
） 

第
十
五
条 

第
十
五
条 

三 

職
員
が
退
職
後
、
在
職
中
の
職
務
に
関
す
る

犯
罪
に
つ
き
禁
錮 

 
以
上
の
刑
に
処
せ
ら
れ
た

と
き
は
、
そ
の
犯
罪
の
時
を
含
む
引
き
続
い
た

在
職
年
月
数 

三 

職
員
が
退
職
後
、
在
職
中
の
職
務
に
関
す
る

犯
罪
に
つ
き
拘
禁
刑
以
上
の
刑
に
処
せ
ら
れ
た

と
き
は
、
そ
の
犯
罪
の
時
を
含
む
引
き
続
い
た

在
職
年
月
数 

（
退
職
金
受
給
資
格
喪
失
原
因
） 

（
退
職
金
受
給
資
格
喪
失
原
因
） 

第
十
八
条 

第
十
八
条 

二 

在
職
中
禁
錮 

 

以
上
の
刑
に
処
せ
ら
れ
た
と

き
。 

二 

在
職
中
拘
禁
刑
以
上
の
刑
に
処
せ
ら
れ
た
と

き
。 

（
退
職
年
金
の
再
任
停
止
、
処
分
停
止
、
若
年
停
止
） 
（
退
職
年
金
の
再
任
停
止
、
処
分
停
止
、
若
年
停
止
） 

第
二
十
条 

第
二
十
条 

二 

三
年
以
下
の
懲
役
又
は
禁
錮
の
刑
に
処
せ
ら

れ
た
と
き
。
こ
の
場
合
は
、
そ
の
月
の
翌
月
か

ら
そ
の
執
行
を
終
り
、
又
は
執
行
を
受
け
る
こ

と
が
な
く
な
つ
た
月
ま
で
停
止
す
る
。
但
し
、

刑
の
執
行
猶
予
の
言
渡
し
を
受
け
た
と
き
は
、

停
止
し
な
い
。
そ
の
言
渡
し
を
取
消
さ
れ
た
と

き
は
、
取
消
し
の
月
の
翌
日
か
ら
執
行
を
終
り
、

又
は
執
行
を
受
け
る
こ
と
が
な
く
な
つ
た
月
ま

で
停
止
す
る
。 

二 
三
年
以
下
の
拘
禁
刑 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

に
処
せ
ら

れ
た
と
き
。
こ
の
場
合
は
、
そ
の
月
の
翌
月
か

ら
そ
の
執
行
を
終
り
、
又
は
執
行
を
受
け
る
こ

と
が
な
く
な
つ
た
月
ま
で
停
止
す
る
。
但
し
、

刑
の
執
行
猶
予
の
言
渡
し
を
受
け
た
と
き
は
、

停
止
し
な
い
。
そ
の
言
渡
し
を
取
消
さ
れ
た
と

き
は
、
取
消
し
の
月
の
翌
日
か
ら
執
行
を
終
り
、

又
は
執
行
を
受
け
る
こ
と
が
な
く
な
つ
た
月
ま

で
停
止
す
る
。 

（
遺
族
年
金
の
停
止
） 

（
遺
族
年
金
の
停
止
） 

第
三
十
一
条 

遺
族
年
金
を
受
け
る
者
が
三
年
以
下

の
懲
役
又
は
禁
錮
の
刑
に
処
せ
ら
れ
た
と
き
は
、

そ
の
月
の
翌
月
か
ら
そ
の
執
行
を
終
り
、
又
は
執

行
を
受
け
る
こ
と
が
な
く
な
つ
た
月
ま
で
遺
族
年

金
の
給
付
を
停
止
す
る
。
但
し
、
刑
の
執
行
猶
予

の
言
渡
を
受
け
た
と
き
は
、
停
止
し
な
い
。
そ
の

言
渡
を
取
消
さ
れ
た
と
き
は
、
取
消
し
の
月
の
翌

月
か
ら
執
行
を
終
り
、
又
は
執
行
を
受
け
る
こ
と

が
な
く
な
つ
た
月
ま
で
停
止
す
る
。 

第
三
十
一
条 

遺
族
年
金
を
受
け
る
者
が
三
年
以
下

の
拘
禁
刑 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

に
処
せ
ら
れ
た
と
き
は
、

そ
の
月
の
翌
月
か
ら
そ
の
執
行
を
終
り
、
又
は
執

行
を
受
け
る
こ
と
が
な
く
な
つ
た
月
ま
で
遺
族
年

金
の
給
付
を
停
止
す
る
。
但
し
、
刑
の
執
行
猶
予

の
言
渡
を
受
け
た
と
き
は
、
停
止
し
な
い
。
そ
の

言
渡
を
取
消
さ
れ
た
と
き
は
、
取
消
し
の
月
の
翌

月
か
ら
執
行
を
終
り
、
又
は
執
行
を
受
け
る
こ
と

が
な
く
な
つ
た
月
ま
で
停
止
す
る
。 

２ 

前
項
の
規
定
は
、
禁
錮 

 

以
上
の
刑
に
処
せ
ら

れ
そ
の
執
行
中
又
は
そ
の
執
行
前
に
あ
る
者
に
遺

族
年
金
を
給
す
べ
き
事
由
の
発
生
し
た
場
合
に
つ

き
準
用
す
る
。 

２ 

前
項
の
規
定
は
、
拘
禁
刑
以
上
の
刑
に
処
せ
ら

れ
そ
の
執
行
中
又
は
そ
の
執
行
前
に
あ
る
者
に
遺

族
年
金
を
給
す
べ
き
事
由
の
発
生
し
た
場
合
に
つ

き
準
用
す
る
。 
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宇
部
市
中
央
卸
売
市
場
業
務
条
例
（
昭
和
四
十
七
年
条
例
第
三
十
四
号
） 

旧 

新 

（
卸
売
業
務
の
認
定
） 

（
卸
売
業
務
の
認
定
） 

第
六
条
の
二 

第
六
条
の
二 

４ 

４ 

八 

八 

ロ 

禁
錮 

 

以
上
の
刑
に
処
せ
ら
れ
た
者
又
は

法
の
規
定
に
よ
り
罰
金
の
刑
に
処
せ
ら
れ
た

者
で
、
そ
の
刑
の
執
行
を
終
わ
り
、
又
は
そ

の
刑
の
執
行
を
受
け
る
こ
と
が
な
く
な
つ
た

日
か
ら
起
算
し
て
三
年
を
経
過
し
な
い
も
の 

ロ 

拘
禁
刑
以
上
の
刑
に
処
せ
ら
れ
た
者
又
は

法
の
規
定
に
よ
り
罰
金
の
刑
に
処
せ
ら
れ
た

者
で
、
そ
の
刑
の
執
行
を
終
わ
り
、
又
は
そ

の
刑
の
執
行
を
受
け
る
こ
と
が
な
く
な
つ
た

日
か
ら
起
算
し
て
三
年
を
経
過
し
な
い
も
の 

（
仲
卸
業
務
の
認
定
） 

（
仲
卸
業
務
の
認
定
） 

第
十
八
条 

第
十
八
条 

３ 

３ 

二 

申
請
者
が
禁
錮 

 

以
上
の
刑
に
処
せ
ら
れ
た

者
又
は
法
の
規
定
に
よ
り
罰
金
の
刑
に
処
せ
ら

れ
た
者
で
、
そ
の
刑
の
執
行
を
終
わ
り
、
又
は

そ
の
刑
の
執
行
を
受
け
る
こ
と
が
な
く
な
つ
た

日
か
ら
起
算
し
て
三
年
を
経
過
し
な
い
も
の
で

あ
る
と
き
。 

二 

申
請
者
が
拘
禁
刑
以
上
の
刑
に
処
せ
ら
れ
た

者
又
は
法
の
規
定
に
よ
り
罰
金
の
刑
に
処
せ
ら

れ
た
者
で
、
そ
の
刑
の
執
行
を
終
わ
り
、
又
は

そ
の
刑
の
執
行
を
受
け
る
こ
と
が
な
く
な
つ
た

日
か
ら
起
算
し
て
三
年
を
経
過
し
な
い
も
の
で

あ
る
と
き
。 

九 

九 

ロ 

禁
錮 

 

以
上
の
刑
に
処
せ
ら
れ
た
者
又
は

法
の
規
定
に
よ
り
罰
金
の
刑
に
処
せ
ら
れ
た

者
で
、
そ
の
刑
の
執
行
を
終
わ
り
、
又
は
そ

の
刑
の
執
行
を
受
け
る
こ
と
が
な
く
な
つ
た

日
か
ら
起
算
し
て
三
年
を
経
過
し
な
い
も
の 

ロ 

拘
禁
刑
以
上
の
刑
に
処
せ
ら
れ
た
者
又
は

法
の
規
定
に
よ
り
罰
金
の
刑
に
処
せ
ら
れ
た

者
で
、
そ
の
刑
の
執
行
を
終
わ
り
、
又
は
そ

の
刑
の
執
行
を
受
け
る
こ
と
が
な
く
な
つ
た

日
か
ら
起
算
し
て
三
年
を
経
過
し
な
い
も
の 

（
売
買
参
加
者
の
承
認
） 

（
売
買
参
加
者
の
承
認
） 

第
二
十
六
条 

第
二
十
六
条 

３ 

３ 

五 

申
請
者
が
禁
錮 

 

以
上
の
刑
に
処
せ
ら
れ
た

者
又
は
法
の
規
定
に
よ
り
罰
金
の
刑
に
処
せ
ら

れ
た
者
で
、
そ
の
刑
の
執
行
を
終
わ
り
、
又
は

そ
の
刑
の
執
行
を
受
け
る
こ
と
が
な
く
な
つ
た

五 

申
請
者
が
拘
禁
刑
以
上
の
刑
に
処
せ
ら
れ
た

者
又
は
法
の
規
定
に
よ
り
罰
金
の
刑
に
処
せ
ら

れ
た
者
で
、
そ
の
刑
の
執
行
を
終
わ
り
、
又
は

そ
の
刑
の
執
行
を
受
け
る
こ
と
が
な
く
な
つ
た

1
0



 

日
か
ら
起
算
し
て
三
年
を
経
過
し
な
い
も
の
で

あ
る
と
き
。 

日
か
ら
起
算
し
て
三
年
を
経
過
し
な
い
も
の
で

あ
る
と
き
。 

九 

九 

ロ 

禁
錮 

 
以
上
の
刑
に
処
せ
ら
れ
た
者
又
は

法
の
規
定
に
よ
り
罰
金
の
刑
に
処
せ
ら
れ
た

者
で
、
そ
の
刑
の
執
行
を
終
わ
り
、
又
は
そ

の
刑
の
執
行
を
受
け
る
こ
と
が
な
く
な
つ
た

日
か
ら
起
算
し
て
三
年
を
経
過
し
な
い
も
の 

ロ 

拘
禁
刑
以
上
の
刑
に
処
せ
ら
れ
た
者
又
は

法
の
規
定
に
よ
り
罰
金
の
刑
に
処
せ
ら
れ
た

者
で
、
そ
の
刑
の
執
行
を
終
わ
り
、
又
は
そ

の
刑
の
執
行
を
受
け
る
こ
と
が
な
く
な
つ
た

日
か
ら
起
算
し
て
三
年
を
経
過
し
な
い
も
の 

（
関
連
事
業
者
の
認
定
の
基
準
） 

（
関
連
事
業
者
の
認
定
の
基
準
） 

第
三
十
条 

第
三
十
条 

二 

禁
錮 

 

以
上
の
刑
に
処
せ
ら
れ
た
者
又
は
法

の
規
定
に
よ
り
罰
金
の
刑
に
処
せ
ら
れ
た
者

で
、
そ
の
刑
の
執
行
を
終
わ
り
、
又
は
そ
の
刑

の
執
行
を
受
け
る
こ
と
が
な
く
な
つ
た
日
か
ら

起
算
し
て
三
年
を
経
過
し
な
い
も
の
で
あ
る
と

き
。 

二 

拘
禁
刑
以
上
の
刑
に
処
せ
ら
れ
た
者
又
は
法

の
規
定
に
よ
り
罰
金
の
刑
に
処
せ
ら
れ
た
者

で
、
そ
の
刑
の
執
行
を
終
わ
り
、
又
は
そ
の
刑

の
執
行
を
受
け
る
こ
と
が
な
く
な
つ
た
日
か
ら

起
算
し
て
三
年
を
経
過
し
な
い
も
の
で
あ
る
と

き
。 

八 

八 

ロ 

禁
錮 

 

以
上
の
刑
に
処
せ
ら
れ
た
者
又
は

法
の
規
定
に
よ
り
罰
金
の
刑
に
処
せ
ら
れ
た

者
で
、
そ
の
刑
の
執
行
を
終
わ
り
、
又
は
そ

の
刑
の
執
行
を
受
け
る
こ
と
が
な
く
な
つ
た

日
か
ら
起
算
し
て
三
年
を
経
過
し
な
い
も
の 

ロ 

拘
禁
刑
以
上
の
刑
に
処
せ
ら
れ
た
者
又
は

法
の
規
定
に
よ
り
罰
金
の
刑
に
処
せ
ら
れ
た

者
で
、
そ
の
刑
の
執
行
を
終
わ
り
、
又
は
そ

の
刑
の
執
行
を
受
け
る
こ
と
が
な
く
な
つ
た

日
か
ら
起
算
し
て
三
年
を
経
過
し
な
い
も
の 

   

宇
部
市
地
方
卸
売
市
場
業
務
条
例
（
昭
和
四
十
七
年
条
例
第
四
十
七
号
） 

旧 

新 

（
卸
売
業
務
の
認
定
） 

（
卸
売
業
務
の
認
定
） 

第
六
条
の
二 

第
六
条
の
二 

４ 

４ 

八 

八 

ロ 

禁
錮 

 

以
上
の
刑
に
処
せ
ら
れ
た
者
又
は

法
の
規
定
に
よ
り
罰
金
の
刑
に
処
せ
ら
れ
た

者
で
、
そ
の
刑
の
執
行
を
終
わ
り
、
又
は
そ

の
刑
の
執
行
を
受
け
る
こ
と
が
な
く
な
つ
た

日
か
ら
起
算
し
て
三
年
を
経
過
し
な
い
も
の 

ロ 

拘
禁
刑
以
上
の
刑
に
処
せ
ら
れ
た
者
又
は

法
の
規
定
に
よ
り
罰
金
の
刑
に
処
せ
ら
れ
た

者
で
、
そ
の
刑
の
執
行
を
終
わ
り
、
又
は
そ

の
刑
の
執
行
を
受
け
る
こ
と
が
な
く
な
つ
た

日
か
ら
起
算
し
て
三
年
を
経
過
し
な
い
も
の 

1
1



 

（
買
受
人
の
承
認
） 

（
買
受
人
の
承
認
） 

第
二
十
四
条 

第
二
十
四
条 

３ 

３ 

五 

申
請
者
が
禁
錮 

 

以
上
の
刑
に
処
せ
ら
れ
た

者
又
は
法
の
規
定
に
よ
り
罰
金
の
刑
に
処
せ
ら

れ
た
者
で
、
そ
の
刑
の
執
行
を
終
わ
り
、
又
は

そ
の
刑
の
執
行
を
受
け
る
こ
と
が
な
く
な
つ
た

日
か
ら
起
算
し
て
三
年
を
経
過
し
な
い
も
の
で

あ
る
と
き
。 

五 

申
請
者
が
拘
禁
刑
以
上
の
刑
に
処
せ
ら
れ
た

者
又
は
法
の
規
定
に
よ
り
罰
金
の
刑
に
処
せ
ら

れ
た
者
で
、
そ
の
刑
の
執
行
を
終
わ
り
、
又
は

そ
の
刑
の
執
行
を
受
け
る
こ
と
が
な
く
な
つ
た

日
か
ら
起
算
し
て
三
年
を
経
過
し
な
い
も
の
で

あ
る
と
き
。 

九 

九 

ロ 

禁
錮 

 

以
上
の
刑
に
処
せ
ら
れ
た
者
又
は

法
の
規
定
に
よ
り
罰
金
の
刑
に
処
せ
ら
れ
た

者
で
、
そ
の
刑
の
執
行
を
終
わ
り
、
又
は
そ

の
刑
の
執
行
を
受
け
る
こ
と
が
な
く
な
つ
た

日
か
ら
起
算
し
て
三
年
を
経
過
し
な
い
も
の 

ロ 

拘
禁
刑
以
上
の
刑
に
処
せ
ら
れ
た
者
又
は

法
の
規
定
に
よ
り
罰
金
の
刑
に
処
せ
ら
れ
た

者
で
、
そ
の
刑
の
執
行
を
終
わ
り
、
又
は
そ

の
刑
の
執
行
を
受
け
る
こ
と
が
な
く
な
つ
た

日
か
ら
起
算
し
て
三
年
を
経
過
し
な
い
も
の 

（
関
連
事
業
者
の
認
定
の
基
準
） 

（
関
連
事
業
者
の
認
定
の
基
準
） 

第
二
十
八
条 

第
二
十
八
条 

二 

禁
錮 

 

以
上
の
刑
に
処
せ
ら
れ
た
者
又
は
法

の
規
定
に
よ
り
罰
金
の
刑
に
処
せ
ら
れ
た
者

で
、
そ
の
刑
の
執
行
を
終
わ
り
、
又
は
そ
の
刑

の
執
行
を
受
け
る
こ
と
が
な
く
な
つ
た
日
か
ら

起
算
し
て
三
年
を
経
過
し
な
い
も
の
で
あ
る
と

き
。 

二 

拘
禁
刑
以
上
の
刑
に
処
せ
ら
れ
た
者
又
は
法

の
規
定
に
よ
り
罰
金
の
刑
に
処
せ
ら
れ
た
者

で
、
そ
の
刑
の
執
行
を
終
わ
り
、
又
は
そ
の
刑

の
執
行
を
受
け
る
こ
と
が
な
く
な
つ
た
日
か
ら

起
算
し
て
三
年
を
経
過
し
な
い
も
の
で
あ
る
と

き
。 

八 

八 

ロ 

禁
錮 

 

以
上
の
刑
に
処
せ
ら
れ
た
者
又
は

法
の
規
定
に
よ
り
罰
金
の
刑
に
処
せ
ら
れ
た

者
で
、
そ
の
刑
の
執
行
を
終
わ
り
、
又
は
そ

の
刑
の
執
行
を
受
け
る
こ
と
が
な
く
な
つ
た

日
か
ら
起
算
し
て
三
年
を
経
過
し
な
い
も
の 

ロ 

拘
禁
刑
以
上
の
刑
に
処
せ
ら
れ
た
者
又
は

法
の
規
定
に
よ
り
罰
金
の
刑
に
処
せ
ら
れ
た

者
で
、
そ
の
刑
の
執
行
を
終
わ
り
、
又
は
そ

の
刑
の
執
行
を
受
け
る
こ
と
が
な
く
な
つ
た

日
か
ら
起
算
し
て
三
年
を
経
過
し
な
い
も
の 

   

宇
部
市
企
業
職
員
の
給
与
の
種
類
及
び
基
準
を
定
め
る
条
例
（
昭
和
二
十
七
年
条
例
第
七
十
三
号
） 

旧 

新 

（
退
職
手
当
） 

（
退
職
手
当
） 

第
十
一
条 

第
十
一
条 

1
2



 

２ 

２ 
二 
禁
錮 

 

以
上
の
刑
に
処
せ
ら
れ
失
職
し
た
者 

二 

拘
禁
刑
以
上
の
刑
に
処
せ
ら
れ
失
職
し
た
者 

 

1
3



令和 7 年 3 月議会 総務財政委員会（資料） 

総務部 総務課 

議 案 

第２２号 

刑法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係条例の整理に関する

条例制定の件 

 

要 旨 

 

刑法の一部改正に伴い、関係条例の整理を行うもの。 

概 要 

１ 主な改正内容  

(1) 懲役及び禁錮を廃止し、これらに代えて拘禁刑が創設される 

ことに伴い、対象字句を改める。  

 

      ＜ 現 行 ＞          ＜改正後＞ 

懲 役              拘禁刑 

禁 錮 

 

(2) 罰則の適用等及び人の資格に関する経過措置を設ける。 

 

２ 関係条例 

 (1) 宇部市個人情報保護法施行条例（総務課） 

 (2) 宇部市個人情報保護対策審議会条例（総務課）  

(3) 宇部市職員の退職手当に関する条例（職員課）  

(4) 宇部市退職金条例（職員課） 

(5) 宇部市中央卸売市場業務条例（卸売市場）  

(6) 宇部市地方卸売市場業務条例（卸売市場）  

(7) 宇部市企業職員の給与の種類及び基準を定める条例 

（水道局、交通局） 

 

 

 

 

施行日 

 

令和７年６月１日 

 



議案第３７号 

 

山口県市町総合事務組合を組織する地方公共団体の数の減少及び 

共同処理する事務の構成団体の変更並びにこれに伴う規約の変更 

について 

 

地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２８６条第１項の規定により、令和

７年３月３１日限り田布施・平生水道企業団を脱退させ、並びに令和７年４月１

日から、山口県市町総合事務組合規約（平成１８年指令平１８市町第８１５号）

第３条第６号に規定する事務を共同処理する団体に下関市を加え、同条第８号に

規定する事務を共同処理する団体に柳井地域広域水道企業団を加え、及び同条第

９号に規定する事務を共同処理する団体に山口市を加え、並びにこれに伴い同組

合規約を以下のとおり変更することについて関係地方公共団体と協議するため、

地方自治法第２９０条の規定により市議会の議決を求める。  

令和７年２月１９日提出  
 

宇部市長   篠  﨑  圭  二      

 

 

山口県市町総合事務組合規約の一部を改正する規約  

別表第１中「、田布施・平生水道企業団」を削る。  

別表第２の６の項中「宇部市」を「下関市（別表第３に規定する非常勤の職員

に限る。 )、宇部市」に改め、「、田布施・平生水道企業団」を削り、同表の８の

項中「周南東部環境施設組合」の次に「、柳井地域広域水道企業団（別表第４に

規定する事務に限る。）」を加え、同表の９の項中「萩市」を「山口市、萩市」に

改め、同表の１１の項中「、田布施・平生水道企業団」を削る。  

 別表第３中「  
団 体 対象とする非常勤の職員 

宇部市 １ 地方公務員法第２２条の２第１項に規定する会

計年度任用職員 

２ 宇部市嘱託職員取扱要綱の規定により任用され

た嘱託職員 

」を  

145



「  
団 体 対象とする非常勤の職員 

下関市 地方公務員法第２２条の２第１項に規定する会計年

度任用職員 

宇部市 １ 地方公務員法第２２条の２第１項に規定する会

計年度任用職員 

２ 宇部市嘱託職員取扱要綱の規定により任用され

た嘱託職員 

」に改める。  

 別表第３の次に次の１表を加える。  

別表第４  第３条第８号に規定する事務のうち対象とする事務（第３条関係） 
団 体 対象とする事務 

柳井地域広域水道企

業団 

地方公務員法第３章第６節の２に規定する退職管理に関する事

務 

附  則  

この規約は、令和７年４月１日から施行する。  
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令和 7 年 3 月議会 総務財政委員会（資料） 

総務部 総務課 

議 案 

第３７号 

山口県市町総合事務組合を組織する地方公共団体の数の減少及び 

共同処理する事務の構成団体の変更並びにこれに伴う規約の変更に

ついて 

 

要 旨 

 

本市が加入している山口県市町総合事務組合を組織する地方公共

団体の数の減少及び共同処理する事務の構成団体の変更並びにこれ

に伴う規約の変更を行うもの 

概 要 

１ 改正内容 

(1) 田布施・平生水道企業団の解散に伴い、令和７年３月３１日 

をもって、山口県市町総合事務組合から当該団体を脱退させる。 

(2) 山口県市町総合事務組合の非常勤職員公務災害補償事務を 

共同処理する団体に、下関市を加える。  

(3) 山口県市町総合事務組合の公平委員会事務を共同処理する 

団体に、柳井地域広域水道企業団を加える。  

(4) 山口県市町総合事務組合の交通災害共済事務を共同処理する 

団体に、山口市を加える。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

施行日 

 

令和７年４月１日 

 



議
案
第
二
十
三
号 

 
宇
部
市
職
員
の
勤
務
時
間
、
休
日
及
び
休
暇
に
関
す
る
条
例
中
一
部
改
正
の
件 

 

宇
部
市
職
員
の
勤
務
時
間
、
休
日
及
び
休
暇
に
関
す
る
条
例
（
平
成
十
年
条
例
第
二
号
）
の
一

部
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。 

令
和
七
年
二
月
十
九
日
提
出 

 

宇
部
市
長 

 

篠 

﨑 

圭 

二 
 

  

第
八
条
の
三
第
二
項
中
「
三
歳
に
満
た
な
い
子
」
を
「
小
学
校
就
学
の
始
期
に
達
す
る
ま
で
の

子
」
に
改
め
、
同
条
第
四
項
中
「
第
二
項
中
「
三
歳
に
満
た
な
い
子
の
あ
る
職
員
が
市
規
則
で
定

め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
当
該
子
を
養
育
」
と
あ
り
、
及
び
」
を
「
並
び
に
第
二
項
及
び
」
に
改
め

る
。 第

十
七
条
第
一
項
中
「
定
め
る
者
」
の
下
に
「
（
第
十
八
条
の
二
第
一
項
に
お
い
て
「
配
偶
者

等
」
と
い
う
。
）
」
を
加
え
る
。 

第
十
八
条
の
次
に
次
の
二
条
を
加
え
る
。 

（
配
偶
者
等
が
介
護
を
必
要
と
す
る
状
況
に
至
っ
た
職
員
に
対
す
る
意
向
確
認
等
） 

第
十
八
条
の
二 

任
命
権
者
は
、
職
員
が
配
偶
者
等
が
当
該
職
員
の
介
護
を
必
要
と
す
る
状
況
に

至
っ
た
こ
と
を
申
し
出
た
と
き
は
、
当
該
職
員
に
対
し
て
、
仕
事
と
介
護
と
の
両
立
に
資
す
る

制
度
又
は
措
置
（
以
下
こ
の
条
及
び
次
条
に
お
い
て
「
介
護
両
立
支
援
制
度
等
」
と
い
う
。
）

そ
の
他
の
事
項
を
知
ら
せ
る
と
と
も
に
、
介
護
両
立
支
援
制
度
等
の
申
告
、
請
求
又
は
申
出
（
次

条
に
お
い
て
「
請
求
等
」
と
い
う
。
）
に
係
る
当
該
職
員
の
意
向
を
確
認
す
る
た
め
の
面
談
そ

の
他
の
措
置
を
講
じ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

２ 

任
命
権
者
は
、
職
員
に
対
し
て
、
当
該
職
員
が
四
十
歳
に
達
し
た
日
の
属
す
る
年
度
（
四
月

一
日
か
ら
翌
年
の
三
月
三
十
一
日
ま
で
を
い
う
。
）
に
お
い
て
、
前
項
に
規
定
す
る
事
項
を
知

ら
せ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

（
勤
務
環
境
の
整
備
に
関
す
る
措
置
） 

第
十
八
条
の
三 

任
命
権
者
は
、
介
護
両
立
支
援
制
度
等
の
請
求
等
が
円
滑
に
行
わ
れ
る
よ
う
に

す
る
た
め
、
次
に
掲
げ
る
措
置
を
講
じ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

一 

職
員
に
対
す
る
介
護
両
立
支
援
制
度
等
に
係
る
研
修
の
実
施 

二 

介
護
両
立
支
援
制
度
等
に
関
す
る
相
談
体
制
の
整
備 
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三 

そ
の
他
介
護
両
立
支
援
制
度
等
に
係
る
勤
務
環
境
の
整
備
に
関
す
る
措
置 

附 

則 

（
施
行
期
日
） 

１ 

こ
の
条
例
は
、
令
和
七
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。 

（
経
過
措
置
） 

２ 

こ
の
条
例
の
施
行
の
日
（
以
下
「
施
行
日
」
と
い
う
。
）
以
後
の
日
を
時
間
外
勤
務
制
限
開

始
日
と
す
る
改
正
後
の
第
八
条
の
三
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
時
間
外
勤
務
の
制
限
の
請
求
（
三

歳
か
ら
小
学
校
就
学
の
始
期
に
達
す
る
ま
で
の
子
を
養
育
す
る
た
め
に
行
う
も
の
に
限
る
。
）

を
行
お
う
と
す
る
職
員
は
、
施
行
日
前
に
お
い
て
も
、
市
規
則
の
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
当

該
請
求
を
行
う
こ
と
が
で
き
る
。 

「
説
明
」 

 

育
児
休
業
、
介
護
休
業
等
育
児
又
は
家
族
介
護
を
行
う
労
働
者
の
福
祉
に
関
す
る
法
律
（
平
成

三
年
法
律
第
七
十
六
号
）
の
一
部
改
正
の
趣
旨
を
踏
ま
え
、
時
間
外
勤
務
の
制
限
の
申
請
に
お
け

る
子
の
対
象
年
齢
を
拡
大
す
る
と
と
も
に
、
仕
事
と
介
護
の
両
立
支
援
制
度
を
利
用
し
や
す
い
勤

務
環
境
の
整
備
を
す
る
も
の
で
あ
る
。 

こ
れ
が
、
こ
の
条
例
案
を
提
出
す
る
理
由
で
あ
る
。 

1
6



 

（
参
考
） 

新 
 

 

旧 
 

 

対 
 

 

照 
 

 

表 

旧 

新 

（
育
児
又
は
介
護
を
行
う
職
員
の
深
夜
及
び
時
間
外

に
お
け
る
勤
務
の
制
限
） 

（
育
児
又
は
介
護
を
行
う
職
員
の
深
夜
及
び
時
間
外

に
お
け
る
勤
務
の
制
限
） 

第
八
条
の
三 

第
八
条
の
三 

２ 

任
命
権
者
は
、
三
歳
に
満
た
な
い
子 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

の
あ
る
職
員
が
市
規
則
で
定
め
る
と
こ

ろ
に
よ
り
、
当
該
子
を
養
育
す
る
た
め
に
第
八
条

第
二
項
に
規
定
す
る
勤
務
（
以
下
「
時
間
外
勤
務
」

と
い
う
。
）
の
制
限
を
請
求
し
た
と
き
は
、
当
該

請
求
を
し
た
職
員
の
業
務
を
処
理
す
る
た
め
の
措

置
を
講
ず
る
こ
と
が
著
し
く
困
難
で
あ
る
場
合
を

除
き
、
時
間
外
勤
務
（
災
害
そ
の
他
避
け
る
こ
と

の
で
き
な
い
事
由
に
基
づ
く
臨
時
の
勤
務
を
除

く
。
次
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
を
さ
せ
て
は
な
ら

な
い
。 

２ 

任
命
権
者
は
、
小
学
校
就
学
の
始
期
に
達
す
る

ま
で
の
子
の
あ
る
職
員
が
市
規
則
で
定
め
る
と
こ

ろ
に
よ
り
、
当
該
子
を
養
育
す
る
た
め
に
第
八
条

第
二
項
に
規
定
す
る
勤
務
（
以
下
「
時
間
外
勤
務
」

と
い
う
。
）
の
制
限
を
請
求
し
た
と
き
は
、
当
該

請
求
を
し
た
職
員
の
業
務
を
処
理
す
る
た
め
の
措

置
を
講
ず
る
こ
と
が
著
し
く
困
難
で
あ
る
場
合
を

除
き
、
時
間
外
勤
務
（
災
害
そ
の
他
避
け
る
こ
と

の
で
き
な
い
事
由
に
基
づ
く
臨
時
の
勤
務
を
除

く
。
次
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
を
さ
せ
て
は
な
ら

な
い
。 

４ 

前
三
項
の
規
定
は
、
第
十
七
条
第
一
項
に
規
定

す
る
日
常
生
活
を
営
む
の
に
支
障
が
あ
る
者
を
介

護
す
る
職
員
に
つ
い
て
準
用
す
る
。
こ
の
場
合
に

お
い
て
、
第
一
項
中
「
小
学
校
就
学
の
始
期
に
達

す
る
ま
で
の
子
の
あ
る
職
員
（
職
員
の
配
偶
者
で

当
該
子
の
親
で
あ
る
も
の
が
、
深
夜
（
午
後
十
時

か
ら
翌
日
の
午
前
五
時
ま
で
の
間
を
い
う
。
以
下

こ
の
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
に
お
い
て
常
態
と
し

て
当
該
子
を
養
育
す
る
こ
と
が
で
き
る
も
の
と
し

て
市
規
則
で
定
め
る
者
に
該
当
す
る
場
合
に
お
け

る
当
該
職
員
を
除
く
。
）
が
市
規
則
で
定
め
る
と

こ
ろ
に
よ
り
、
当
該
子
を
養
育
」
と
あ
り
、
第
二

項
中
「
三
歳
に
満
た
な
い
子
の
あ
る
職
員
が
市
規

則
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
当
該
子
を
養
育
」

と
あ
り
、
及
び
前
項
中
「
小
学
校
就
学
の
始
期
に

達
す
る
ま
で
の
子
の
あ
る
職
員
が
市
規
則
で
定
め

る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
当
該
子
を
養
育
」
と
あ
る
の

は
「
第
十
七
条
第
一
項
に
規
定
す
る
日
常
生
活
を

営
む
の
に
支
障
が
あ
る
者
（
以
下
「
要
介
護
者
」

と
い
う
。
）
の
あ
る
職
員
（
市
規
則
で
定
め
る
者

４ 

前
三
項
の
規
定
は
、
第
十
七
条
第
一
項
に
規
定

す
る
日
常
生
活
を
営
む
の
に
支
障
が
あ
る
者
を
介

護
す
る
職
員
に
つ
い
て
準
用
す
る
。
こ
の
場
合
に

お
い
て
、
第
一
項
中
「
小
学
校
就
学
の
始
期
に
達

す
る
ま
で
の
子
の
あ
る
職
員
（
職
員
の
配
偶
者
で

当
該
子
の
親
で
あ
る
も
の
が
、
深
夜
（
午
後
十
時

か
ら
翌
日
の
午
前
五
時
ま
で
の
間
を
い
う
。
以
下

こ
の
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
に
お
い
て
常
態
と
し

て
当
該
子
を
養
育
す
る
こ
と
が
で
き
る
も
の
と
し

て
市
規
則
で
定
め
る
者
に
該
当
す
る
場
合
に
お
け

る
当
該
職
員
を
除
く
。
）
が
市
規
則
で
定
め
る
と

こ
ろ
に
よ
り
、
当
該
子
を
養
育
」
と
あ
り
、
並
び

に
第
二
項
及
び
あ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

あ

あ

あ

あ

あ

あ
あ
あ
あ
あ
あ
前
項
中
「
小
学
校
就
学
の
始
期
に

達
す
る
ま
で
の
子
の
あ
る
職
員
が
市
規
則
で
定
め

る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
当
該
子
を
養
育
」
と
あ
る
の

は
「
第
十
七
条
第
一
項
に
規
定
す
る
日
常
生
活
を

営
む
の
に
支
障
が
あ
る
者
（
以
下
「
要
介
護
者
」

と
い
う
。
）
の
あ
る
職
員
（
市
規
則
で
定
め
る
者

1
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に
該
当
す
る
場
合
に
お
け
る
当
該
職
員
を
除
く
。
）

が
、
市
規
則
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
当
該
要

介
護
者
を
介
護
」
と
、
第
一
項
中
「
深
夜
に
お
け

る
」
と
あ
る
の
は
「
深
夜
（
午
後
十
時
か
ら
翌
日

の
午
前
五
時
ま
で
の
間
を
い
う
。
）
に
お
け
る
」

と
、
第
二
項
中
「
当
該
請
求
を
し
た
職
員
の
業
務

を
処
理
す
る
た
め
の
措
置
を
講
ず
る
こ
と
が
著
し

く
困
難
で
あ
る
」
と
あ
る
の
は
「
公
務
の
運
営
に

支
障
が
あ
る
」
と
読
み
替
え
る
も
の
と
す
る
。 

に
該
当
す
る
場
合
に
お
け
る
当
該
職
員
を
除
く
。
）

が
、
市
規
則
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
当
該
要

介
護
者
を
介
護
」
と
、
第
一
項
中
「
深
夜
に
お
け

る
」
と
あ
る
の
は
「
深
夜
（
午
後
十
時
か
ら
翌
日

の
午
前
五
時
ま
で
の
間
を
い
う
。
）
に
お
け
る
」

と
、
第
二
項
中
「
当
該
請
求
を
し
た
職
員
の
業
務

を
処
理
す
る
た
め
の
措
置
を
講
ず
る
こ
と
が
著
し

く
困
難
で
あ
る
」
と
あ
る
の
は
「
公
務
の
運
営
に

支
障
が
あ
る
」
と
読
み
替
え
る
も
の
と
す
る
。 

（
介
護
休
暇
） 

（
介
護
休
暇
） 

第
十
七
条 

介
護
休
暇
は
、
職
員
が
要
介
護
者
（
配

偶
者
（
届
出
を
し
な
い
が
事
実
上
婚
姻
関
係
と
同

様
の
事
情
に
あ
る
者
を
含
む
。
以
下
こ
の
項
に
お

い
て
同
じ
。
）
、
父
母
、
子
、
配
偶
者
の
父
母
そ

の
他
市
規
則
で
定
め
る
者 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

で
、
負

傷
、
疾
病
又
は
老
齢
に
よ
り
市
規
則
で
定
め
る
期

間
に
わ
た
り
日
常
生
活
を
営
む
の
に
支
障
が
あ
る

も
の
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
の
介
護
を
す
る
た

め
、
勤
務
し
な
い
こ
と
が
相
当
で
あ
る
と
認
め
ら

れ
る
場
合
に
お
け
る
休
暇
と
す
る
。 

第
十
七
条 

介
護
休
暇
は
、
職
員
が
要
介
護
者
（
配

偶
者
（
届
出
を
し
な
い
が
事
実
上
婚
姻
関
係
と
同

様
の
事
情
に
あ
る
者
を
含
む
。
以
下
こ
の
項
に
お

い
て
同
じ
。
）
、
父
母
、
子
、
配
偶
者
の
父
母
そ

の
他
市
規
則
で
定
め
る
者
（
第
十
八
条
の
二
第
一

項
に
お
い
て
「
配
偶
者
等
」
と
い
う
。
）
で
、
負

傷
、
疾
病
又
は
老
齢
に
よ
り
市
規
則
で
定
め
る
期

間
に
わ
た
り
日
常
生
活
を
営
む
の
に
支
障
が
あ
る

も
の
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
の
介
護
を
す
る
た

め
、
勤
務
し
な
い
こ
と
が
相
当
で
あ
る
と
認
め
ら

れ
る
場
合
に
お
け
る
休
暇
と
す
る
。 

 

（
配
偶
者
等
が
介
護
を
必
要
と
す
る
状
況
に
至
っ
た

職
員
に
対
す
る
意
向
確
認
等
） 

第
十
八
条
の
二 

任
命
権
者
は
、
職
員
が
配
偶
者
等

が
当
該
職
員
の
介
護
を
必
要
と
す
る
状
況
に
至
っ

た
こ
と
を
申
し
出
た
と
き
は
、
当
該
職
員
に
対
し

て
、
仕
事
と
介
護
と
の
両
立
に
資
す
る
制
度
又
は

措
置
（
以
下
こ
の
条
及
び
次
条
に
お
い
て
「
介
護

両
立
支
援
制
度
等
」
と
い
う
。
）
そ
の
他
の
事
項

を
知
ら
せ
る
と
と
も
に
、
介
護
両
立
支
援
制
度
等

の
申
告
、
請
求
又
は
申
出
（
次
条
に
お
い
て
「
請

求
等
」
と
い
う
。
）
に
係
る
当
該
職
員
の
意
向
を

確
認
す
る
た
め
の
面
談
そ
の
他
の
措
置
を
講
じ
な

け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

２ 

任
命
権
者
は
、
職
員
に
対
し
て
、
当
該
職
員
が

四
十
歳
に
達
し
た
日
の
属
す
る
年
度
（
四
月
一
日

か
ら
翌
年
の
三
月
三
十
一
日
ま
で
を
い
う
。
）
に

お
い
て
、
前
項
に
規
定
す
る
事
項
を
知
ら
せ
な
け
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れ
ば
な
ら
な
い
。 

 

（
勤
務
環
境
の
整
備
に
関
す
る
措
置
） 

第
十
八
条
の
三 

任
命
権
者
は
、
介
護
両
立
支
援
制

度
等
の
請
求
等
が
円
滑
に
行
わ
れ
る
よ
う
に
す
る

た
め
、
次
に
掲
げ
る
措
置
を
講
じ
な
け
れ
ば
な
ら

な
い
。 

一 

職
員
に
対
す
る
介
護
両
立
支
援
制
度
等
に
係

る
研
修
の
実
施 

二 

介
護
両
立
支
援
制
度
等
に
関
す
る
相
談
体
制

の
整
備 

三 

そ
の
他
介
護
両
立
支
援
制
度
等
に
係
る
勤
務

環
境
の
整
備
に
関
す
る
措
置 
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令和 7 年 3 月議会 総務財政委員会（資料） 

総務部 職員課 

議 案 

第２３号 

宇部市職員の勤務時間、休日及び休暇に関する条例中一部改正の件 

 

 

要 旨 

 

育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関

する法律の一部改正を踏まえて、時間外勤務の制限の申請における

子の対象年齢を拡大するとともに、仕事と介護の両立支援制度を利

用しやすい勤務環境の整備をするもの。 

 

概 要 

１ 時間外勤務の制限の対象拡大（第８条の３第２項を改正） 

育児を行う職員の時間外における勤務の制限について、養育す

る子を「３歳に満たない子」から「小学校就学前の子」へ拡大する

もの。 

 

２ 介護離職防止のための雇用環境整備、個別周知・意向確認の義務

化（第１８条の２及び第１８条の３を新設） 

(1) 介護に直面した旨の申出をした職員に対する個別の周知・意

向確認の措置 

(2) 介護に直面する前の早い段階（40歳）での両立支援制度等に

関する情報提供 

(3) 仕事と介護の両立支援制度を利用しやすい勤務環境の整備 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

施行日 

 

令和７年４月１日 

 



議
案
第
二
十
四
号 

 

宇
部
市
職
員
の
育
児
休
業
等
に
関
す
る
条
例
中
一
部
改
正
の
件 

 

宇
部
市
職
員
の
育
児
休
業
等
に
関
す
る
条
例
（
平
成
四
年
条
例
第
三
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う

に
改
め
る
。 

令
和
七
年
二
月
十
九
日
提
出 

 

宇
部
市
長 

 

篠 

﨑 

圭 

二 

  

第
二
十
一
条
第
三
項
中
「
第
六
十
一
条
第
三
十
二
項
に
お
い
て
読
み
替
え
て
準
用
す
る
同
条
第

二
十
九
項
」
を
「
第
六
十
一
条
の
二
第
二
十
項
」
に
改
め
る
。 

 
 

 

附 

則 

こ
の
条
例
は
、
令
和
七
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。 

「
説
明
」 

 

育
児
休
業
、
介
護
休
業
等
育
児
又
は
家
族
介
護
を
行
う
労
働
者
の
福
祉
に
関
す
る
法
律
（
平
成

三
年
法
律
第
七
十
六
号
）
の
一
部
改
正
に
伴
い
、
所
要
の
整
備
を
行
う
も
の
で
あ
る
。 

 

こ
れ
が
、
こ
の
条
例
案
を
提
出
す
る
理
由
で
あ
る
。 
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（
参
考
） 

新 
 

 

旧 
 

 

対 
 

 

照 
 

 

表 

旧 

新 

（
部
分
休
業
の
承
認
） 

（
部
分
休
業
の
承
認
） 

第
二
十
一
条 

第
二
十
一
条 

３ 

非
常
勤
職
員
に
対
す
る
部
分
休
業
の
承
認
に
つ

い
て
は
、
一
日
に
つ
き
、
当
該
非
常
勤
職
員
に
つ

い
て
一
日
に
つ
き
定
め
ら
れ
た
勤
務
時
間
か
ら
五

時
間
四
十
五
分
を
減
じ
た
時
間
を
超
え
な
い
範
囲

内
（
当
該
非
常
勤
職
員
が
労
働
基
準
法
第
六
十
七

条
の
規
定
に
よ
る
育
児
時
間
又
は
育
児
休
業
、
介

護
休
業
等
育
児
又
は
家
族
介
護
を
行
う
労
働
者
の

福
祉
に
関
す
る
法
律
（
平
成
三
年
法
律
第
七
十
六

号
）
第
六
十
一
条
第
三
十
二
項
に
お
い
て
読
み
替

え
て
準
用
す
る
同
条
第
二
十
九
項
の
規
定
に
よ
る

介
護
を
す
る
た
め
の
時
間
の
承
認
を
受
け
て
勤
務

し
な
い
場
合
に
あ
っ
て
は
、
当
該
時
間
を
超
え
な

い
範
囲
内
で
、
か
つ
、
二
時
間
か
ら
当
該
育
児
時

間
又
は
当
該
介
護
を
す
る
た
め
の
時
間
の
承
認
を

受
け
て
勤
務
し
な
い
時
間
を
減
じ
た
時
間
を
超
え

な
い
範
囲
内
）
で
行
う
も
の
と
す
る
。 

３ 

非
常
勤
職
員
に
対
す
る
部
分
休
業
の
承
認
に
つ

い
て
は
、
一
日
に
つ
き
、
当
該
非
常
勤
職
員
に
つ

い
て
一
日
に
つ
き
定
め
ら
れ
た
勤
務
時
間
か
ら
五

時
間
四
十
五
分
を
減
じ
た
時
間
を
超
え
な
い
範
囲

内
（
当
該
非
常
勤
職
員
が
労
働
基
準
法
第
六
十
七

条
の
規
定
に
よ
る
育
児
時
間
又
は
育
児
休
業
、
介

護
休
業
等
育
児
又
は
家
族
介
護
を
行
う
労
働
者
の

福
祉
に
関
す
る
法
律
（
平
成
三
年
法
律
第
七
十
六

号
）
第
六
十
一
条
の
二
第
二
十
項
第
三
十
二
項
に

お
い
て
読
み
替
え
て
準
用
す
る
項
の
規
定
に
よ
る

介
護
を
す
る
た
め
の
時
間
の
承
認
を
受
け
て
勤
務

し
な
い
場
合
に
あ
っ
て
は
、
当
該
時
間
を
超
え
な

い
範
囲
内
で
、
か
つ
、
二
時
間
か
ら
当
該
育
児
時

間
又
は
当
該
介
護
を
す
る
た
め
の
時
間
の
承
認
を

受
け
て
勤
務
し
な
い
時
間
を
減
じ
た
時
間
を
超
え

な
い
範
囲
内
）
で
行
う
も
の
と
す
る
。 
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令和 7 年 3 月議会 総務財政委員会（資料） 

総務部 職員課 

議 案 

第２４号 

宇部市職員の育児休業等に関する条例中一部改正の件 

 

 

要 旨 

 

育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関

する法律の一部改正に伴い、所要の整備を行うもの。 

概 要 

１ 条文の改正 

非常勤職員に対する要介護家族の介護をするための部分休業の

規定に関して引用している法の一部改正に伴い、引用条項を改正

するもの（第２１条第３項の改正） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

施行日 

 

令和７年４月１日 

 



議
案
第
二
十
五
号 

 
宇
部
市
職
員
の
給
与
に
関
す
る
条
例
中
一
部
改
正
の
件 

 

宇
部
市
職
員
の
給
与
に
関
す
る
条
例
（
昭
和
二
十
六
年
条
例
第
二
十
三
号
）
の
一
部
を
次
の
よ

う
に
改
め
る
。 

令
和
七
年
二
月
十
九
日
提
出 

 

宇
部
市
長 

 

篠 

﨑 

圭 

二 

  

第
五
条
第
八
項
中
「
と
す
る
」
を
「
と
し
、
六
十
歳
に
達
し
た
日
の
翌
日
以
後
の
最
初
の
四
月

一
日
以
後
は
、
特
に
良
好
な
成
績
で
勤
務
し
た
場
合
を
除
き
昇
給
さ
せ
な
い
も
の
と
す
る
」
に
改

め
る
。 

第
九
条
第
二
項
中
第
一
号
を
削
り
、
第
二
号
を
第
一
号
と
し
、
第
三
号
か
ら
第
六
号
ま
で
を
一

号
ず
つ
繰
り
上
げ
、
同
条
第
三
項
中
「
前
項
第
一
号
及
び
第
三
号
か
ら
第
六
号
ま
で
」
を
「
前
項

第
一
号
に
該
当
す
る
扶
養
親
族
（
次
項
に
お
い
て
「
扶
養
親
族
た
る
子
」
と
い
う
。
）
に
つ
い
て

は
一
人
に
つ
き
一
万
三
千
円
、
前
項
第
二
号
か
ら
第
五
号
ま
で
」
に
改
め
、
「
（
以
下
「
扶
養
親

族
た
る
配
偶
者
、
父
母
等
」
と
い
う
。
）
」
、
「
（
以
下
「
八
級
職
員
」
と
い
う
。
）
」
及
び
「
、

同
項
第
二
号
に
該
当
す
る
扶
養
親
族
（
以
下
「
扶
養
親
族
た
る
子
」
と
い
う
。
）
に
つ
い
て
は
一

人
に
つ
き
一
万
円
」
を
削
り
、
同
条
第
四
項
中
「
（
以
下
「
特
定
期
間
」
と
い
う
。
）
」
を
削
り
、

「
特
定
期
間
に
」
を
「
当
該
期
間
に
」
に
改
め
、
同
条
第
五
項
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。 

５ 

前
各
項
に
規
定
す
る
も
の
の
ほ
か
、
扶
養
親
族
の
数
の
変
更
に
伴
う
支
給
額
の
改
定
そ
の
他

扶
養
手
当
の
支
給
に
関
し
必
要
な
事
項
は
、
市
規
則
で
定
め
る
。 

第
十
条
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。 

第
十
条 

削
除 

 

第
十
九
条
の
四
第
三
号
及
び
第
四
号
並
び
に
第
十
九
条
の
五
第
一
項
第
一
号
及
び
第
三
項
第
一

号
中
「
禁
錮
」
を
「
拘
禁
刑
」
に
改
め
る
。 

 

第
十
九
条
の
九
第
二
項
中
「
か
ら
第
十
条
の
二
ま
で
」
を
削
る
。 

 

附
則
第
四
項
中
「
第
十
九
条
の
四
」
を
「
第
十
九
条
の
六
」
に
改
め
る
。 

附 

則 

（
施
行
期
日
） 

１ 

こ
の
条
例
は
、
令
和
七
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。
た
だ
し
、
第
十
九
条
の
四
及
び
第
十

九
条
の
五
の
改
正
規
定
は
、
令
和
七
年
六
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。 

（
令
和
八
年
三
月
三
十
一
日
ま
で
の
間
に
お
け
る
扶
養
手
当
に
関
す
る
経
過
措
置
） 
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２ 

令
和
七
年
四
月
一
日
か
ら
令
和
八
年
三
月
三
十
一
日
ま
で
の
間
に
お
け
る
改
正
後
の
宇
部
市

職
員
の
給
与
に
関
す
る
条
例
（
以
下
「
給
与
条
例
」
と
い
う
。
）
第
九
条
の
規
定
の
適
用
に
つ

い
て
は
、
同
条
第
二
項
中
「
五 

重
度
心
身
障
害
者
」
と
あ
る
の
は
、
「
五 

重
度
心
身
障
害

い
て
は
、
同
条
第
二
項
中
「
五 

重
度
心
身
障
害
者
」
と
あ
る
の
は
、 

六 

配
偶
者
（
届
出

者 を
し
な
い
が
事
実
上
婚
姻
関
係
と
同
様
の
事
情
に
あ
る
者
を
含
む
。
）
」 

 

中
「
一
万
三
千
円
」
と
あ
る
の
は
「
一
万
千
五
百
円
」
と
、
「
と
す
る
」
と
あ
る
の
は
「
、
同

項
第
六
号
に
該
当
す
る
扶
養
親
族
に
つ
い
て
は
三
千
円
と
す
る
」
と
す
る
。 

（
刑
法
の
一
部
改
正
に
関
す
る
経
過
措
置
） 

３ 

拘
禁
刑
又
は
拘
留
に
処
せ
ら
れ
た
者
に
係
る
他
の
条
例
の
規
定
に
よ
り
な
お
従
前
の
例
に
よ

る
こ
と
と
さ
れ
、
な
お
効
力
を
有
す
る
こ
と
と
さ
れ
又
は
改
正
前
若
し
く
は
廃
止
前
の
条
例
の

規
定
の
例
に
よ
る
こ
と
と
さ
れ
る
人
の
資
格
に
関
す
る
法
令
の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
無

期
拘
禁
刑
に
処
せ
ら
れ
た
者
は
無
期
禁
錮
（
刑
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
（
令
和
四
年
法

律
第
六
十
七
号
。
以
下
「
刑
法
等
一
部
改
正
法
」
と
い
う
。
）
第
二
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
前

の
刑
法
（
明
治
四
十
年
法
律
第
四
十
五
号
。
以
下
こ
の
項
に
お
い
て
「
旧
刑
法
」
と
い
う
。
）

第
十
三
条
に
規
定
す
る
禁
錮
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
に
処
せ
ら
れ
た
者
と
、
有
期
拘
禁
刑
に

処
せ
ら
れ
た
者
は
刑
期
を
同
じ
く
す
る
有
期
禁
錮
に
処
せ
ら
れ
た
者
と
、
拘
留
に
処
せ
ら
れ
た

者
は
刑
期
を
同
じ
く
す
る
旧
拘
留
（
旧
刑
法
第
十
六
条
に
規
定
す
る
拘
留
を
い
う
。
）
に
処
せ

ら
れ
た
者
と
み
な
す
。 

４ 

刑
法
等
一
部
改
正
法
及
び
刑
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
の
施
行
に
伴
う
関
係
法
律
の
整

理
等
に
関
す
る
法
律
（
令
和
四
年
法
律
第
六
十
八
号
）
並
び
に
こ
の
条
例
の
施
行
前
に
犯
し
た

禁
錮
以
上
の
刑
（
死
刑
を
除
く
。
）
が
定
め
ら
れ
て
い
る
罪
に
つ
き
起
訴
を
さ
れ
た
者
は
、
改

正
後
の
給
与
条
例
第
十
九
条
の
五
第
一
項
（
第
一
号
に
係
る
部
分
に
限
る
。
）
及
び
第
三
項
（
第

三
号
に
係
る
部
分
に
限
る
。
）
の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
拘
禁
刑
が
定
め
ら
れ
て
い
る
罪

に
つ
き
起
訴
を
さ
れ
た
者
と
み
な
す
。 

「
説
明
」 

 

一
般
職
の
国
家
公
務
員
の
給
与
改
定
等
を
踏
ま
え
て
、
扶
養
手
当
の
支
給
に
つ
い
て
配
偶
者
に

係
る
手
当
の
廃
止
及
び
子
に
係
る
手
当
の
増
額
を
す
る
と
と
も
に
、
そ
の
他
所
要
の
整
備
を
行
う

も
の
で
あ
る
。 

こ
れ
が
、
こ
の
条
例
案
を
提
出
す
る
理
由
で
あ
る
。 

い
て
は
、
同
条
第
二
項
中
「
五 

重
度
心
身
障
害
者
」
と
あ
る
の
は
、 

と
し
、
同
条
第
三
項 
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（
参
考
） 

新 
 

 

旧 
 

 

対 
 

 

照 
 

 

表 

旧 

新 

（
昇
格
及
び
昇
給
等
の
基
準
） 

（
昇
格
及
び
昇
給
等
の
基
準
） 

第
五
条 

第
五
条 

８ 

五
十
五
歳
を
超
え
る
職
員
を
当
該
年
齢
に
達
し

た
日
の
翌
日
以
後
の
最
初
の
四
月
一
日
以
後
に
昇

給
さ
せ
る
場
合
に
お
け
る
前
項
の
規
定
の
適
用
に

つ
い
て
は
、
市
規
則
で
定
め
る
職
員
を
除
き
、
「
四

号
給
」
と
あ
る
の
は
、
「
二
号
給
」
と
す
る
、
六

十
歳
に
達
し
た
日
後
に
お
け
る
最
初
の
四
月
一
日

以
後
は
特
に
良
好
な
成
績
で
勤
務
し
た
場
合
を
除

き
昇
給
し
な
い
も
あ
の
あ
あ
と
す
。 

８ 

五
十
五
歳
を
超
え
る
職
員
を
当
該
年
齢
に
達
し

た
日
の
翌
日
以
後
の
最
初
の
四
月
一
日
以
後
に
昇

給
さ
せ
る
場
合
に
お
け
る
前
項
の
規
定
の
適
用
に

つ
い
て
は
、
市
規
則
で
定
め
る
職
員
を
除
き
、
「
四

号
給
」
と
あ
る
の
は
、
「
二
号
給
」
と
し
、
六
十

歳
に
達
し
た
日
の
翌
日
以
後
の
最
初
の
四
月
一
日

以
後
は
、
特
に
良
好
な
成
績
で
勤
務
し
た
場
合
を

除
き
昇
給
さ
せ
な
い
も
の
と
す
る
。 

（
扶
養
手
当
） 

（
扶
養
手
当
） 

第
九
条 

第
九
条 

２ 

２ 

一 

配
偶
者
（
届
出
を
し
な
い
が
事
実
上
婚
姻
関

係
と
同
様
の
事
情
に
あ
る
者
を
含
む
。
以
下
同

じ
。
） 

 

二 

一 

三 

二 

四 

三 

五 

四 

六 

五 

３ 

扶
養
手
当
の
月
額
は
、
前
項
第
一
号
及
び
第
三

号
か
ら
第
六
号
ま
で
（
次
項
に
「
扶
養
親
族
た
る

子
」
と
い
う
。
）
に
つ
い
て
は
一
人
に
つ
き
一
万
三

千
円
、
前
項
第
二
号
か
ら
第
五
号
ま
で
の
い
ず
れ

か
に
該
当
す
る
扶
養
親
族
（
以
下
「
扶
養
親
族
た

る
配
偶
者
、
父
母
等
」
と
い
う
。
）
に
つ
い
て
は
一

人
に
つ
き
六
千
五
百
円
（
給
料
表
の
適
用
を
受
け

る
職
員
で
そ
の
職
務
の
級
が
八
級
で
あ
る
も
の

（
以
下
「
八
級
職
員
」
と
い
う
。
）
に
あ
つ
て
は
、

三
千
五
百
円
）
、
同
項
第
二
号
に
該
当
す
る
扶
養

親
族
（
以
下
「
扶
養
親
族
た
る
子
」
と
い
う
。
）

に
つ
い
て
は
一
人
に
つ
き
一
万
円
と
す
る
。 

３ 

扶
養
手
当
の
月
額
は
、
前
項
第
一
号
に
該
当
す

る
扶
養
親
族
（
次
項
に
お
い
て
「
扶
養
親
族
た
る

子
」
と
い
う
。
）
に
つ
い
て
は
一
人
に
つ
き
一
万
三

千
円
、
前
項
第
二
号
か
ら
第
五
号
ま
で
の
い
ず
れ

か
に
該
当
す
る
扶
養
親
族
（
以
下
「
扶
養
親
族
た

る
配
偶
者
、
父
母
等
」
と
い
う
。
）
に
つ
い
て
は
一

人
に
つ
き
六
千
五
百
円
（
給
料
表
の
適
用
を
受
け

る
職
員
で
そ
の
職
務
の
級
が
八
級
で
あ
る
も
の

（
以
下
「
八
級
職
員
」
と
い
う
。
）
に
あ
つ
て
は
、

三
千
五
百
円
）
、
同
項
第
二
号
に
該
当
す
る
扶
養

親
族
（
以
下
「
扶
養
親
族
た
る
子
」
と
い
う
。
）

に
つ
い
て
は
一
人
に
つ
き
一
万
円
と
す
る
。 

2
5



 

４ 
扶
養
親
族
た
る
子
の
う
ち
に
満
十
五
歳
に
達
す

る
日
後
の
最
初
の
四
月
一
日
か
ら
満
二
十
二
歳
に

達
す
る
日
以
後
の
最
初
の
三
月
三
十
一
日
ま
で
の

間
（
以
下
「
特
定
期
間
」
と
い
う
。
）
に
あ
る
子

が
い
る
場
合
に
お
け
る
扶
養
手
当
の
月
額
は
、
前

項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
五
千
円
に
特
定
期
間

に
あ
る
当
該
扶
養
親
族
た
る
子
の
数
を
乗
じ
て
得

た
額
を
同
項
の
規
定
に
よ
る
額
に
加
算
し
た
額
と

す
る
。 

４ 

扶
養
親
族
た
る
子
の
う
ち
に
満
十
五
歳
に
達
す

る
日
後
の
最
初
の
四
月
一
日
か
ら
満
二
十
二
歳
に

達
す
る
日
以
後
の
最
初
の
三
月
三
十
一
日
ま
で
の

間 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

に
あ
る
子

が
い
る
場
合
に
お
け
る
扶
養
手
当
の
月
額
は
、
前

項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
五
千
円
に
当
該
期
間

に
あ
る
当
該
扶
養
親
族
た
る
子
の
数
を
乗
じ
て
得

た
額
を
同
項
の
規
定
に
よ
る
額
に
加
算
し
た
額
と

す
る
。 

５ 

第
二
項
に
規
定
す
る
扶
養
親
族
の
認
定
に
つ
い

て
必
要
な
事
項
は
、
任
命
権
者
が
市
長
と
協
議
の

上
定
め
る
。 

５ 

前
各
項
に
規
定
す
る
も
の
の
ほ
か
、
扶
養
親
族

の
数
の
変
更
に
伴
う
支
給
額
の
改
定
そ
の
他
扶
養

手
当
の
支
給
に
関
し
必
要
な
事
項
は
、
市
規
則
で

定
め
る
。 

第
十
条 

新
た
に
職
員
と
な
つ
た
者
に
扶
養
親
族
が

あ
る
場
合
又
は
職
員
に
次
の
各
号
の
い
ず
れ
か
に

掲
げ
る
事
実
が
生
じ
た
場
合
に
お
い
て
は
、
そ
の

職
員
は
、
直
ち
に
任
命
権
者
に
そ
の
旨
を
届
出
な

け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

一 

新
た
に
扶
養
親
族
と
し
て
の
要
件
を
具
備
す

る
に
至
つ
た
者
が
あ
る
場
合 

二 

扶
養
親
族
と
し
て
の
要
件
を
欠
く
に
至
つ
た

者
が
あ
る
場
合
（
扶
養
親
族
た
る
子
又
は
前
条

第
二
項
第
三
号
若
し
く
は
第
五
号
に
該
当
す
る

扶
養
親
族
が
、
満
二
十
二
歳
に
達
し
た
日
以
後

の
最
初
の
三
月
三
十
一
日
の
経
過
に
よ
り
、
扶

養
親
族
と
し
て
の
要
件
を
欠
く
に
至
つ
た
場
合

を
除
く
。
） 

２ 

扶
養
手
当
の
支
給
は
、
新
た
に
職
員
と
な
つ
た

者
に
扶
養
親
族
が
あ
る
場
合
に
お
い
て
は
そ
の
者

が
職
員
と
な
つ
た
日
、
職
員
に
扶
養
親
族
で
前
項

の
規
定
に
よ
る
届
出
に
係
る
も
の
が
な
い
場
合
に

お
い
て
そ
の
職
員
に
同
項
第
一
号
に
掲
げ
る
事
実

が
生
じ
た
と
き
は
そ
の
事
実
が
生
じ
た
日
の
属
す

る
月
の
翌
月
（
こ
れ
ら
の
日
が
月
の
初
日
で
あ
る

と
き
は
、
そ
の
日
の
属
す
る
月
）
か
ら
開
始
し
、

扶
養
手
当
を
受
け
て
い
る
職
員
が
離
職
し
、
又
は

死
亡
し
た
場
合
に
お
い
て
は
そ
れ
ぞ
れ
そ
の
者
が

離
職
し
、
又
は
死
亡
し
た
日
、
扶
養
手
当
を
受
け

第
十
条 

削
除 
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て
い
る
職
員
の
扶
養
親
族
で
同
項
の
規
定
に
よ
る

届
出
に
係
る
も
の
の
全
て
が
扶
養
親
族
と
し
て
の

要
件
を
欠
く
に
至
つ
た
場
合
に
お
い
て
は
そ
の
事

実
が
生
じ
た
日
の
属
す
る
月
（
こ
れ
ら
の
日
が
月

の
初
日
で
あ
る
と
き
は
、
そ
の
日
の
属
す
る
月
の

前
月
）
を
も
つ
て
終
わ
る
。
た
だ
し
、
扶
養
手
当

の
支
給
の
開
始
に
つ
い
て
は
、
同
項
の
規
定
に
よ

る
届
出
が
、
こ
れ
に
係
る
事
実
の
生
じ
た
日
か
ら

十
五
日
を
経
過
し
た
後
に
さ
れ
た
と
き
は
、
そ
の

届
出
を
受
理
し
た
日
の
属
す
る
月
の
翌
月
（
そ
の

日
が
月
の
初
日
で
あ
る
と
き
は
、
そ
の
日
の
属
す

る
月
）
か
ら
行
う
も
の
と
す
る
。 

３ 

扶
養
手
当
は
、
次
の
各
号
の
い
ず
れ
か
に
掲
げ

る
事
実
が
生
じ
た
場
合
に
お
い
て
は
、
そ
の
事
実

が
生
じ
た
日
の
属
す
る
月
の
翌
月
（
そ
の
日
が
月

の
初
日
で
あ
る
と
き
は
、
そ
の
日
の
属
す
る
月
）

か
ら
そ
の
支
給
額
を
改
定
す
る
。
前
項
た
だ
し
書

の
規
定
は
、
第
一
号
に
掲
げ
る
事
実
が
生
じ
た
場

合
に
お
け
る
扶
養
手
当
の
支
給
額
の
改
定
に
つ
い

て
準
用
す
る
。 

一 

扶
養
手
当
を
受
け
て
い
る
職
員
に
更
に
第
一

項
第
一
号
に
掲
げ
る
事
実
が
生
じ
た
場
合 

二 

扶
養
手
当
を
受
け
て
い
る
職
員
の
扶
養
親
族

で
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
届
出
に
係
る
も
の
の

一
部
が
扶
養
親
族
と
し
て
の
要
件
を
欠
く
に
至

つ
た
場
合 

三 

扶
養
親
族
た
る
配
偶
者
、
父
母
等
で
第
一
項

の
規
定
に
よ
る
届
出
に
係
る
も
の
が
あ
る
八
級

職
員
が
八
級
職
員
以
外
の
職
員
と
な
つ
た
場
合 

四 

扶
養
親
族
た
る
配
偶
者
、
父
母
等
で
第
一
項

の
規
定
に
よ
る
届
出
に
係
る
も
の
が
あ
る
職
員

で
八
級
職
員
以
外
の
も
の
が
八
級
職
員
と
な
つ

た
場
合 

五 

職
員
の
扶
養
親
族
た
る
子
で
第
一
項
の
規
定

に
よ
る
届
出
に
係
る
も
の
の
う
ち
特
定
期
間
に

あ
る
子
で
な
か
つ
た
者
が
特
定
期
間
に
あ
る
子

と
な
つ
た
場
合 

第
十
九
条
の
四 

第
十
九
条
の
四 
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三 

基
準
日
前
一
箇
月
以
内
又
は
基
準
日
か
ら
当

該
基
準
日
に
対
応
す
る
支
給
日
の
前
日
ま
で
の

間
に
離
職
し
た
職
員
（
前
二
号
に
掲
げ
る
者
を

除
く
。
）
で
、
そ
の
離
職
し
た
日
か
ら
当
該
支

給
日
の
前
日
ま
で
の
間
に
禁
錮 

 

以
上
の
刑
に

処
せ
ら
れ
た
も
の 

三 

基
準
日
前
一
箇
月
以
内
又
は
基
準
日
か
ら
当

該
基
準
日
に
対
応
す
る
支
給
日
の
前
日
ま
で
の

間
に
離
職
し
た
職
員
（
前
二
号
に
掲
げ
る
者
を

除
く
。
）
で
、
そ
の
離
職
し
た
日
か
ら
当
該
支

給
日
の
前
日
ま
で
の
間
に
拘
禁
刑
以
上
の
刑
に

処
せ
ら
れ
た
も
の 

四 

次
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
期
末
手
当
の
支

給
を
一
時
差
し
止
め
る
処
分
を
受
け
た
者
（
当

該
処
分
を
取
り
消
さ
れ
た
者
を
除
く
。
）
で
、

そ
の
者
の
在
職
期
間
中
の
行
為
に
係
る
刑
事
事

件
に
関
し
禁
錮 

 

以
上
の
刑
に
処
せ
ら
れ
た
も

の 

四 

次
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
期
末
手
当
の
支

給
を
一
時
差
し
止
め
る
処
分
を
受
け
た
者
（
当

該
処
分
を
取
り
消
さ
れ
た
者
を
除
く
。
）
で
、

そ
の
者
の
在
職
期
間
中
の
行
為
に
係
る
刑
事
事

件
に
関
し
拘
禁
刑
以
上
の
刑
に
処
せ
ら
れ
た
も

の 

第
十
九
条
の
五 
第
十
九
条
の
五 

 

一 

離
職
し
た
日
か
ら
当
該
支
給
日
の
前
日
ま
で

の
間
に
、
そ
の
者
の
在
職
期
間
中
の
行
為
に
係

る
刑
事
事
件
に
関
し
て
、
そ
の
者
が
起
訴
（
当

該
起
訴
に
係
る
犯
罪
に
つ
い
て
禁
錮 

 

以
上
の

刑
が
定
め
ら
れ
て
い
る
も
の
に
限
り
、
刑
事
訴

訟
法
（
昭
和
二
十
三
年
法
律
第
百
三
十
一
号
）

第
六
編
に
規
定
す
る
略
式
手
続
に
よ
る
も
の
を

除
く
。
第
三
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
を
さ
れ
、

そ
の
判
決
が
確
定
し
て
い
な
い
場
合 

一 

離
職
し
た
日
か
ら
当
該
支
給
日
の
前
日
ま
で

の
間
に
、
そ
の
者
の
在
職
期
間
中
の
行
為
に
係

る
刑
事
事
件
に
関
し
て
、
そ
の
者
が
起
訴
（
当

該
起
訴
に
係
る
犯
罪
に
つ
い
て
拘
禁
刑
以
上
の

刑
が
定
め
ら
れ
て
い
る
も
の
に
限
り
、
刑
事
訴

訟
法
（
昭
和
二
十
三
年
法
律
第
百
三
十
一
号
）

第
六
編
に
規
定
す
る
略
式
手
続
に
よ
る
も
の
を

除
く
。
第
三
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
を
さ
れ
、

そ
の
判
決
が
確
定
し
て
い
な
い
場
合 

３ 

３ 

一 

一
時
差
止
処
分
を
受
け
た
者
が
当
該
一
時
差

止
処
分
の
理
由
と
な
つ
た
行
為
に
係
る
刑
事
事

件
に
関
し
禁
錮 

 

以
上
の
刑
に
処
せ
ら
れ
な
か

つ
た
場
合 

一 

一
時
差
止
処
分
を
受
け
た
者
が
当
該
一
時
差

止
処
分
の
理
由
と
な
つ
た
行
為
に
係
る
刑
事
事

件
に
関
し
拘
禁
刑
以
上
の
刑
に
処
せ
ら
れ
な
か

つ
た
場
合 

（
特
定
の
職
員
に
つ
い
て
の
適
用
除
外
） 

（
特
定
の
職
員
に
つ
い
て
の
適
用
除
外
） 

第
十
九
条
の
九 

第
十
九
条
の
九 

２ 

第
五
条
及
び
第
九
条
か
ら
第
十
条
の
二
ま
で
の

規
定
は
、
定
年
前
再
任
用
短
時
間
勤
務
職
員
に
は

適
用
し
な
い
。 

２ 

第
五
条
及
び
第
九
条 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

の

規
定
は
、
定
年
前
再
任
用
短
時
間
勤
務
職
員
に
は

適
用
し
な
い
。 

附 

則 

附 

則 

（
特
例
措
置
等
） 

（
特
例
措
置
等
） 

４ 

職
員
の
勤
勉
手
当
に
つ
い
て
は
、
第
十
九
条
の

四
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
当
分
の
間
、
法
第
二

十
四
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
特
に
必
要
な
場
合

４ 

職
員
の
勤
勉
手
当
に
つ
い
て
は
、
第
十
九
条
の

六
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
当
分
の
間
、
法
第
二

十
四
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
特
に
必
要
な
場
合
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は
、
市
規
則
で
加
算
額
等
を
別
に
定
め
る
こ
と
が

で
き
る
。 

は
、
市
規
則
で
加
算
額
等
を
別
に
定
め
る
こ
と
が

で
き
る
。 
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令和 7 年 3 月議会 総務財政委員会（資料） 

総務部 職員課 

議 案 

第２５号 

宇部市職員の給与に関する条例中一部改正の件 

 

 

要 旨 

 

一般職の国家公務員の給与改定等を踏まえて、扶養手当の支給に

ついて配偶者に係る手当の廃止及び子に係る手当の増額をするとと

もに、その他所要の整備を行うもの。 

 

概 要 

１ 扶養手当の改正 

配偶者に係る手当を段階的に廃止し、子に係る手当を段階的に

増額する。 

 現行 令和７年度 令和８年度 

配偶者 ６，５００円  ３，０００円      ０円 

子 １０，０００円 １１，５００円 １３，０００円 

   

２ 住居手当の改正 

正規職員に支給している住居手当について、再任用職員にも支

給する。 

 

３ その他 

刑法の一部改正に伴い、対象字句を改めるもの（禁錮→拘禁

刑）等。 

 

 

 

 

 

 

 

 

施行日 

 

令和７年４月１日 

ただし、刑法改正に伴うものは令和７年６月１日 

 



議
案
第
二
十
六
号 

 
宇
部
市
職
員
等
の
旅
費
に
関
す
る
条
例
中
一
部
改
正
の
件 

 

宇
部
市
職
員
等
の
旅
費
に
関
す
る
条
例
（
昭
和
四
十
四
年
条
例
第
十
一
号
）
の
一
部
を
次
の
よ

う
に
改
め
る
。 

令
和
七
年
二
月
十
九
日
提
出 

 

宇
部
市
長 

 

篠 

﨑 

圭 

二 
 

 
 

 

  

第
二
条
第
一
項
第
四
号
中
「
在
勤
庁
」
の
下
に
「
（
常
時
勤
務
す
る
在
勤
庁
の
な
い
場
合
又
は

旅
行
命
令
権
者
が
認
め
る
場
合
に
は
、
そ
の
住
所
、
居
所
そ
の
他
旅
行
命
令
権
者
が
認
め
る
場
所
）
」

を
加
え
、
同
項
中
第
五
号
を
第
七
号
と
し
、
第
四
号
の
次
に
次
の
二
号
を
加
え
る
。 

五 

赴
任 

転
任
を
命
ぜ
ら
れ
た
職
員
が
そ
の
転
任
の
た
め
旧
在
勤
庁
か
ら
新
在
勤
庁
に
旅
行

す
る
こ
と
を
い
う
。 

六 

家
族 

職
員
の
配
偶
者
（
届
出
を
し
な
い
が
事
実
上
婚
姻
関
係
と
同
様
の
事
情
に
あ
る
者

を
含
む
。
以
下
同
じ
。
）
、
子
、
父
母
、
孫
、
祖
父
母
及
び
兄
弟
姉
妹
で
職
員
と
生
計
を
一

に
す
る
も
の
を
い
う
。 

第
三
条
第
五
項
中
「
そ
の
出
発
前
に
」
を
削
り
、
「
取
り
消
さ
れ
」
を
「
変
更
（
取
消
し
を
含

む
。
以
下
同
じ
。
）
さ
れ
」
に
改
め
、
同
項
た
だ
し
書
中
「
車
賃
」
の
下
に
「
、
そ
の
他
の
交
通

費
」
を
加
え
、
「
宿
泊
料
」
を
「
宿
泊
費
」
に
改
め
、
同
項
第
一
号
中
「
又
は
車
賃
」
を
「
、
車

賃
又
は
そ
の
他
の
交
通
費
」
に
改
め
、
同
条
第
六
項
中
「
交
通
機
関
の
事
故
又
は
」
を
削
る
。 

第
四
条
第
三
項
中
「(

取
消
し
を
含
む
。
以
下
同
じ
。)

」
を
削
り
、
同
条
第
四
項
中
「
こ
れ
を

当
該
旅
行
者
」
を
「
又
は
記
録
し
、
こ
れ
を
当
該
旅
行
者
」
に
、
「
提
示
し
て
」
を
「
通
知
し
て
」

に
改
め
、
同
項
た
だ
し
書
中
「
こ
れ
を
提
示
す
る
」
を
「
又
は
記
録
し
、
こ
れ
を
通
知
す
る
」
に
、

「
口
頭
に
よ
り
旅
行
命
令
等
を
発
し
、
又
は
こ
れ
を
変
更
す
る
こ
と
が
で
き
る
」
を
「
こ
の
限
り

で
な
い
」
に
改
め
、
同
条
第
五
項
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。 

５ 

旅
行
命
令
権
者
は
、
前
項
た
だ
し
書
の
規
定
に
よ
り
旅
行
命
令
書
等
に
記
載
し
、
又
は
記
録

し
な
か
つ
た
場
合
は
、
で
き
る
だ
け
速
や
か
に
旅
行
命
令
書
等
に
記
載
し
、
又
は
記
録
し
、
こ

れ
を
通
知
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

第
四
条
中
第
六
項
を
第
七
項
と
し
、
第
五
項
の
次
に
次
の
一
項
を
加
え
る
。 

６ 

前
二
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
旅
行
命
令
権
者
は
、
旅
行
命
令
等
に
係
る
旅
行
が
旅
費
の

支
出
を
伴
わ
な
い
も
の
で
あ
る
と
き
は
、
旅
行
命
令
書
等
の
記
載
又
は
記
録
を
省
略
す
る
こ
と

が
で
き
る
。 
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第
六
条
第
一
項
中
「
、
旅
行
雑
費
、
宿
泊
料
及
び
食
卓
料
」
を
「
、
そ
の
他
の
交
通
費
、
宿
泊

費
、
宿
泊
手
当
、
転
居
費
、
着
後
滞
在
費
及
び
家
族
移
転
費
」
に
改
め
、
同
条
第
五
項
中
「
又
は

実
費
額
」
を
削
り
、
同
条
第
六
項
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。 

６ 

そ
の
他
の
交
通
費
は
、
第
十
九
条
各
号
に
規
定
す
る
陸
路
旅
行
に
つ
い
て
、
実
費
額
に
よ
り

支
給
す
る
。 

第
六
条
第
七
項
中
「
宿
泊
料
」
を
「
宿
泊
費
」
に
、
「
定
額
」
を
「
基
準
額
を
超
え
な
い
範
囲

内
の
実
費
額
」
に
改
め
、
同
条
第
八
項
及
び
第
九
項
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。 

８ 

宿
泊
手
当
は
、
宿
泊
を
伴
う
旅
行
に
必
要
な
諸
雑
費
に
つ
い
て
、
定
額
に
よ
り
支
給
す
る
。 

９ 

転
居
費
は
、
赴
任
に
伴
う
転
居
に
要
す
る
費
用
に
つ
い
て
、
実
費
額
に
よ
り
支
給
す
る
。 

第
六
条
に
次
の
二
項
を
加
え
る
。 

１ ０ 

着
後
滞
在
費
は
、
赴
任
に
伴
う
転
居
に
必
要
な
滞
在
に
係
る
費
用
に
つ
い
て
支
給
す
る
。 

１ １ 

家
族
移
転
費
は
、
赴
任
に
伴
う
家
族
の
移
転
に
要
す
る
費
用
に
つ
い
て
支
給
す
る
。 

第
八
条
か
ら
第
十
二
条
ま
で
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。 

第
八
条
か
ら
第
十
二
条
ま
で 

削
除 

第
十
三
条
第
一
項
中
「
請
求
書
」
の
下
に
「
（
当
該
請
求
書
に
記
載
す
べ
き
事
項
を
記
録
し
た

電
磁
的
記
録
（
電
子
的
方
式
、
磁
気
的
方
式
そ
の
他
人
の
知
覚
に
よ
つ
て
は
認
識
す
る
こ
と
が
で

き
な
い
方
式
で
作
ら
れ
る
記
録
で
あ
つ
て
、
電
子
計
算
機
に
よ
る
情
報
処
理
の
用
に
供
さ
れ
る
も

の
を
い
う
。
第
四
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
を
含
む
。
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
同
じ
。
）
」
を
加
え
、

同
条
第
四
項
中
「
前
二
項
」
を
「
第
二
項
及
び
第
三
項
」
に
改
め
、
同
項
を
同
条
第
五
項
と
し
、

同
条
第
三
項
の
次
に
次
の
一
項
を
加
え
る
。 

４ 

第
一
項
の
請
求
書
又
は
資
料
が
電
磁
的
記
録
で
作
成
さ
れ
て
い
る
と
き
は
、
電
磁
的
方
法
（
電

子
情
報
処
理
組
織
を
使
用
す
る
方
法
そ
の
他
の
情
報
通
信
の
技
術
を
利
用
す
る
方
法
で
あ
つ
て

市
規
則
で
定
め
る
も
の
を
い
う
。
次
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
を
も
つ
て
提
出
す
る
こ
と
が
で
き

る
。 

第
十
五
条
か
ら
第
十
七
条
ま
で
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。 

(

鉄
道
賃)

 

第
十
五
条 

鉄
道
賃
は
、
鉄
道
（
鉄
道
事
業
法
（
昭
和
六
十
一
年
法
律
第
九
十
二
号
）
第
二
条
第

一
項
に
規
定
す
る
鉄
道
事
業
の
用
に
供
す
る
鉄
道
及
び
軌
道
法
（
大
正
十
年
法
律
第
七
十
六
号
）

第
一
条
第
一
項
に
規
定
す
る
軌
道
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
を
利
用
す
る
移
動
に
要
す
る
費
用

と
し
、
そ
の
額
は
、
次
に
掲
げ
る
費
用
（
第
二
号
か
ら
第
六
号
ま
で
に
掲
げ
る
費
用
は
、
第
一

号
に
掲
げ
る
運
賃
に
加
え
て
別
に
支
払
う
も
の
で
あ
つ
て
、
公
務
の
た
め
特
に
必
要
と
す
る
も

の
に
限
る
。
）
の
額
の
合
計
額
と
す
る
。 

一 

運
賃 

二 

急
行
料
金 

三 

特
別
車
両
料
金
（
市
長
、
副
市
長
、
教
育
長
又
は
常
勤
の
監
査
委
員
に
限
る
。
） 
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四 

寝
台
料
金 

五 
座
席
指
定
料
金 

六 
前
各
号
に
掲
げ
る
費
用
に
付
随
す
る
費
用 

２ 

前
項
第
一
号
に
掲
げ
る
運
賃
の
額
の
上
限
は
、
運
賃
の
等
級
が
区
分
さ
れ
た
鉄
道
に
よ
り
移

動
す
る
と
き
は
最
下
級
（
市
長
、
副
市
長
、
教
育
長
又
は
常
勤
の
監
査
委
員
が
移
動
す
る
と
き

は
、
最
下
級
の
直
近
上
位
の
級
）
の
運
賃
の
額
と
す
る
。 

（
船
賃
） 

第
十
六
条 

船
賃
は
、
船
舶
（
海
上
運
送
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
八
十
七
号
）
第
二
条
第

二
項
に
規
定
す
る
船
舶
運
航
事
業
の
用
に
供
す
る
船
舶
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
を
利
用
す
る

移
動
に
要
す
る
費
用
と
し
、
そ
の
額
は
、
次
に
掲
げ
る
費
用
（
第
二
号
か
ら
第
五
号
ま
で
に
掲

げ
る
費
用
は
、
第
一
号
に
掲
げ
る
運
賃
に
加
え
て
別
に
支
払
う
も
の
で
あ
つ
て
、
公
務
の
た
め

特
に
必
要
と
す
る
も
の
に
限
る
。
）
の
額
の
合
計
額
と
す
る
。 

一 

運
賃 

二 

寝
台
料
金 

三 

特
別
船
室
料
金
（
市
長
、
副
市
長
、
教
育
長
又
は
常
勤
の
監
査
委
員
に
限
る
。
） 

四 

座
席
指
定
料
金 

五 

前
各
号
に
掲
げ
る
費
用
に
付
随
す
る
費
用 

２ 

前
項
第
一
号
に
掲
げ
る
運
賃
の
額
の
上
限
は
、
運
賃
の
等
級
が
区
分
さ
れ
た
船
舶
に
よ
り
移

動
す
る
と
き
は
最
下
級
（
市
長
、
副
市
長
、
教
育
長
又
は
常
勤
の
監
査
委
員
が
移
動
す
る
と
き

は
、
最
下
級
の
直
近
上
位
の
級
）
の
運
賃
の
額
と
す
る
。 

（
航
空
賃
） 

第
十
七
条 

航
空
賃
は
、
航
空
機
（
航
空
法
（
昭
和
二
十
七
年
法
律
第
二
百
三
十
一
号
）
第
二
条

第
十
八
項
に
規
定
す
る
航
空
運
送
事
業
の
用
に
供
す
る
航
空
機
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
を
利

用
す
る
移
動
に
要
す
る
費
用
と
し
、
そ
の
額
は
、
次
に
掲
げ
る
費
用
（
第
二
号
及
び
第
三
号
に

掲
げ
る
費
用
は
、
第
一
号
に
掲
げ
る
運
賃
に
加
え
て
別
に
支
払
う
も
の
で
あ
つ
て
、
公
務
の
た

め
特
に
必
要
と
す
る
も
の
に
限
る
。
）
の
額
の
合
計
額
と
す
る
。 

一 

運
賃 

二 

座
席
指
定
料
金 

三 

前
二
号
に
掲
げ
る
費
用
に
付
随
す
る
費
用 

２ 

前
項
第
一
号
に
掲
げ
る
運
賃
の
額
の
上
限
は
、
運
賃
の
等
級
が
区
分
さ
れ
た
航
空
機
に
よ
り

移
動
す
る
と
き
は
最
下
級
の
運
賃
の
額
と
す
る
。 

第
十
八
条
第
一
項
中
「
車
賃
の
額
」
を
「
車
賃
は
、
私
有
車
を
利
用
す
る
移
動
に
要
す
る
費
用

と
し
、
そ
の
額
」
に
改
め
る
。 

第
十
九
条
か
ら
第
二
十
四
条
ま
で
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。 

（
そ
の
他
の
交
通
費
） 
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第
十
九
条 

そ
の
他
の
交
通
費
は
、
鉄
道
、
船
舶
、
航
空
機
及
び
私
有
車
以
外
を
利
用
す
る
移
動

に
要
す
る
費
用
と
し
、
そ
の
額
は
、
次
に
掲
げ
る
費
用
（
第
二
号
か
ら
第
四
号
ま
で
に
掲
げ
る

費
用
は
、
公
務
の
た
め
特
に
必
要
と
す
る
も
の
に
限
る
。
）
の
額
の
合
計
額
と
す
る
。 

一 

道
路
運
送
法
（
昭
和
二
十
六
年
法
律
第
百
八
十
三
号
）
第
三
条
第
一
号
イ
に
掲
げ
る
一
般

乗
合
旅
客
自
動
車
運
送
事
業
（
路
線
を
定
め
て
定
期
に
運
行
す
る
自
動
車
に
よ
り
乗
合
旅
客

の
運
送
を
行
う
も
の
に
限
る
。
）
の
用
に
供
す
る
自
動
車
を
利
用
す
る
移
動
に
要
す
る
運
賃 

二 

道
路
運
送
法
第
三
条
第
一
号
ハ
に
掲
げ
る
一
般
乗
用
旅
客
自
動
車
運
送
事
業
の
用
に
供
す

る
自
動
車
そ
の
他
の
旅
客
を
運
送
す
る
交
通
手
段
（
前
号
に
規
定
す
る
自
動
車
を
除
く
。
）

を
利
用
す
る
移
動
に
要
す
る
運
賃 

三 

前
二
号
に
掲
げ
る
運
賃
以
外
の
費
用
で
あ
つ
て
、
道
路
運
送
法
第
八
十
条
第
一
項
の
許
可

を
受
け
て
業
と
し
て
有
償
で
貸
し
渡
す
自
家
用
自
動
車
の
賃
料
そ
の
他
の
移
動
に
直
接
要

す
る
費
用 

四 

前
三
号
に
掲
げ
る
費
用
に
付
随
す
る
費
用 

（
宿
泊
費
） 

第
二
十
条 

宿
泊
費
は
、
旅
行
中
の
宿
泊
に
要
す
る
費
用
と
し
、
そ
の
額
は
、
地
域
の
実
情
及
び

旅
行
者
の
職
務
を
勘
案
し
て
別
表
第
一
に
定
め
る
基
準
額
を
超
え
な
い
範
囲
内
の
実
費
額
と
す

る
。
た
だ
し
、
当
該
宿
泊
に
係
る
特
別
な
事
情
が
あ
る
場
合
と
し
て
市
規
則
で
定
め
る
場
合
は
、

当
該
宿
泊
に
要
す
る
費
用
の
額
と
す
る
。 

（
宿
泊
手
当
） 

第
二
十
一
条 

宿
泊
手
当
は
、
宿
泊
を
伴
う
旅
行
に
必
要
な
諸
雑
費
に
充
て
る
た
め
の
費
用
と
し
、

そ
の
額
は
、
通
常
要
す
る
費
用
の
額
を
勘
案
し
て
別
表
第
二
に
定
め
る
一
夜
当
た
り
の
定
額
と

す
る
。 

（
転
居
費
） 

第
二
十
二
条 

転
居
費
は
、
赴
任
に
伴
う
転
居
に
要
す
る
費
用
（
第
二
十
四
条
第
一
項
第
一
号
又

は
第
二
号
に
規
定
す
る
場
合
の
家
族
の
転
居
に
要
す
る
費
用
を
含
む
。
）
と
し
、
そ
の
額
は
、

実
費
額
と
す
る
。 

（
着
後
滞
在
費
） 

第
二
十
三
条 

着
後
滞
在
費
は
、
赴
任
に
伴
う
転
居
に
必
要
な
滞
在
に
係
る
費
用
と
し
、
そ
の
額

は
、
五
夜
分
を
限
度
と
し
て
、
現
に
宿
泊
し
た
夜
数
に
係
る
宿
泊
費
及
び
宿
泊
手
当
の
合
計
額

に
相
当
す
る
額
と
す
る
。 

（
家
族
移
転
費
） 

第
二
十
四
条 

家
族
移
転
費
は
、
赴
任
に
伴
う
家
族
の
移
転
に
要
す
る
費
用
と
し
、
そ
の
額
は
、

次
に
掲
げ
る
額
と
す
る
。 

一 

赴
任
の
際
家
族
（
赴
任
を
命
ぜ
ら
れ
た
日
に
お
い
て
同
居
し
て
い
る
者
に
限
る
。
以
下
こ

の
号
及
び
次
号
に
お
い
て
同
じ
。
）
を
職
員
の
新
居
住
地
に
移
転
す
る
場
合
に
は
、
家
族
一
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人
ご
と
に
、
職
員
が
そ
の
移
転
を
す
る
も
の
と
し
て
算
定
し
た
交
通
費
、
宿
泊
費
、
宿
泊
手

当
及
び
着
後
滞
在
費
の
合
計
額
に
相
当
す
る
額 

二 
前
号
に
規
定
す
る
場
合
に
該
当
せ
ず
、
か
つ
、
赴
任
を
命
ぜ
ら
れ
た
日
の
翌
日
か
ら
一
年

以
内
に
家
族
を
職
員
の
居
住
地
（
赴
任
後
家
族
を
移
転
す
る
ま
で
の
間
に
更
に
赴
任
が
あ
つ

た
場
合
に
は
、
当
該
赴
任
後
に
お
け
る
職
員
の
新
居
住
地
）
に
移
転
す
る
場
合
に
は
、
同
号

の
規
定
に
準
じ
て
算
定
し
た
額 

２ 

旅
行
命
令
権
者
は
、
公
務
上
の
必
要
又
は
天
災
そ
の
他
や
む
を
得
な
い
事
情
が
あ
る
場
合
に

は
、
前
項
第
二
号
に
規
定
す
る
期
間
を
延
長
す
る
こ
と
が
で
き
る
。 

第
二
十
八
条
の
見
出
し
中
「
調
査
」
を
「
調
整
」
に
改
め
る
。 

附
則
中
第
二
項
を
削
り
、
第
三
項
を
第
二
項
と
し
、
第
四
項
を
第
三
項
と
す
る
。 

別
表
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。 

別
表
第
一(

第
二
十
条
関
係)

 

区
分 

宿
泊
費
基
準
額
（
一
夜
に
つ
き
） 

一 

市
長
、
副
市
長
、
教
育
長

又
は
常
勤
の
監
査
委
員 

二 

そ
の
他
の
職
員 

北
海
道 

一
八
、
〇
〇
〇
円 

一
三
、
〇
〇
〇
円 

青
森
県 

一
五
、
〇
〇
〇
円 

一
一
、
〇
〇
〇
円 

岩
手
県 

一
三
、
〇
〇
〇
円 

九
、
〇
〇
〇
円 

宮
城
県 

一
四
、
〇
〇
〇
円 
一
〇
、
〇
〇
〇
円 

秋
田
県 

一
五
、
〇
〇
〇
円 

一
一
、
〇
〇
〇
円 

山
形
県 

一
四
、
〇
〇
〇
円 

一
〇
、
〇
〇
〇
円 

福
島
県 

一
一
、
〇
〇
〇
円 

八
、
〇
〇
〇
円 

茨
城
県 

一
五
、
〇
〇
〇
円 

一
一
、
〇
〇
〇
円 

栃
木
県 

一
四
、
〇
〇
〇
円 

一
〇
、
〇
〇
〇
円 

群
馬
県 

一
四
、
〇
〇
〇
円 

一
〇
、
〇
〇
〇
円 

埼
玉
県 

二
七
、
〇
〇
〇
円 

一
九
、
〇
〇
〇
円 

千
葉
県 

二
四
、
〇
〇
〇
円 

一
七
、
〇
〇
〇
円 

東
京
都 

二
七
、
〇
〇
〇
円 

一
九
、
〇
〇
〇
円 

神
奈
川
県 

二
二
、
〇
〇
〇
円 

一
六
、
〇
〇
〇
円 

新
潟
県 

二
二
、
〇
〇
〇
円 

一
六
、
〇
〇
〇
円 

富
山
県 

一
五
、
〇
〇
〇
円 

一
一
、
〇
〇
〇
円 

石
川
県 

一
三
、
〇
〇
〇
円 

九
、
〇
〇
〇
円 

福
井
県 

一
四
、
〇
〇
〇
円 

一
〇
、
〇
〇
〇
円 
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山
梨
県 

一
七
、
〇
〇
〇
円 

一
二
、
〇
〇
〇
円 

長
野
県 

一
五
、
〇
〇
〇
円 

一
一
、
〇
〇
〇
円 

岐
阜
県 

一
八
、
〇
〇
〇
円 

一
三
、
〇
〇
〇
円 

静
岡
県 

一
三
、
〇
〇
〇
円 

九
、
〇
〇
〇
円 

愛
知
県 

一
五
、
〇
〇
〇
円 

一
一
、
〇
〇
〇
円 

三
重
県 

一
三
、
〇
〇
〇
円 

九
、
〇
〇
〇
円 

滋
賀
県 

一
五
、
〇
〇
〇
円 

一
一
、
〇
〇
〇
円 

京
都
府 

二
七
、
〇
〇
〇
円 

一
九
、
〇
〇
〇
円 

大
阪
府 

一
八
、
〇
〇
〇
円 

一
三
、
〇
〇
〇
円 

兵
庫
県 

一
七
、
〇
〇
〇
円 

一
二
、
〇
〇
〇
円 

奈
良
県 
一
五
、
〇
〇
〇
円 

一
一
、
〇
〇
〇
円 

和
歌
山
県 

一
五
、
〇
〇
〇
円 

一
一
、
〇
〇
〇
円 

鳥
取
県 

一
一
、
〇
〇
〇
円 

八
、
〇
〇
〇
円 

島
根
県 

一
三
、
〇
〇
〇
円 

九
、
〇
〇
〇
円 

岡
山
県 

一
四
、
〇
〇
〇
円 

一
〇
、
〇
〇
〇
円 

広
島
県 

一
八
、
〇
〇
〇
円 

一
三
、
〇
〇
〇
円 

山
口
県 

一
一
、
〇
〇
〇
円 

八
、
〇
〇
〇
円 

徳
島
県 

一
四
、
〇
〇
〇
円 
一
〇
、
〇
〇
〇
円 

香
川
県 

二
一
、
〇
〇
〇
円 

一
五
、
〇
〇
〇
円 

愛
媛
県 

一
四
、
〇
〇
〇
円 

一
〇
、
〇
〇
〇
円 

高
知
県 

一
五
、
〇
〇
〇
円 

一
一
、
〇
〇
〇
円 

福
岡
県 

二
五
、
〇
〇
〇
円 

一
八
、
〇
〇
〇
円 

佐
賀
県 

一
五
、
〇
〇
〇
円 

一
一
、
〇
〇
〇
円 

長
崎
県 

一
五
、
〇
〇
〇
円 

一
一
、
〇
〇
〇
円 

熊
本
県 

二
〇
、
〇
〇
〇
円 

一
四
、
〇
〇
〇
円 

大
分
県 

一
五
、
〇
〇
〇
円 

一
一
、
〇
〇
〇
円 

宮
崎
県 

一
七
、
〇
〇
〇
円 

一
二
、
〇
〇
〇
円 

鹿
児
島
県 

一
七
、
〇
〇
〇
円 

一
二
、
〇
〇
〇
円 

沖
縄
県 

一
五
、
〇
〇
〇
円 

一
一
、
〇
〇
〇
円 

別
表
第
二
（
第
二
十
一
条
関
係
） 

区
分 

宿
泊
手
当
（
一
夜
に
つ
き
） 

全
て
の
地 

二
、
四
〇
〇
円 

 
 

 

附 

則 

（
施
行
期
日
） 

3
6



１ 

こ
の
条
例
は
、
令
和
七
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。 

（
経
過
措
置
） 

２ 

改
正
後
の
宇
部
市
職
員
等
の
旅
費
に
関
す
る
条
例
の
規
定
は
、
こ
の
条
例
の
施
行
の
日
（
以

下
「
施
行
日
」
と
い
う
。
）
以
後
に
出
発
す
る
旅
行
及
び
施
行
日
前
に
出
発
し
、
か
つ
、
施
行

日
以
後
に
完
了
す
る
旅
行
の
う
ち
施
行
日
以
後
の
期
間
に
係
る
も
の
に
つ
い
て
適
用
し
、
こ
れ

ら
の
旅
行
の
う
ち
施
行
日
前
に
完
了
す
る
も
の
及
び
施
行
日
前
の
期
間
に
係
る
も
の
に
つ
い
て

は
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。 

（
宇
部
市
議
会
議
員
の
議
員
報
酬
、
費
用
弁
償
及
び
期
末
手
当
の
支
給
に
関
す
る
条
例
の
一
部
改

正
） 

３ 

宇
部
市
議
会
議
員
の
議
員
報
酬
、
費
用
弁
償
及
び
期
末
手
当
の
支
給
に
関
す
る
条
例
（
昭
和

三
十
五
年
条
例
第
二
十
一
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。 

 
 

第
三
条
第
二
項
中
「
別
表
第
一
号
」
を
「
別
表
第
一
第
一
号
」
に
改
め
る
。 

（
宇
部
市
公
聴
会
等
参
加
者
の
実
費
弁
償
条
例
の
一
部
改
正
） 

４ 

宇
部
市
公
聴
会
等
参
加
者
の
実
費
弁
償
条
例
（
昭
和
二
十
九
年
条
例
第
五
十
六
号
）
の
一
部

を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。 

 
 

第
二
条
中
「
別
表
第
二
号
」
を
「
別
表
第
一
第
二
号
」
に
改
め
、
同
条
後
段
を
削
る
。 

（
宇
部
市
非
常
勤
職
員
の
報
酬
及
び
費
用
弁
償
条
例
の
一
部
改
正
） 

５ 

宇
部
市
非
常
勤
職
員
の
報
酬
及
び
費
用
弁
償
条
例
（
昭
和
二
十
二
年
条
例
第
二
十
四
号
）
の

一
部
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。 

 
 

別
表
中
「
別
表
第
一
号
」
を
「
別
表
第
一
第
一
号
」
に
、
「
別
表
第
二
号
」
を
「
別
表
第
一

第
二
号
」
に
改
め
る
。 

「
説
明
」 

 

国
家
公
務
員
等
の
旅
費
に
関
す
る
法
律
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
百
十
四
号
）
等
の
一
部
改
正

の
趣
旨
を
踏
ま
え
、
職
員
等
に
支
給
す
る
旅
費
に
関
す
る
規
定
を
見
直
す
も
の
で
あ
る
。 

こ
れ
が
、
こ
の
条
例
案
を
提
出
す
る
理
由
で
あ
る
。 

3
7



 

（
参
考
） 

新 
 

 

旧 
 

 

対 
 

 

照 
 

 

表 

 
 

 

宇
部
市
職
員
等
の
旅
費
に
関
す
る
条
例
（
昭
和
四
十
四
年
条
例
第
十
一
号
） 

旧 

新 

（
用
語
の
意
義
） 

（
用
語
の
意
義
） 

第
二
条 

第
二
条 

四 

出
張 

職
員
が
公
務
の
た
め
一
時
そ
の
在
勤

庁
あ
あ
あ
あ
あ
あ
あ
あ
あ
あ
あ
あ
あ
あ
あ
あ
あ

あ
あ
あ
あ
あ
あ
あ
あ
あ
あ
あ
あ
あ
あ
あ
あ
あ
あ

あ
あ
あ
あ
あ
あ
あ
あ
あ
あ
あ
あ
あ
あ
あ
あ
あ
あ

あ
あ
を
離
れ
て
旅
行
す
る
こ
と
を
い
う
。 

四 

出
張 

職
員
が
公
務
の
た
め
一
時
そ
の
在
勤

庁
（
常
時
勤
務
す
る
在
勤
庁
の
な
い
場
合
又
は

旅
行
命
令
権
者
が
認
め
る
場
合
に
は
、
そ
の
住

所
、
居
所
そ
の
他
旅
行
命
令
権
者
が
認
め
る
場

所
）
を
離
れ
て
旅
行
す
る
こ
と
を
い
う
。 

 

五 

赴
任 

転
任
を
命
ぜ
ら
れ
た
職
員
が
そ
の
転

任
の
た
め
旧
在
勤
庁
か
ら
新
在
勤
庁
に
旅
行
す

る
こ
と
を
い
う
。 

 

六 
家
族 

職
員
の
配
偶
者
（
届
出
を
し
な
い
が

事
実
上
婚
姻
関
係
と
同
様
の
事
情
に
あ
る
者
を

含
む
。
以
下
同
じ
。
）
、
子
、
父
母
、
孫
、
祖

父
母
及
び
兄
弟
姉
妹
で
職
員
と
生
計
を
一
に
す

る
も
の
を
い
う
。 

五 

七 

（
旅
費
の
支
給
） 

（
旅
費
の
支
給
） 

第
三
条 

第
三
条 

５ 

第
一
項
、
第
二
項
及
び
前
項
の
規
定
に
よ
り
旅

費
の
支
給
を
受
け
る
こ
と
が
で
き
る
者
が
、
そ
の

出
発
前
に
次
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
る
旅
行
命
令

等
を
取
り
消
さ
れ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

、
又
は
死
亡
し
た
場
合
に
お
い
て
、
当
該
旅
行

の
た
め
既
に
支
出
し
た
金
額
が
あ
る
と
き
は
、
当

該
金
額
の
う
ち
、
そ
の
者
の
損
失
と
な
つ
た
金
額

に
つ
き
、
次
に
定
め
る
も
の
を
旅
費
と
し
て
支
給

す
る
こ
と
が
で
き
る
。
た
だ
し
、
そ
の
額
は
、
そ

の
支
給
を
受
け
る
者
が
、
当
該
旅
行
に
つ
い
て
こ

の
条
例
に
よ
り
支
給
を
受
け
る
こ
と
が
で
き
た
鉄

道
賃
、
船
賃
、
航
空
賃
、
車
賃 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

又
は
宿
泊
料
の
額
を
そ
れ
ぞ
れ
超
え
る
こ
と
が

で
き
な
い
。 

５ 

第
一
項
、
第
二
項
及
び
前
項
の
規
定
に
よ
り
旅

費
の
支
給
を
受
け
る
こ
と
が
で
き
る
者
が
、  

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

次
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
る
旅
行
命
令

等
を
変
更
（
取
消
し
を
含
む
。
以
下
同
じ
。
）
さ

れ
、
又
は
死
亡
し
た
場
合
に
お
い
て
、
当
該
旅
行

の
た
め
既
に
支
出
し
た
金
額
が
あ
る
と
き
は
、
当

該
金
額
の
う
ち
、
そ
の
者
の
損
失
と
な
つ
た
金
額

に
つ
き
、
次
に
定
め
る
も
の
を
旅
費
と
し
て
支
給

す
る
こ
と
が
で
き
る
。
た
だ
し
、
そ
の
額
は
、
そ

の
支
給
を
受
け
る
者
が
、
当
該
旅
行
に
つ
い
て
こ

の
条
例
に
よ
り
支
給
を
受
け
る
こ
と
が
で
き
た
鉄

道
賃
、
船
賃
、
航
空
賃
、
車
賃
、
そ
の
他
の
交
通

費
又
は
宿
泊
費
の
額
を
そ
れ
ぞ
れ
超
え
る
こ
と
が

で
き
な
い
。 

一 

鉄
道
賃
、
船
賃
、
航
空
賃
又
は
車
賃 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

と
し
て
支
払
つ
た
金
額
の
う
ち
、

一 

鉄
道
賃
、
船
賃
、
航
空
賃
、
車
賃
又
は
そ
の

他
の
交
通
費
と
し
て
支
払
つ
た
金
額
の
う
ち
、
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所
要
の
払
い
も
ど
し
の
手
続
を
と
つ
た
に
も
か

か
わ
ら
ず
、
払
い
も
ど
し
を
受
け
る
こ
と
が
で

き
な
か
つ
た
額 

所
要
の
払
い
も
ど
し
の
手
続
を
と
つ
た
に
も
か

か
わ
ら
ず
、
払
い
も
ど
し
を
受
け
る
こ
と
が
で

き
な
か
つ
た
額 

６ 

第
一
項
、
第
二
項
、
第
四
項
及
び
前
項
の
規
定

に
よ
り
旅
費
の
支
給
を
受
け
る
こ
と
が
で
き
る
者

が
、
旅
行
中
交
通
機
関
の
事
故
又
は
天
災
そ
の
他

任
命
権
者
が
定
め
る
事
情
に
よ
り
概
算
払
を
受
け

た
旅
費
額
（
概
算
払
を
受
け
な
か
つ
た
場
合
に
は
、

概
算
払
を
受
け
る
こ
と
が
で
き
た
旅
費
額
に
相
当

す
る
額
）
の
全
部
又
は
一
部
を
喪
失
し
た
場
合
に

は
、
そ
の
喪
失
し
た
旅
費
額
の
範
囲
内
で
次
に
定

め
る
金
額
を
旅
費
と
し
て
支
給
す
る
こ
と
が
で
き

る
。 

６ 

第
一
項
、
第
二
項
、
第
四
項
及
び
前
項
の
規
定

に
よ
り
旅
費
の
支
給
を
受
け
る
こ
と
が
で
き
る
者

が
、
旅
行
中 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

天
災
そ
の
他

任
命
権
者
が
定
め
る
事
情
に
よ
り
概
算
払
を
受
け

た
旅
費
額
（
概
算
払
を
受
け
な
か
つ
た
場
合
に
は
、

概
算
払
を
受
け
る
こ
と
が
で
き
た
旅
費
額
に
相
当

す
る
額
）
の
全
部
又
は
一
部
を
喪
失
し
た
場
合
に

は
、
そ
の
喪
失
し
た
旅
費
額
の
範
囲
内
で
次
に
定

め
る
金
額
を
旅
費
と
し
て
支
給
す
る
こ
と
が
で
き

る
。 

（
旅
行
命
令
等
） 
（
旅
行
命
令
等
） 

第
四
条 

第
四
条 

３ 

旅
行
命
令
権
者
は
、
既
に
発
し
た
旅
行
命
令
等

を
変
更
（
取
消
し
を
含
む
。
以
下
同
じ
。
）
す
る

必
要
が
あ
る
と
認
め
る
場
合
で
、
前
項
の
規
定
に

該
当
す
る
場
合
に
は
、
自
ら
又
は
次
条
第
一
項
若

し
く
は
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
旅
行
者
の
申
請
に

基
づ
き
、
こ
れ
を
変
更
す
る
こ
と
が
で
き
る
。 

３ 

旅
行
命
令
権
者
は
、
既
に
発
し
た
旅
行
命
令
等

を
変
更 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

す
る

必
要
が
あ
る
と
認
め
る
場
合
で
、
前
項
の
規
定
に

該
当
す
る
場
合
に
は
、
自
ら
又
は
次
条
第
一
項
若

し
く
は
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
旅
行
者
の
申
請
に

基
づ
き
、
こ
れ
を
変
更
す
る
こ
と
が
で
き
る
。 

４ 

旅
行
命
令
権
者
は
、
旅
行
命
令
等
を
発
し
、
又

は
こ
れ
を
変
更
す
る
に
は
、
旅
行
命
令
書
又
は
旅

行
依
頼
書
（
以
下
「
旅
行
命
令
書
等
」
と
い
う
。
）

に
当
該
旅
行
に
関
す
る
事
項
を
記
載
し
、
こ
れ
を

当
該
旅
行
者 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

に
提
示
し
て
し
な
け

れ
ば
な
ら
な
い
。
た
だ
し
、
旅
行
命
令
書
等
に
当

該
旅
行
に
関
す
る
事
項
を
記
載
し
、
こ
れ
を
提
示

す
る 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

い
と
ま
が
な
い
場
合
に
は
、
口

頭
に
よ
り
旅
行
命
令
等
を
発
し
、
又
は
こ
れ
を
変

更
す
る
こ
と
が
で
き
る
。 

４ 

旅
行
命
令
権
者
は
、
旅
行
命
令
等
を
発
し
、
又

は
こ
れ
を
変
更
す
る
に
は
、
旅
行
命
令
書
又
は
旅

行
依
頼
書
（
以
下
「
旅
行
命
令
書
等
」
と
い
う
。
）

に
当
該
旅
行
に
関
す
る
事
項
を
記
載
し
、
又
は
記

録
し
、
こ
れ
を
当
該
旅
行
者
に
通
知
し
て
し
な
け

れ
ば
な
ら
な
い
。
た
だ
し
、
旅
行
命
令
書
等
に
当

該
旅
行
に
関
す
る
事
項
を
記
載
し
、
又
は
記
録
し
、

こ
れ
を
通
知
す
る
い
と
ま
が
な
い
場
合
に
は
、
こ

の
限
り
で
な
い 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

。 

５ 

旅
行
命
令
権
者
は
、
口
頭
に
よ
り
旅
行
命
令
等

を
発
し
、
又
は
こ
れ
を
変
更
し
た
場
合
に
は
、
で

き
る
だ
け
速
や
か
に
旅
行
命
令
書
等
に
当
該
旅
行

に
関
す
る
事
項
を
記
載
し
、
こ
れ
を
当
該
旅
行
者

に
提
示
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

５ 

旅
行
命
令
権
者
は
、
前
項
た
だ
し
書
の
規
定
に

よ
り
旅
行
命
令
書
等
に
記
載
し
、
又
は
記
録
し
な

か
つ
た
場
合
は
、
で
き
る
だ
け
速
や
か
に
旅
行
命

令
書
等
に
記
載
し
、
又
は
記
録
し
、
こ
れ
を
通
知

し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

 

６ 

前
二
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
旅
行
命
令
権

者
は
、
旅
行
命
令
等
に
係
る
旅
行
が
旅
費
の
支
出
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を
伴
わ
な
い
も
の
で
あ
る
と
き
は
、
旅
行
命
令
書

等
の
記
載
又
は
記
録
を
省
略
す
る
こ
と
が
で
き

る
。 

６ 

７ 

（
旅
費
の
種
類
） 

（
旅
費
の
種
類
） 

第
六
条 

旅
費
の
種
類
は
、
鉄
道
賃
、
船
賃
、
航
空

賃
、
車
賃
、
旅
行
雑
費
、
宿
泊
料
及
び
食
卓
料
あ

あ
あ
あ
あ
あ
あ
あ
あ
あ
あ
あ
あ
あ
あ
あ
あ
あ
あ
あ

と
す
る
。 

第
六
条 

旅
費
の
種
類
は
、
鉄
道
賃
、
船
賃
、
航
空

賃
、
車
賃
、
そ
の
他
の
交
通
費
、
宿
泊
費
、
宿
泊

手
当
、
転
居
費
、
着
後
滞
在
費
及
び
家
族
移
転
費

と
す
る
。 

５ 

車
賃
は
、
陸
路
（
鉄
道
を
除
く
。
以
下
同
じ
。
）

旅
行
に
つ
い
て
、
路
程
に
応
じ
一
キ
ロ
メ
ー
ト
ル

当
た
り
の
定
額
又
は
実
費
額
に
よ
り
支
給
す
る
。 

５ 

車
賃
は
、
陸
路
（
鉄
道
を
除
く
。
以
下
同
じ
。
）

旅
行
に
つ
い
て
、
路
程
に
応
じ
一
キ
ロ
メ
ー
ト
ル

当
た
り
の
定
額 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

に
よ
り
支
給
す
る
。 

６ 

旅
行
雑
費
は
、
旅
行
中
の
日
数
に
応
じ
一
日
当

た
り
の
定
額
に
よ
り
支
給
す
る
。 

６ 

そ
の
他
の
交
通
費
は
、
第
十
九
条
各
号
に
規
定

す
る
陸
路
旅
行
に
つ
い
て
、
実
費
額
に
よ
り
支
給

す
る
。 

７ 

宿
泊
料
は
、
旅
行
中
の
夜
数
に
応
じ
一
夜
当
た

り
の
定
額 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

に
よ

り
支
給
す
る
。 

７ 

宿
泊
費
は
、
旅
行
中
の
夜
数
に
応
じ
一
夜
当
た

り
の
基
準
額
を
超
え
な
い
範
囲
内
の
実
費
額
に
よ

り
支
給
す
る
。 

８ 

食
卓
料
は
、
水
路
旅
行
及
び
航
空
旅
行
中
の
夜

数
に
応
じ
一
夜
当
た
り
の
定
額
に
よ
り
支
給
す

る
。 

８ 

宿
泊
手
当
は
、
宿
泊
を
伴
う
旅
行
に
必
要
な
諸

雑
費
に
つ
い
て
、
定
額
に
よ
り
支
給
す
る
。 

９ 

第
二
十
二
条
第
一
項
に
規
定
す
る
旅
行
に
つ
い

て
は
、
第
一
項
に
掲
げ
る
旅
費
に
代
え
、
日
額
旅

費
を
旅
費
と
し
て
支
給
す
る
こ
と
が
で
き
る
。 

９ 

転
居
費
は
、
赴
任
に
伴
う
転
居
に
要
す
る
費
用

に
つ
い
て
、
実
費
額
に
よ
り
支
給
す
る
。 

 

１０ 

着
後
滞
在
費
は
、
赴
任
に
伴
う
転
居
に
必
要
な

滞
在
に
係
る
費
用
に
つ
い
て
支
給
す
る
。 

 

１１ 

家
族
移
転
費
は
、
赴
任
に
伴
う
家
族
の
移
転
に

要
す
る
費
用
に
つ
い
て
支
給
す
る
。 

第
八
条 

旅
費
計
算
上
の
旅
行
日
数
は
、
第
三
項
の

規
定
に
該
当
す
る
場
合
を
除
く
ほ
か
、
旅
行
の
た

め
に
現
に
要
し
た
日
数
に
よ
る
。
た
だ
し
、
公
務

上
の
必
要
又
は
天
災
そ
の
他
や
む
を
得
な
い
事
情

に
よ
り
要
し
た
日
数
を
除
く
ほ
か
、
鉄
道
旅
行
に

あ
つ
て
は
四
百
キ
ロ
メ
ー
ト
ル
、
水
路
旅
行
に
あ

つ
て
は
二
百
キ
ロ
メ
ー
ト
ル
、
陸
路
旅
行
に
あ
つ

て
は
五
十
キ
ロ
メ
ー
ト
ル
に
つ
い
て
一
日
の
割
合

を
も
つ
て
通
算
し
た
日
数
を
超
え
る
こ
と
が
で
き

第
八
条
か
ら
第
十
二
条
ま
で 

削
除 
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な
い
。 

２ 
前
項
た
だ
し
書
の
規
定
に
よ
り
通
算
し
た
日
数

に
一
日
未
満
の
端
数
を
生
じ
た
と
き
は
、
こ
れ
を

一
日
と
す
る
。 

３ 

第
三
条
第
二
項
各
号
の
規
定
に
該
当
す
る
場
合

に
は
、
旅
費
計
算
上
の
旅
行
日
数
は
、
第
一
項
た

だ
し
書
及
び
前
項
の
規
定
に
よ
り
計
算
し
た
日
数

に
な
る
。 

第
九
条 

旅
行
者
が
同
一
地
域
（
第
二
条
第
二
項
に

規
定
す
る
地
域
区
分
に
よ
る
地
域
を
い
う
。
以
下

同
じ
。
）
に
滞
在
す
る
場
合
に
お
け
る
旅
行
雑
費

及
び
宿
泊
料
は
、
そ
の
地
域
に
到
着
し
た
日
の
翌

日
か
ら
起
算
し
て
、
次
に
掲
げ
る
額
に
相
当
す
る

額
を
そ
れ
ぞ
れ
の
定
額
か
ら
減
じ
た
額
に
よ
る
。 

一 

滞
在
日
数
三
十
日
を
超
え
る
場
合
に
は
、
そ

の
超
え
る
日
数
に
つ
い
て
定
額
の
一
割 

二 

滞
在
日
数
六
十
日
を
超
え
る
場
合
に
は
、
そ

の
超
え
る
日
数
に
つ
い
て
定
額
の
二
割 

２ 

同
一
地
域
に
滞
在
中
一
時
他
の
地
に
出
張
し
た

日
数
は
、
前
項
の
滞
在
日
数
か
ら
除
算
す
る
。 

第
十
条 

私
事
の
た
め
に
在
勤
地
又
は
出
張
地
以
外

の
地
に
居
住
又
は
滞
在
す
る
者
が
、
そ
の
居
住
地

又
は
滞
在
地
か
ら
直
ち
に
旅
行
す
る
場
合
に
お
い

て
、
居
住
地
又
は
滞
在
地
か
ら
目
的
地
に
至
る
旅

費
額
が
在
勤
地
又
は
出
張
地
か
ら
目
的
地
に
至
る

旅
費
額
よ
り
多
い
と
き
は
、
当
該
旅
行
に
つ
い
て

は
、
在
勤
地
又
は
出
張
地
か
ら
目
的
地
に
至
る
旅

費
を
支
給
す
る
。 

第
十
一
条 

一
日
の
旅
行
に
お
い
て
、
旅
行
雑
費
又

は
宿
泊
料
に
つ
い
て
定
額
を
異
に
す
る
事
由
が
生

じ
た
場
合
に
は
、
額
の
多
い
方
の
定
額
に
よ
る
旅

行
雑
費
又
は
宿
泊
料
を
支
給
す
る
。 

第
十
二
条 

鉄
道
旅
行
、
水
路
旅
行
、
航
空
旅
行
又

は
陸
路
旅
行
中
に
お
け
る
年
度
の
経
過
、
職
名
の

変
更
等
の
た
め
鉄
道
賃
、
船
賃
、
航
空
賃
又
は
車

賃
を
区
分
し
て
計
算
す
る
必
要
が
あ
る
場
合
に

は
、
最
初
の
目
的
地
に
到
着
す
る
ま
で
の
分
及
び

そ
れ
以
後
の
分
に
区
分
し
て
計
算
す
る
。 
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（
旅
費
の
請
求
手
続
） 

（
旅
費
の
請
求
手
続
） 

第
十
三
条 

旅
費
（
概
算
払
に
係
る
旅
費
を
含
む
。
）

の
支
給
を
受
け
よ
う
と
す
る
旅
行
者
及
び
概
算
払

に
係
る
旅
費
の
支
給
を
受
け
た
旅
行
者
で
そ
の
精

算
を
し
よ
う
と
す
る
も
の
は
、
所
定
の
請
求
書
あ

あ
あ
あ
あ
あ
あ
あ
あ
あ
あ
あ
あ
あ
あ
あ
あ
あ
あ
あ

あ
あ
あ
あ
あ
あ
あ
あ
あ
あ
あ
あ
あ
あ
あ
あ
あ
あ
あ

あ
あ
あ
あ
あ
あ
あ
あ
あ
あ
あ
あ
あ
あ
あ
あ
あ
あ
あ

あ
あ
あ
あ
あ
あ
あ
あ
あ
あ
あ
あ
あ
あ
あ
あ
あ
あ
あ

あ
あ
あ
あ
あ
あ
あ
あ
あ
あ
あ
あ
あ
あ
あ
あ
あ
あ
あ

あ
あ
あ
あ
あ
あ
あ
あ
あ
あ
あ
あ
あ
あ
あ
あ
あ
あ
あ

あ
あ
あ
あ
あ
あ
あ
あ
あ
あ
あ
に
必
要
な
書
類
を
添

え
て
、
こ
れ
を
当
該
旅
費
の
支
出
又
は
支
払
を
す

る
者
（
以
下
「
支
出
命
令
者
等
」
と
い
う
。
）
に

提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

第
十
三
条 

旅
費
（
概
算
払
に
係
る
旅
費
を
含
む
。
）

の
支
給
を
受
け
よ
う
と
す
る
旅
行
者
及
び
概
算
払

に
係
る
旅
費
の
支
給
を
受
け
た
旅
行
者
で
そ
の
精

算
を
し
よ
う
と
す
る
も
の
は
、
所
定
の
請
求
書
（
当

該
請
求
書
に
記
載
す
べ
き
事
項
を
記
録
し
た
電
磁

的
記
録
（
電
子
的
方
式
、
磁
気
的
方
式
そ
の
他
人

の
知
覚
に
よ
つ
て
は
認
識
す
る
こ
と
が
で
き
な
い

方
式
で
作
ら
れ
る
記
録
で
あ
つ
て
、
電
子
計
算
機

に
よ
る
情
報
処
理
の
用
に
供
さ
れ
る
も
の
を
い

う
。
第
四
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
を
含
む
。
以
下

こ
の
条
に
お
い
て
同
じ
。
）
に
必
要
な
書
類
を
添

え
て
、
こ
れ
を
当
該
旅
費
の
支
出
又
は
支
払
を
す

る
者
（
以
下
「
支
出
命
令
者
等
」
と
い
う
。
）
に

提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

 

４ 

第
一
項
の
請
求
書
又
は
資
料
が
電
磁
的
記
録
で

作
成
さ
れ
て
い
る
と
き
は
、
電
磁
的
方
法
（
電
子

情
報
処
理
組
織
を
使
用
す
る
方
法
そ
の
他
の
情
報

通
信
の
技
術
を
利
用
す
る
方
法
で
あ
つ
て
市
規
則

で
定
め
る
も
の
を
い
う
。
次
項
に
お
い
て
同
じ
。
）

を
も
つ
て
提
出
す
る
こ
と
が
で
き
る
。 

４ 

第
一
項
に
規
定
す
る
請
求
書
及
び
必
要
な
添
付

書
類
の
種
類
、
記
載
事
項
及
び
様
式
並
び
に
前
二

項 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

に
規
定
す
る
期
間
に
つ
い
て
は
、

市
規
則
で
定
め
る
。 

５ 

第
一
項
に
規
定
す
る
請
求
書
及
び
必
要
な
添
付

書
類
の
種
類
、
記
載
事
項
及
び
様
式
並
び
に
第
二

項
及
び
第
三
項
に
規
定
す
る
期
間
に
つ
い
て
は
、

市
規
則
で
定
め
る
。 

（
鉄
道
賃
） 

第
十
五
条 

鉄
道
賃
の
額
は
、
次
に
規
定
す
る
旅
客

運
賃
（
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
「
運
賃
」
と
い
う
。
）
、

急
行
料
金
及
び
特
別
車
両
料
金
（
こ
れ
ら
の
も
の

に
対
す
る
通
行
税
を
含
む
。
）
に
よ
る
。 

一 

運
賃
の
等
級
を
二
階
級
に
区
分
す
る
線
路
に

よ
る
旅
行
の
場
合
に
は
、
上
級
の
運
賃 

二 

運
賃
の
等
級
を
設
け
な
い
線
路
に
よ
る
旅
行

の
場
合
に
は
、
そ
の
乗
車
に
要
す
る
運
賃 

三 

急
行
料
金
を
徴
す
る
線
路
に
よ
る
旅
行
の
場

合
に
は
、
前
二
号
に
規
定
す
る
運
賃
の
ほ
か
、

次
に
規
定
す
る
急
行
料
金 

イ 

第
一
号
の
規
定
に
該
当
す
る
線
路
に
よ
る

（
鉄
道
賃
） 

第
十
五
条 

鉄
道
賃
は
、
鉄
道
（
鉄
道
事
業
法
（
昭

和
六
十
一
年
法
律
第
九
十
二
号
）
第
二
条
第
一
項

に
規
定
す
る
鉄
道
事
業
の
用
に
供
す
る
鉄
道
及
び

軌
道
法
（
大
正
十
年
法
律
第
七
十
六
号
）
第
一
条

第
一
項
に
規
定
す
る
軌
道
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）

を
利
用
す
る
移
動
に
要
す
る
費
用
と
し
、
そ
の
額

は
、
次
に
掲
げ
る
費
用
（
第
二
号
か
ら
第
六
号
ま

で
に
掲
げ
る
費
用
は
、
第
一
号
に
掲
げ
る
運
賃
に

加
え
て
別
に
支
払
う
も
の
で
あ
つ
て
、
公
務
の
た

め
特
に
必
要
と
す
る
も
の
に
限
る
。
）
の
額
の
合

計
額
と
す
る
。 

一 

運
賃 
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旅
行
の
場
合
に
は
、
同
号
の
規
定
に
よ
る
運

賃
の
等
級
と
同
一
等
級
の
急
行
料
金 

ロ 
前
号
の
規
定
に
該
当
す
る
線
路
に
よ
る
旅

行
の
場
合
に
は
、
そ
の
乗
車
に
要
す
る
急
行

料
金 

四 

第
二
号
の
規
定
に
該
当
す
る
線
路
で
特
別
車

両
料
金
を
徴
す
る
客
車
を
運
行
す
る
も
の
に
よ

る
旅
行
を
す
る
場
合
（
片
道
百
キ
ロ
メ
ー
ト
ル

未
満
の
旅
行
の
場
合
を
除
く
。
）
に
は
、
同
号

に
規
定
す
る
運
賃
及
び
前
号
に
規
定
す
る
急
行

料
金
の
ほ
か
、
特
別
車
両
料
金 

２ 

前
項
第
三
号
に
規
定
す
る
急
行
料
金
は
、
次
の

各
号
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
場
合
に
限
り
支
給

す
る
。 

一 

特
別
急
行
列
車
を
運
行
す
る
線
路
に
よ
る
旅

行
で
片
道
百
キ
ロ
メ
ー
ト
ル
以
上
の
も
の 

二 

普
通
急
行
列
車
又
は
準
急
行
列
車
を
運
行
す

る
線
路
に
よ
る
旅
行
で
片
道
五
十
キ
ロ
メ
ー
ト

ル
以
上
の
も
の 

二 

急
行
料
金 

三 

特
別
車
両
料
金
（
市
長
、
副
市
長
、
教
育
長

又
は
常
勤
の
監
査
委
員
に
限
る
。
） 

四 

寝
台
料
金 

五 

座
席
指
定
料
金 

六 

前
各
号
に
掲
げ
る
費
用
に
付
随
す
る
費
用 

２ 

前
項
第
一
号
に
掲
げ
る
運
賃
の
額
の
上
限
は
、

運
賃
の
等
級
が
区
分
さ
れ
た
鉄
道
に
よ
り
移
動
す

る
と
き
は
最
下
級
（
市
長
、
副
市
長
、
教
育
長
又

は
常
勤
の
監
査
委
員
が
移
動
す
る
と
き
は
、
最
下

級
の
直
近
上
位
の
級
）
の
運
賃
の
額
と
す
る
。 

（
船
賃
） 

第
十
六
条 

船
賃
の
額
は
、
次
に
規
定
す
る
旅
客
運

賃
（
は
し
け
賃
及
び
さ
ん
橋
賃
を
含
む
。
以
下
こ

の
条
に
お
い
て
「
運
賃
」
と
い
う
。
）
、
寝
台
料

金
及
び
特
別
船
室
料
金
（
こ
れ
ら
の
も
の
に
対
す

る
通
行
税
を
含
む
。
）
に
よ
る
。 

一 

運
賃
の
等
級
を
三
階
級
に
区
分
す
る
船
舶
に

よ
る
旅
行
の
場
合
に
は
、
中
級
の
運
賃 

二 

運
賃
の
等
級
を
二
階
級
に
区
分
す
る
船
舶
に

よ
る
旅
行
の
場
合
に
は
、
上
級
の
運
賃 

三 

運
賃
の
等
級
を
設
け
な
い
船
舶
に
よ
る
旅
行

の
場
合
に
は
、
そ
の
乗
船
に
要
す
る
運
賃 

四 

公
務
上
の
必
要
に
よ
り
別
に
寝
台
料
金
を
必

要
と
し
た
場
合
に
は
、
前
三
号
に
規
定
す
る
運

賃
の
ほ
か
、
現
に
支
払
つ
た
寝
台
料
金 

五 

第
三
号
の
規
定
に
該
当
す
る
船
舶
で
特
別
船

室
料
金
を
徴
す
る
も
の
を
運
行
す
る
航
路
に
よ

る
旅
行
を
す
る
場
合
に
は
、
同
号
に
規
定
す
る

運
賃
及
び
前
号
に
規
定
す
る
寝
台
料
金
の
ほ

（
船
賃
） 

第
十
六
条 

船
賃
は
、
船
舶
（
海
上
運
送
法
（
昭
和

二
十
四
年
法
律
第
百
八
十
七
号
）
第
二
条
第
二
項

に
規
定
す
る
船
舶
運
航
事
業
の
用
に
供
す
る
船
舶

を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
を
利
用
す
る
移
動
に
要

す
る
費
用
と
し
、
そ
の
額
は
、
次
に
掲
げ
る
費
用

（
第
二
号
か
ら
第
五
号
ま
で
に
掲
げ
る
費
用
は
、

第
一
号
に
掲
げ
る
運
賃
に
加
え
て
別
に
支
払
う
も

の
で
あ
つ
て
、
公
務
の
た
め
特
に
必
要
と
す
る
も

の
に
限
る
。
）
の
額
の
合
計
額
と
す
る
。 

一 

運
賃 

二 

寝
台
料
金 

三 

特
別
船
室
料
金
（
市
長
、
副
市
長
、
教
育
長

又
は
常
勤
の
監
査
委
員
に
限
る
。
） 

四 

座
席
指
定
料
金 

五 

前
各
号
に
掲
げ
る
費
用
に
付
随
す
る
費
用 

２ 

前
項
第
一
号
に
掲
げ
る
運
賃
の
額
の
上
限
は
、

運
賃
の
等
級
が
区
分
さ
れ
た
船
舶
に
よ
り
移
動
す

る
と
き
は
最
下
級
（
市
長
、
副
市
長
、
教
育
長
又
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か
、
特
別
船
室
料
金 

２ 
前
項
第
一
号
又
は
第
二
号
の
規
定
に
該
当
す
る

場
合
に
お
い
て
、
同
一
階
級
の
運
賃
を
更
に
二
以

上
の
区
分
す
る
船
舶
に
よ
る
旅
行
の
場
合
に
は
、

当
該
各
号
の
運
賃
は
、
同
一
階
級
内
の
最
上
級
の

運
賃
に
よ
る
。 

は
常
勤
の
監
査
委
員
が
移
動
す
る
と
き
は
、
最
下

級
の
直
近
上
位
の
級
）
の
運
賃
の
額
と
す
る
。 

（
航
空
賃
） 

第
十
七
条 

航
空
賃
の
額
は
、
現
に
支
払
つ
た
旅
客

運
賃
に
よ
る
。 

（
航
空
賃
） 

第
十
七
条 

航
空
賃
は
、
航
空
機
（
航
空
法
（
昭
和

二
十
七
年
法
律
第
二
百
三
十
一
号
）
第
二
条
第
十

八
項
に
規
定
す
る
航
空
運
送
事
業
の
用
に
供
す
る

航
空
機
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
を
利
用
す
る
移

動
に
要
す
る
費
用
と
し
、
そ
の
額
は
、
次
に
掲
げ

る
費
用
（
第
二
号
及
び
第
三
号
に
掲
げ
る
費
用
は
、

第
一
号
に
掲
げ
る
運
賃
に
加
え
て
別
に
支
払
う
も

の
で
あ
つ
て
、
公
務
の
た
め
特
に
必
要
と
す
る
も

の
に
限
る
。
）
の
額
の
合
計
額
と
す
る
。 

一 

運
賃 

二 

座
席
指
定
料
金 

三 

前
二
号
に
掲
げ
る
費
用
に
付
随
す
る
費
用 

２ 

前
項
第
一
号
に
掲
げ
る
運
賃
の
額
の
上
限
は
、

運
賃
の
等
級
が
区
分
さ
れ
た
航
空
機
に
よ
り
移
動

す
る
と
き
は
最
下
級
の
運
賃
の
額
と
す
る
。 

（
車
賃
） 

（
車
賃
） 

第
十
八
条 

車
賃
の
額 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

は
、
一
キ
ロ
メ
ー
ト

ル
に
つ
き
三
十
七
円
と
す
る
。
た
だ
し
、
公
務
上

の
必
要
又
は
天
災
そ
の
他
や
む
を
得
な
い
事
情
に

よ
り
定
額
の
車
賃
で
旅
行
の
実
費
を
支
弁
す
る
こ

と
が
で
き
な
い
場
合
に
は
、
実
費
額
に
よ
る
。 

第
十
八
条 

車
賃
は
、
私
有
車
を
利
用
す
る
移
動
に

要
す
る
費
用
と
し
、
そ
の
額
は
、
一
キ
ロ
メ
ー
ト

ル
に
つ
き
三
十
七
円
と
す
る
。
た
だ
し
、
公
務
上

の
必
要
又
は
天
災
そ
の
他
や
む
を
得
な
い
事
情
に

よ
り
定
額
の
車
賃
で
旅
行
の
実
費
を
支
弁
す
る
こ

と
が
で
き
な
い
場
合
に
は
、
実
費
額
に
よ
る
。 

（
旅
行
雑
費
） 

第
十
九
条 

旅
行
雑
費
の
額
は
、
別
表
の
定
額
に
よ

る
。 

（
そ
の
他
の
交
通
費
） 

第
十
九
条 

そ
の
他
の
交
通
費
は
、
鉄
道
、
船
舶
、

航
空
機
及
び
私
有
車
以
外
を
利
用
す
る
移
動
に
要

す
る
費
用
と
し
、
そ
の
額
は
、
次
に
掲
げ
る
費
用

（
第
二
号
か
ら
第
四
号
ま
で
に
掲
げ
る
費
用
は
、

公
務
の
た
め
特
に
必
要
と
す
る
も
の
に
限
る
。
）

の
額
の
合
計
額
と
す
る
。 

一 

道
路
運
送
法
（
昭
和
二
十
六
年
法
律
第
百
八

十
三
号
）
第
三
条
第
一
号
イ
に
掲
げ
る
一
般
乗
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合
旅
客
自
動
車
運
送
事
業
（
路
線
を
定
め
て
定

期
に
運
行
す
る
自
動
車
に
よ
り
乗
合
旅
客
の
運

送
を
行
う
も
の
に
限
る
。
）
の
用
に
供
す
る
自

動
車
を
利
用
す
る
移
動
に
要
す
る
運
賃 

二 

道
路
運
送
法
第
三
条
第
一
号
ハ
に
掲
げ
る
一

般
乗
用
旅
客
自
動
車
運
送
事
業
の
用
に
供
す
る

自
動
車
そ
の
他
の
旅
客
を
運
送
す
る
交
通
手
段

（
前
号
に
規
定
す
る
自
動
車
を
除
く
。
）
を
利

用
す
る
移
動
に
要
す
る
運
賃 

三 

前
二
号
に
掲
げ
る
運
賃
以
外
の
費
用
で
あ
つ

て
、
道
路
運
送
法
第
八
十
条
第
一
項
の
許
可
を

受
け
て
業
と
し
て
有
償
で
貸
し
渡
す
自
家
用
自

動
車
の
賃
料
そ
の
他
の
移
動
に
直
接
要
す
る
費

用 
四 
前
三
号
に
掲
げ
る
費
用
に
付
随
す
る
費
用 

（
宿
泊
料
） 

第
二
十
条 

宿
泊
料
の
額
は
、
宿
泊
地
の
区
分
に
応

じ
た
別
表
の
定
額
に
よ
る
。 

２ 

宿
泊
料
は
、
水
路
旅
行
及
び
航
空
旅
行
に
つ
い

て
は
、
公
務
上
の
必
要
又
は
天
災
そ
の
他
や
む
を

得
な
い
事
情
に
よ
り
上
陸
又
は
着
陸
し
て
宿
泊
し

た
場
合
に
限
り
、
支
給
す
る
。 

（
宿
泊
費
） 

第
二
十
条 
宿
泊
費
は
、
旅
行
中
の
宿
泊
に
要
す
る

費
用
と
し
、
そ
の
額
は
、
地
域
の
実
情
及
び
旅
行

者
の
職
務
を
勘
案
し
て
別
表
第
一
に
定
め
る
基
準

額
を
超
え
な
い
範
囲
内
の
実
費
額
と
す
る
。
た
だ

し
、
当
該
宿
泊
に
係
る
特
別
な
事
情
が
あ
る
場
合

と
し
て
市
規
則
で
定
め
る
場
合
は
、
当
該
宿
泊
に

要
す
る
費
用
の
額
と
す
る
。 

（
食
卓
料
） 

第
二
十
一
条 

食
卓
料
の
額
は
、
別
表
の
定
額
に
よ

る
。 

２ 

食
卓
料
は
、
船
賃
若
し
く
は
航
空
賃
の
ほ
か
に

別
に
食
費
を
要
す
る
場
合
又
は
船
賃
若
し
く
は
航

空
賃
を
要
し
な
い
が
食
費
を
要
す
る
場
合
に
限

り
、
支
給
す
る
。 

（
宿
泊
手
当
） 

第
二
十
一
条 

宿
泊
手
当
は
、
宿
泊
を
伴
う
旅
行
に

必
要
な
諸
雑
費
に
充
て
る
た
め
の
費
用
と
し
、
そ

の
額
は
、
通
常
要
す
る
費
用
の
額
を
勘
案
し
て
別

表
第
二
に
定
め
る
一
夜
当
た
り
の
定
額
と
す
る
。 

（
日
額
旅
費
） 

第
二
十
二
条 

第
六
条
第
一
項
に
掲
げ
る
旅
費
に
代

え
日
額
旅
費
を
支
給
す
る
旅
行
は
、
次
に
掲
げ
る

旅
行
の
う
ち
当
該
旅
行
の
性
質
上
日
額
旅
費
を
支

給
す
る
こ
と
を
適
当
と
認
め
た
も
の
に
つ
い
て
市

規
則
で
定
め
る
。 

一 

測
量
、
調
査
、
土
木
営
繕
工
事
そ
の
他
こ
れ

ら
に
類
す
る
目
的
の
た
め
の
旅
行 

（
転
居
費
） 

第
二
十
二
条 

転
居
費
は
、
赴
任
に
伴
う
転
居
に
要

す
る
費
用
（
第
二
十
四
条
第
一
項
第
一
号
又
は
第

二
号
に
規
定
す
る
場
合
の
家
族
の
転
居
に
要
す
る

費
用
を
含
む
。
）
と
し
、
そ
の
額
は
、
実
費
額
と

す
る
。 
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二 

長
期
間
の
研
修
、
講
習
、
訓
練
そ
の
他
こ
れ

ら
に
類
す
る
目
的
の
た
め
の
旅
行 

三 

前
二
号
に
掲
げ
る
旅
行
を
除
く
ほ
か
、
そ
の

職
務
の
性
質
上
常
時
出
張
を
必
要
と
す
る
職
員

の
出
張 

２ 

日
額
旅
費
の
額
、
支
給
条
件
及
び
支
給
方
法
は
、

市
規
則
で
定
め
る
。
た
だ
し
、
そ
の
額
は
、
当
該

日
額
旅
費
の
性
質
に
応
じ
、
第
六
条
第
一
項
に
掲

げ
る
旅
費
の
額
に
つ
い
て
こ
の
条
例
で
定
め
る
基

準
を
超
え
る
こ
と
が
で
き
な
い
。 

（
在
勤
地
内
旅
行
の
旅
費
） 

第
二
十
三
条 

在
勤
地
内
に
お
け
る
旅
行
に
つ
い
て

は
、
次
の
各
号
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
場
合
に

お
い
て
、
当
該
各
号
に
定
め
る
額
の
旅
費
を
支
給

す
る
。 

一 

旅
行
が
行
程
二
キ
ロ
メ
ー
ト
ル
以
上
の
場
合

に
は
、
市
営
バ
ス
賃
の
実
費
に
相
当
す
る
額 

二 

公
務
上
の
必
要
又
は
天
災
そ
の
他
や
む
を
得

な
い
事
情
に
よ
り
宿
泊
す
る
場
合
に
は
、
別
表

の
宿
泊
料
定
額
の
二
分
の
一
に
相
当
す
る
額
の

宿
泊
料 

（
着
後
滞
在
費
） 

第
二
十
三
条 

着
後
滞
在
費
は
、
赴
任
に
伴
う
転
居

に
必
要
な
滞
在
に
係
る
費
用
と
し
、
そ
の
額
は
、

五
夜
分
を
限
度
と
し
て
、
現
に
宿
泊
し
た
夜
数
に

係
る
宿
泊
費
及
び
宿
泊
手
当
の
合
計
額
に
相
当
す

る
額
と
す
る
。 

（
在
勤
地
以
外
の
同
一
地
域
内
の
旅
行
の
旅
費
） 

第
二
十
四
条 

在
勤
地
以
外
の
同
一
地
域
内
に
お
け

る
旅
行
に
つ
い
て
は
、
鉄
道
賃
、
船
賃
又
は
車
賃

は
、
支
給
し
な
い
。
た
だ
し
、
次
の
各
号
の
い
ず

れ
か
に
該
当
す
る
場
合
に
お
い
て
は
、
当
該
各
号

に
規
定
す
る
額
の
旅
費
を
支
給
す
る
。 

一 

鉄
道
百
キ
ロ
メ
ー
ト
ル
、
水
路
五
十
キ
ロ
メ

ー
ト
ル
又
は
陸
路
二
十
五
キ
ロ
メ
ー
ト
ル
以
上

の
旅
行
の
場
合
に
は
、
第
十
五
条
、
第
十
六
条

又
は
第
十
八
条
の
規
定
に
よ
る
額
の
鉄
道
賃
、

船
賃
又
は
車
賃 

二 

前
号
の
規
定
に
該
当
す
る
場
合
を
除
く
ほ

か
。
公
務
上
の
必
要
又
は
天
災
そ
の
他
や
む
を

得
な
い
事
情
に
よ
り
特
に
多
額
の
鉄
道
賃
、
船

賃
又
は
車
賃
を
要
す
る
場
合
で
、
そ
の
実
費
額

が
当
該
旅
行
に
つ
い
て
支
給
さ
れ
る
旅
行
雑
費

の
額
を
超
え
る
場
合
に
は
、
そ
の
超
え
る
部
分

（
家
族
移
転
費
） 

第
二
十
四
条 

家
族
移
転
費
は
、
赴
任
に
伴
う
家
族

の
移
転
に
要
す
る
費
用
と
し
、
そ
の
額
は
、
次
に

掲
げ
る
額
と
す
る
。 

一 

赴
任
の
際
家
族
（
赴
任
を
命
ぜ
ら
れ
た
日
に

お
い
て
同
居
し
て
い
る
者
に
限
る
。
以
下
こ
の

号
及
び
次
号
に
お
い
て
同
じ
。
）
を
職
員
の
新

居
住
地
に
移
転
す
る
場
合
に
は
、
家
族
一
人
ご

と
に
、
職
員
が
そ
の
移
転
を
す
る
も
の
と
し
て

算
定
し
た
交
通
費
、
宿
泊
費
、
宿
泊
手
当
及
び

着
後
滞
在
費
の
合
計
額
に
相
当
す
る
額 

二 

前
号
に
規
定
す
る
場
合
に
該
当
せ
ず
、
か
つ
、

赴
任
を
命
ぜ
ら
れ
た
日
の
翌
日
か
ら
一
年
以
内

に
家
族
を
職
員
の
居
住
地
（
赴
任
後
家
族
を
移

転
す
る
ま
で
の
間
に
更
に
赴
任
が
あ
つ
た
場
合

に
は
、
当
該
赴
任
後
に
お
け
る
職
員
の
新
居
住

地
）
に
移
転
す
る
場
合
に
は
、
同
号
の
規
定
に
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の
金
額
に
相
当
す
る
額
の
鉄
道
賃
、
船
賃
又
車

賃 

２ 

鉄
道
、
水
路
又
は
陸
路
に
わ
た
る
旅
行
に
つ
い

て
は
、
鉄
道
四
キ
ロ
メ
ー
ト
ル
、
水
路
二
キ
ロ
メ

ー
ト
ル
を
も
つ
て
そ
れ
ぞ
れ
陸
離
一
キ
ロ
メ
ー
ト

ル
と
み
な
し
て
前
項
第
一
号
の
規
定
を
適
用
す

る
。 

準
じ
て
算
定
し
た
額 

２ 

旅
行
命
令
権
者
は
、
公
務
上
の
必
要
又
は
天
災

そ
の
他
や
む
を
得
な
い
事
情
が
あ
る
場
合
に
は
、

前
項
第
二
号
に
規
定
す
る
期
間
を
延
長
す
る
こ
と

が
で
き
る
。 

（
旅
費
の
調
査
） 

（
旅
費
の
調
整
） 

第
二
十
八
条 

第
二
十
八
条 

附 

則 

附 

則 

（
特
例
措
置
） 

２ 

鉄
道
賃
及
び
船
賃
の
額
に
つ
い
て
は
、
別
表
第

一
号
の
職
務
に
あ
る
者
及
び
任
命
権
者
が
市
長
と

協
議
し
て
定
め
る
旅
行
（
公
務
上
の
必
要
そ
の
他

特
別
の
事
情
が
あ
る
も
の
に
限
る
。
）
の
た
め
支

給
す
る
も
の
を
除
き
、
当
分
の
間
、
第
十
五
条
第

一
項
第
一
号
中
「
上
級
の
運
賃
」
と
あ
る
の
は
「
下

級
の
運
賃
」
と
、
第
十
六
条
第
一
項
第
二
号
中
「
上

級
の
運
賃
」
と
あ
る
の
は
「
下
級
の
運
賃
」
と
し

て
、
こ
れ
ら
の
規
定
を
適
用
し
、
第
十
五
条
第
一

項
第
四
号
及
び
第
十
六
条
第
一
項
第
五
号
の
規
定

は
適
用
し
な
い
。 

 

（
宇
部
市
職
員
旅
費
支
給
条
例
の
廃
止
） 

（
宇
部
市
職
員
旅
費
支
給
条
例
の
廃
止
） 

３ 

２ 

（
厚
狭
郡
楠
町
と
の
合
併
に
伴
う
経
過
措
置
） 

（
厚
狭
郡
楠
町
と
の
合
併
に
伴
う
経
過
措
置
） 

４ 

３ 

別
表
（
第
十
九
条
ー
第
二
十
一
条
、
第
二
十
三
条
関

係
） 

区
分 

旅
行
雑

費
（
一

日
に
つ

き
） 

宿
泊
料
（
一
夜

に
つ
き
） 

食
卓
料

（
一
夜

に
つ
き

） 

甲
地
方 

乙
地
方 

一 

市
長
、
副
市

長
、
教
育
長

及
び
常
勤
の

監
査
委
員 

一
、
五

〇
〇
円 

一
四
、

八
〇
〇

円 

一
三
、

三
〇
〇

円 

三
、
〇

〇
〇
円 

 
 

 
 

 
 

別
表
第
一
（
第
二
十
条
関
係
） 

区
分 

宿
泊
費
基
準
額
（
一
夜
に
つ
き
） 

一 

市
長
、
副
市

長
、
教
育
長
又

は

常

勤

の

監

査
委
員 

二 

そ
の

他
の

職
員 

北
海
道 

一
八
、
〇
〇
〇
円
一
三
、
〇
〇
〇
円

青
森
県 

一
五
、
〇
〇
〇
円
一
一
、
〇
〇
〇
円

岩
手
県 

一
三
、
〇
〇
〇
円

九
、
〇
〇
〇
円

宮
城
県 

一
四
、
〇
〇
〇
円
一
〇
、
〇
〇
〇
円
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二 
そ
の
他
の
職

員 

一
、
三

〇
〇
円 

一
三
、

一
〇
〇

円 

一
一
、

八
〇
〇

円 

二
、
六

〇
〇
円 

備
考 一 

宿
泊
料
の
欄
中
「
甲
地
方
」
と
は
、
都
の

区
及
び
市
制
施
行
地
域
を
い
い
、
「
乙
地
方
」

と
は
、
そ
の
他
の
地
域
を
い
う
。
固
定
宿
泊

施
設
に
宿
泊
し
な
い
場
合
は
、
乙
地
方
に
宿

泊
し
た
も
の
と
み
な
す
。 

二 

都
の
区
及
び
指
定
都
市
（
地
方
自
治
法
（
昭

和
二
十
二
年
法
律
第
六
十
七
号
）
第
二
百
五

十
二
条
の
十
九
に
規
定
す
る
指
定
都
市
を
い

う
。
）
に
旅
行
す
る
場
合
の
旅
行
雑
費
に
つ

い
て
は
、
当
該
地
域
に
滞
在
す
る
日
に
限
り
、

第
一
号
中
「
一
、
五
〇
〇
円
」
と
あ
る
の
は

「
二
、
二
〇
〇
円
」
と
、
第
二
号
中
「
一
、

三
〇
〇
円
」
と
あ
る
の
は
「
二
、
〇
〇
〇
円
」

と
読
み
替
え
る
も
の
と
す
る
。 

秋
田
県 

一
五
、
〇
〇
〇
円
一
一
、
〇
〇
〇
円

山
形
県 

一
四
、
〇
〇
〇
円
一
〇
、
〇
〇
〇
円

福
島
県 

一
一
、
〇
〇
〇
円

八
、
〇
〇
〇
円

茨
城
県 

一
五
、
〇
〇
〇
円
一
一
、
〇
〇
〇
円

栃
木
県 

一
四
、
〇
〇
〇
円
一
〇
、
〇
〇
〇
円

群
馬
県 

一
四
、
〇
〇
〇
円
一
〇
、
〇
〇
〇
円

埼
玉
県 

二
七
、
〇
〇
〇
円
一
九
、
〇
〇
〇
円

千
葉
県 

二
四
、
〇
〇
〇
円
一
七
、
〇
〇
〇
円

東
京
都 

二
七
、
〇
〇
〇
円
一
九
、
〇
〇
〇
円

神
奈
川
県 

二
二
、
〇
〇
〇
円
一
六
、
〇
〇
〇
円

新
潟
県 

二
二
、
〇
〇
〇
円
一
六
、
〇
〇
〇
円

富
山
県 

一
五
、
〇
〇
〇
円
一
一
、
〇
〇
〇
円

石
川
県 

一
三
、
〇
〇
〇
円

九
、
〇
〇
〇
円

福
井
県 

一
四
、
〇
〇
〇
円
一
〇
、
〇
〇
〇
円

山
梨
県 

一
七
、
〇
〇
〇
円
一
二
、
〇
〇
〇
円

長
野
県 

一
五
、
〇
〇
〇
円
一
一
、
〇
〇
〇
円

岐
阜
県 
一
八
、
〇
〇
〇
円
一
三
、
〇
〇
〇
円

静
岡
県 
一
三
、
〇
〇
〇
円

九
、
〇
〇
〇
円

愛
知
県 

一
五
、
〇
〇
〇
円
一
一
、
〇
〇
〇
円

三
重
県 

一
三
、
〇
〇
〇
円

九
、
〇
〇
〇
円

滋
賀
県 

一
五
、
〇
〇
〇
円
一
一
、
〇
〇
〇
円

京
都
府 

二
七
、
〇
〇
〇
円
一
九
、
〇
〇
〇
円

大
阪
府 

一
八
、
〇
〇
〇
円
一
三
、
〇
〇
〇
円

兵
庫
県 

一
七
、
〇
〇
〇
円
一
二
、
〇
〇
〇
円

奈
良
県 

一
五
、
〇
〇
〇
円
一
一
、
〇
〇
〇
円

和
歌
山
県 

一
五
、
〇
〇
〇
円
一
一
、
〇
〇
〇
円

鳥
取
県 

一
一
、
〇
〇
〇
円

八
、
〇
〇
〇
円

島
根
県 

一
三
、
〇
〇
〇
円

九
、
〇
〇
〇
円

岡
山
県 

一
四
、
〇
〇
〇
円
一
〇
、
〇
〇
〇
円

広
島
県 

一
八
、
〇
〇
〇
円
一
三
、
〇
〇
〇
円

山
口
県 

一
一
、
〇
〇
〇
円

八
、
〇
〇
〇
円

徳
島
県 

一
四
、
〇
〇
〇
円
一
〇
、
〇
〇
〇
円

香
川
県 

二
一
、
〇
〇
〇
円
一
五
、
〇
〇
〇
円

愛
媛
県 

一
四
、
〇
〇
〇
円
一
〇
、
〇
〇
〇
円

高
知
県 

一
五
、
〇
〇
〇
円
一
一
、
〇
〇
〇
円

福
岡
県 

二
五
、
〇
〇
〇
円
一
八
、
〇
〇
〇
円

佐
賀
県 

一
五
、
〇
〇
〇
円
一
一
、
〇
〇
〇
円
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長
崎
県 

一
五
、
〇
〇
〇
円
一
一
、
〇
〇
〇
円

熊
本
県 

二
〇
、
〇
〇
〇
円
一
四
、
〇
〇
〇
円

大
分
県 

一
五
、
〇
〇
〇
円
一
一
、
〇
〇
〇
円

宮
崎
県 

一
七
、
〇
〇
〇
円
一
二
、
〇
〇
〇
円

鹿
児
島
県 

一
七
、
〇
〇
〇
円
一
二
、
〇
〇
〇
円

沖
縄
県 

一
五
、
〇
〇
〇
円
一
一
、
〇
〇
〇
円

 

 

別
表
第
二
（
第
二
十
一
条
関
係
） 

 

区
分 

宿
泊
手
当
（
一
夜
に
つ
き
）

全
て
の
地 

二
、
四
〇
〇
円

 

    
 

 

宇
部
市
議
会
議
員
の
議
員
報
酬
、
費
用
弁
償
及
び
期
末
手
当
の
支
給
に
関
す
る
条
例
（
昭
和
三 

十
五
年
条
例
第
二
十
一
号
） 

旧 

新 

（
費
用
弁
償
） 

（
費
用
弁
償
） 

第
三
条 

第
三
条 

２ 

前
項
の
費
用
弁
償
の
額
は
、
宇
部
市
職
員
等
の

旅
費
に
関
す
る
条
例
（
昭
和
四
十
四
年
条
例
第
十

一
号
。
以
下
次
項
に
お
い
て
「
旅
費
条
例
」
と
い

う
。
）
の
別
表
第
一
号 

 
 
 

の
職
務
に
あ
る
者
の

旅
費
相
当
額
と
す
る
。 

２ 

前
項
の
費
用
弁
償
の
額
は
、
宇
部
市
職
員
等
の

旅
費
に
関
す
る
条
例
（
昭
和
四
十
四
年
条
例
第
十

一
号
。
以
下
次
項
に
お
い
て
「
旅
費
条
例
」
と
い

う
。
）
の
別
表
第
一
第
一
号
の
職
務
に
あ
る
者
の

旅
費
相
当
額
と
す
る
。 

    
 

 

宇
部
市
公
聴
会
等
参
加
者
の
実
費
弁
償
条
例
（
昭
和
二
十
九
年
条
例
第
五
十
六
号
） 

旧 

新 

第
二
条 

前
条
の
実
費
弁
償
の
額
は
、
宇
部
市
職
員

等
の
旅
費
に
関
す
る
条
例
（
昭
和
四
十
四
年
条
例

第
十
一
号
。
以
下
「
旅
費
条
例
」
と
い
う
。
）
の

別
表
第
二
号 

 
 
 

の
職
務
に
あ
る
者
の
旅
費
相
当

額
と
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
旅
費
条
例
第

二
十
三
条
の
規
定
は
適
用
し
な
い
。 

第
二
条 

前
条
の
実
費
弁
償
の
額
は
、
宇
部
市
職
員

等
の
旅
費
に
関
す
る
条
例
（
昭
和
四
十
四
年
条
例

第
十
一
号
。
以
下
「
旅
費
条
例
」
と
い
う
。
）
の

別
表
第
一
第
二
号
の
職
務
に
あ
る
者
の
旅
費
相
当

額
と
す
る
。  
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宇
部
市
非
常
勤
職
員
の
報
酬
及
び
費
用
弁
償
条
例
（
昭
和
二
十
二
年
条
例
第
二
十
四
号
） 

旧 

新 

別
表
（
第
二
条
、
第
六
条
関
係
） 

別
表
（
第
二
条
、
第
六
条
関
係
） 

区
分 
報
酬 

費
用
弁
償 

 
 

旅
費
条
例
別
表
第

一
号 

 

の
職
務

に
あ
る
者
の
旅
費

相
当
額 

 
 

 
 

 
 

旅
費
条
例
別
表
第

二
号 

 

の
職
務

に
あ
る
者
の
旅
費

相
当
額 

 
 

 
 

 

区
分 

報
酬 

費
用
弁
償 

 
 

旅
費
条
例
別
表
第

一
第
一
号
の
職
務

に
あ
る
者
の
旅
費

相
当
額 

 
 

 
 

 
 

旅
費
条
例
別
表
第

一
第
二
号
の
職
務

に
あ
る
者
の
旅
費

相
当
額 

 
 

 
 

 

 

5
0



令和 7 年 3 月議会 総務財政委員会（資料） 

総務部 職員課 

議 案 

第２６号 

宇部市職員等の旅費に関する条例中一部改正の件 

 

 

要 旨 

 

国家公務員等の旅費に関する法律等の一部改正の趣旨を踏まえ、

職員等に支給する旅費に関する規定を見直すもの。 

概 要 

１ 旅費の種類の変更 

宿泊手当の新設及び旅行雑費、在勤地内旅行の旅費、食卓料等の

廃止 

【改正前】 

 金額 備考 

旅行雑費 一般職員の場合、１日に

つき１，３００円で東京

２３区及び政令指定都市

は７００円加算 

バス、タクシー等の雑費に利

用 

在勤地内旅行

の旅費 

行程が２Km 以上の場合に

おいては市営バス賃相当

額 

 

食卓料相当額 ２，６００円 

（夕食１，７００円+朝食

９００円） 

宿泊費の上限内において実

費（宿泊費に食事代が含まれ

る場合は支給しない） 

↓ 

【改正後】 

 金額 備考 

旅行雑費 

（廃止） 

廃止 証明が容易であることから、

バス、タクシー等の費用は実

費 

在勤地内旅行

の旅費（廃止） 

廃止 実費 

食卓料相当額 

（廃止） 

廃止  

宿泊手当 

（新設） 

旅行一夜につき 

２，４００円（定額） 

夕朝食代のかかり増し等に

利用（宿泊費に夕食又は朝食

が含まれる場合は２/３、両

方が含まれる場合は１/３を

支給） 

 



２ 宿泊費の上限変更 

 現行の甲乙地方区分ではなく、都道府県ごとの上限額を設定す

る。 

【改正前】 

現行上限 甲地方 乙地方 

一般の職員 １３，１００円 １１，８００円 

特別職 １４，８００円 １３，３００円 

↓ 

【改正後】 

改正後上限 （例）東京 各都道府県別に設定 

一般の職員 １９，０００円 ８，０００円～１９，０００円 

特別職 ２７，０００円 １１，０００円～２７，０００円 

 

３ 鉄道賃の規定見直し 

  鉄道賃のうち、特別急行料金は、現行、距離による制限（片道

100km以上）があるがこれを廃止し実態等に応じて決定する、その

他の距離制限も廃止する。 

 

４ その他交通費の新設 

  その他交通費にてバス、タクシー、レンタカーの利用について規

定する。なお、いずれも実費精算とする。 

 

５ その他所要の規定の整備 

 

 

 

 

 

 

 

 

施行日 

 

令和７年４月１日 

 



議案第３８号 

 

和 解 に つ い て 

 
 下記のとおり和解をすることについて、地方自治法（昭和２２年法律第６７号）

第９６条第１項第１２号の規定により、市議会の議決を求める。  

  令和７年２月１９日提出  

 

                   宇部市長  篠  﨑  圭  二  

 

 

記  

１ 和解の相手方  

岡山市南区豊成二丁目７番１６号  

   株式会社両備システムズ  

    代表取締役  松  田  敏  之  

 

２ 事故の概要  

令和６年４月１日付け締結した人事給与システム保守業務委託契約書に

基づくシステム保守業務において、相手方がその注意義務を怠りコード設定

を誤ったことにより発生した源泉所得税の過少徴収事故（以下「本事故」と

いう。）に関し、市が被った損害の賠償を相手方に求めるもの  

 

３ 和解の概要 

 (1) 相手方は、市に対し、本事故の損害賠償金として金 １９,０００円を支払

う。 

 (2) 当事者双方は、本事故に関し、上記以外は、何らの債権債務のないことを

相互に確認する。  
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令和 7 年 3 月議会 総務財政委員会（資料） 

総務部 職員課 

議 案 

第３８号 

和解についての件 

 

 

要 旨 

 

職員の源泉所得税の過少徴収事故に関し、本市が被った損害の賠

償について和解するもの。 

概 要 

１ 和解の相手方 

岡山市南区豊成二丁目７番１６号 

 株式会社両備システムズ 

代表取締役 松田 敏之 

 

２ 事故発覚日 

令和６年８月１９日 

 

３ 事故の概要 

令和６年４月１日付け締結した人事給与システム保守業務

委託契約書に基づくシステム保守業務において、相手方がその

注意義務を怠りコード設定を誤ったことにより発生した源泉

所得税の過少徴収事故に関し、市が被った損害の賠償を相手方

に求めるもの。 

 

４ 和解の概要 

(1) 相手方は、市に対し、本事故の損害賠償金として 

金 １９,０００円を支払う。（不納付加算税１７，０００

円、延滞税２，０００円） 

 

(2) 当事者双方は、本事故に関し、上記以外は、何らの債権債

務のないことを相互に確認する。 

 

 

施行日 

 

 

 



議
案
第
二
十
七
号 

 
宇
部
市
消
防
団
員
に
係
る
退
職
報
償
金
の
支
給
に
関
す
る
条
例
中
一
部
改
正
の 

件 

 

宇
部
市
消
防
団
員
に
係
る
退
職
報
償
金
の
支
給
に
関
す
る
条
例
（
昭
和
三
十
九
年
条
例
第
七
十 

九
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。 

令
和
七
年
二
月
十
九
日
提
出 

 

宇
部
市
長 

 

篠 

﨑 

圭 

二 
 

 
 

 

  

第
六
条
第
一
号
中
「
禁
錮こ

」
を
「
拘
禁
刑
」
に
改
め
る
。 

 

別
表
中 

「 
 

 
 

「 
 

 
 

 

 

三
〇
年
以
上 

 
 

 

三

〇

年

以

上

三
五
年
未
満 

三
五
年
以
上 

 
 

 

九

七

九

、

〇

〇

〇
円 

 
 

 

九
七
九
、
〇
〇

〇
円 

一
、
〇
七
九
、

〇
〇
〇
円 

 
 

 

九

〇

九

、

〇

〇

〇
円 

 
 

 

九
〇
九
、
〇
〇

〇
円 

一
、
〇
〇
九
、

〇
〇
〇
円 

 
 

 

八

四

九

、

〇

〇

〇
円 

 

を 
 

八
四
九
、
〇
〇

〇
円 

九
四
九
、
〇
〇

〇
円 

 

に
改
め
る
。 

 

八

〇

九

、

〇

〇

〇
円 

 
 

 

八
〇
九
、
〇
〇

〇
円 

九
〇
九
、
〇
〇

〇
円 

 
 

 

七

三

四

、

〇

〇

〇
円 

 
 

 

七
三
四
、
〇
〇

〇
円 

八
三
四
、
〇
〇

〇
円 

 
 

 

六

八

九

、

〇

〇

〇
円 

 
 

 

六
八
九
、
〇
〇

〇
円 

七
八
九
、
〇
〇

〇
円 

 
 

 
 

」 
 

 
 

 

」 
 

附 

則 

（
施
行
期
日
） 

１ 

こ
の
条
例
中
別
表
の
改
正
規
定
は
令
和
七
年
四
月
一
日
か
ら
、
第
六
条
第
一
号
の
改
正
規
定

は
令
和
七
年
六
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。 

（
退
職
報
償
金
の
支
給
に
関
す
る
経
過
措
置
） 

２ 

改
正
後
の
別
表
の
規
定
は
、
令
和
七
年
四
月
一
日
以
後
に
退
職
し
た
消
防
団
員
に
つ
い
て
適

用
し
、
同
日
前
に
退
職
し
た
消
防
団
員
に
つ
い
て
は
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。 

5
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（
人
の
資
格
に
関
す
る
経
過
措
置
） 

３ 
拘
禁
刑
又
は
拘
留
に
処
せ
ら
れ
た
者
に
係
る
他
の
条
例
の
規
定
に
よ
り
な
お
従
前
の
例
に
よ

る
こ
と
と
さ
れ
、
な
お
効
力
を
有
す
る
こ
と
と
さ
れ
又
は
改
正
前
若
し
く
は
廃
止
前
の
条
例
の

規
定
の
例
に
よ
る
こ
と
と
さ
れ
る
人
の
資
格
に
関
す
る
法
令
の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
無

期
拘
禁
刑
に
処
せ
ら
れ
た
者
は
無
期
禁
錮
（
刑
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
（
令
和
四
年
法

律
第
六
十
七
号
）
第
二
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
前
の
刑
法
（
明
治
四
十
年
法
律
第
四
十
五
号
。

以
下
こ
の
項
に
お
い
て
「
旧
刑
法
」
と
い
う
。
）
第
十
三
条
に
規
定
す
る
禁
錮
を
い
う
。
以
下

こ
の
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
に
処
せ
ら
れ
た
者
と
、
有
期
拘
禁
刑
に
処
せ
ら
れ
た
者
は
刑
期
を

同
じ
く
す
る
有
期
禁
錮
に
処
せ
ら
れ
た
者
と
、
拘
留
に
処
せ
ら
れ
た
者
は
刑
期
を
同
じ
く
す
る

旧
拘
留
（
旧
刑
法
第
十
六
条
に
規
定
す
る
拘
留
を
い
う
。
）
に
処
せ
ら
れ
た
者
と
み
な
す
。 

「
説
明
」 

 

消
防
団
員
等
公
務
災
害
補
償
等
責
任
共
済
等
に
関
す
る
法
律
施
行
令
（
昭
和
三
十
一
年
政
令
第

三
百
四
十
六
号
）
及
び
刑
法
の
一
部
改
正
に
伴
い
、
所
要
の
整
備
を
行
う
も
の
で
あ
る
。 

こ
れ
が
、
こ
の
条
例
案
を
提
出
す
る
理
由
で
あ
る
。 

5
2



 

（
参
考
） 

新 
 

 

旧 
 

 

対 
 

 

照 
 

 

表 

旧 

新 

（
退
職
報
償
金
支
給
の
制
限
） 

（
退
職
報
償
金
支
給
の
制
限
） 

第
六
条 

第
六
条 

一 

禁
錮こ 

 

以
上
の
刑
に
処
せ
ら
れ
た
者 

一 

拘
禁
刑
以
上
の
刑
に
処
せ
ら
れ
た
者 

別
表 

階
級 

勤
務
年
数 

五
年

以
上

一
〇

年
未

満 

一
〇

年
以

上
一

五
年

未
満 

一
五

年
以

上
二

〇
年

未
満 

二
〇

年
以

上
二

五
年

未
満 

二
五

年
以

上
三

〇
年

未
満 

三
〇

年
以

上
三

五
年

未
満 

三
五

年
以

上 

団
長 

二
三

九
、

〇
〇

〇
円

三
四

四
、

〇
〇

〇
円

四
五

九
、

〇
〇

〇
円

五
九

四
、

〇
〇

〇
円

七
七

九
、

〇
〇

〇
円

九
七

九
、

〇
〇

〇
円

一
、

〇
七

九
、

〇
〇

〇
円

副
団

長 

二
二

九
、

〇
〇

〇
円

三
二

九
、

〇
〇

〇
円

四
二

九
、

〇
〇

〇
円

五
三

四
、

〇
〇

〇
円

七
〇

九
、

〇
〇

〇
円

九
〇

九
、

〇
〇

〇
円

一
、

〇
〇

九
、

〇
〇

〇
円

分
団

長 

二
一

九
、

〇
〇

〇
円

三
一

八
、

〇
〇

〇
円

四
一

三
、

〇
〇

〇
円

五
一

三
、

〇
〇

〇
円

六
五

九
、

〇
〇

〇
円

八
四

九
、

〇
〇

〇
円

九
四

九
、

〇
〇

〇
円

副
分

団
長 

二
一

四
、

〇
〇

〇
円

三
〇

三
、

〇
〇

〇
円

三
八

八
、

〇
〇

〇
円

四
七

八
、

〇
〇

〇
円

六
二

四
、

〇
〇

〇
円

八
〇

九
、

〇
〇

〇
円

九
〇

九
、

〇
〇

〇
円

部
長

及
び

班
長 

二
〇

四
、

〇
〇

〇
円

二
八

三
、

〇
〇

〇
円

三
五

八
、

〇
〇

〇
円

四
三

八
、

〇
〇

〇
円

五
六

四
、

〇
〇

〇
円

七
三

四
、

〇
〇

〇
円

八
三

四
、

〇
〇

〇
円

団
員 

二
〇

〇
、

〇
〇

〇
円

二
六

四
、

〇
〇

〇
円

三
三

四
、

〇
〇

〇
円

四
〇

九
、

〇
〇

〇
円

五
一

九
、

〇
〇

〇
円

六
八

九
、

〇
〇

〇
円

七
八

九
、

〇
〇

〇
円

 

別
表 

階
級 

勤
務
年
数 

五
年

以
上

一
〇

年
未

満 

一
〇

年
以

上
一

五
年

未
満 

一
五

年
以

上
二

〇
年

未
満 

二
〇

年
以

上
二

五
年

未
満 

二
五

年
以

上
三

〇
年

未
満 

三
〇

年
以

上
三

五
年

未
満 

三
五

年
以

上 

団
長 

二
三

九
、

〇
〇

〇
円

三
四

四
、

〇
〇

〇
円

四
五

九
、

〇
〇

〇
円

五
九

四
、

〇
〇

〇
円

七
七

九
、

〇
〇

〇
円

九
七

九
、

〇
〇

〇
円

一
、

〇
七

九
、

〇
〇

〇
円

副
団

長 

二
二

九
、

〇
〇

〇
円

三
二

九
、

〇
〇

〇
円

四
二

九
、

〇
〇

〇
円

五
三

四
、

〇
〇

〇
円

七
〇

九
、

〇
〇

〇
円

九
〇

九
、

〇
〇

〇
円

一
、

〇
〇

九
、

〇
〇

〇
円

分
団

長 

二
一

九
、

〇
〇

〇
円

三
一

八
、

〇
〇

〇
円

四
一

三
、

〇
〇

〇
円

五
一

三
、

〇
〇

〇
円

六
五

九
、

〇
〇

〇
円

八
四

九
、

〇
〇

〇
円

九
四

九
、

〇
〇

〇
円

副
分

団
長 

二
一

四
、

〇
〇

〇
円

三
〇

三
、

〇
〇

〇
円

三
八

八
、

〇
〇

〇
円

四
七

八
、

〇
〇

〇
円

六
二

四
、

〇
〇

〇
円

八
〇

九
、

〇
〇

〇
円

九
〇

九
、

〇
〇

〇
円

部
長

及
び

班
長 

二
〇

四
、

〇
〇

〇
円

二
八

三
、

〇
〇

〇
円

三
五

八
、

〇
〇

〇
円

四
三

八
、

〇
〇

〇
円

五
六

四
、

〇
〇

〇
円

七
三

四
、

〇
〇

〇
円

八
三

四
、

〇
〇

〇
円

団
員 

二
〇

〇
、

〇
〇

〇
円

二
六

四
、

〇
〇

〇
円

三
三

四
、

〇
〇

〇
円

四
〇

九
、

〇
〇

〇
円

五
一

九
、

〇
〇

〇
円

六
八

九
、

〇
〇

〇
円

七
八

九
、

〇
〇

〇
円
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令和 7 年 3 月議会 総務財政委員会（資料） 

総務部 防災危機管理課 

議 案 

第２７号 

宇部市消防団員に係る退職報償金の支給に関する条例中一部改正の

件 

 

要 旨 

 

 消防団員等公務災害補償等責任共済等に関する法律施行令（昭和

３１年政令第３４６号）及び刑法（明治４０年法律第４５号）の一部

改正に伴い、所要の整備を行うもの。 

概 要 

(1) 刑法関係 

懲役及び禁錮を廃止し、これらに代えて拘禁刑が創設されるこ

とに伴い、宇部市消防団員に係る退職報償金の支給に関する条例

中の文言を「禁錮」から「拘禁刑」に改める。 

 

(2) 消防団員等公務災害補償等責任共済等に関する法律施行令関係 

  消防団員の処遇改善を図るため、退職報償金支給額表(第二条関

係)の勤務年数区分に、新たに「３５年以上」区分を追加。 

(単位：千円) 

階級 

勤務年数 

5年以上

10年未

満 

10年以

上15年

未満 

15年以

上20年

未満 

20年以

上25年

未満 

25年以

上30年

未満 

30年以

上35年

未満 

35年以

上 

団長 239 344 459 594 779 979 1,079 

副団長 229 329 429 534 709 909 1,009 

分団長 219 318 413 513 659 849 949 

副分団長 214 303 388 478 624 809 909 

部長及び

班長 
204 283 358 438 564 734 834 

団員 200 264 334 409 519 689 789 
 

 

施行日 

 

（1）令和７年６月１日 

（2）令和７年４月１日 

 



議
案
第
二
十
八
号 

 
宇
部
市
消
防
団
条
例
中
一
部
改
正
の
件 

 

宇
部
市
消
防
団
条
例
（
昭
和
二
十
五
年
条
例
第
三
十
三
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。 

令
和
七
年
二
月
十
九
日
提
出 

 

宇
部
市
長 

 

篠 

﨑 

圭 

二 
 

 
 

 

  

第
五
条
第
一
号
中
「
禁
錮
」
を
「
拘
禁
刑
」
に
改
め
る
。 

第
十
三
条
中
「
別
表
第
二
号
」
を
「
別
表
第
一
第
二
号
」
に
改
め
る
。 

 
 

 

附 

則 

（
施
行
期
日
） 

１ 

こ
の
条
例
中
第
十
三
条
の
改
正
規
定
は
令
和
七
年
四
月
一
日
か
ら
、
第
五
条
第
一
号
の
改
正

規
定
は
令
和
七
年
六
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。 

（
人
の
資
格
に
関
す
る
経
過
措
置
） 

２ 

拘
禁
刑
又
は
拘
留
に
処
せ
ら
れ
た
者
に
係
る
他
の
条
例
の
規
定
に
よ
り
な
お
従
前
の
例
に
よ

る
こ
と
と
さ
れ
、
な
お
効
力
を
有
す
る
こ
と
と
さ
れ
又
は
改
正
前
若
し
く
は
廃
止
前
の
条
例
の

規
定
の
例
に
よ
る
こ
と
と
さ
れ
る
人
の
資
格
に
関
す
る
法
令
の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
無

期
拘
禁
刑
に
処
せ
ら
れ
た
者
は
無
期
禁
錮
（
刑
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
（
令
和
四
年
法

律
第
六
十
七
号
）
第
二
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
前
の
刑
法
（
明
治
四
十
年
法
律
第
四
十
五
号
。

以
下
こ
の
項
に
お
い
て
「
旧
刑
法
」
と
い
う
。
）
第
十
三
条
に
規
定
す
る
禁
錮
を
い
う
。
以
下

こ
の
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
に
処
せ
ら
れ
た
者
と
、
有
期
拘
禁
刑
に
処
せ
ら
れ
た
者
は
刑
期
を

同
じ
く
す
る
有
期
禁
錮
に
処
せ
ら
れ
た
者
と
、
拘
留
に
処
せ
ら
れ
た
者
は
刑
期
を
同
じ
く
す
る

旧
拘
留
（
旧
刑
法
第
十
六
条
に
規
定
す
る
拘
留
を
い
う
。
）
に
処
せ
ら
れ
た
者
と
み
な
す
。 

「
説
明
」 

 

宇
部
市
職
員
等
の
旅
費
に
関
す
る
条
例
（
昭
和
四
十
四
年
条
例
第
十
一
号
）
及
び
刑
法
の
一
部

改
正
に
伴
い
、
所
要
の
整
備
を
行
う
も
の
で
あ
る
。 

こ
れ
が
、
こ
の
条
例
案
を
提
出
す
る
理
由
で
あ
る
。 

5
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（
参
考
） 

新 
 

 

旧 
 

 

対 
 

 

照 
 

 

表 

旧 

新 

（
欠
格
条
項
） 

（
欠
格
条
項
） 

第
五
条 

第
五
条 

一 

禁
錮 

 

以
上
の
刑
に
処
せ
ら
れ
、
そ
の
執
行

を
終
わ
る
ま
で
の
者
又
は
そ
の
執
行
を
受
け
る

こ
と
が
な
く
な
る
ま
で
の
者 

一 

拘
禁
刑
以
上
の
刑
に
処
せ
ら
れ
、
そ
の
執
行

を
終
わ
る
ま
で
の
者
又
は
そ
の
執
行
を
受
け
る

こ
と
が
な
く
な
る
ま
で
の
者 

（
費
用
弁
償
） 

（
費
用
弁
償
） 

第
十
三
条 

消
防
団
員
が
公
務
の
た
め
旅
行
し
た
と

き
は
、
宇
部
市
職
員
等
の
旅
費
に
関
す
る
条
例
（
昭

和
四
十
四
年
条
例
第
十
一
号
。
以
下
こ
の
条
に
お

い
て
「
旅
費
条
例
」
と
い
う
。
）
の
例
に
よ
り
費

用
弁
償
を
支
給
す
る
。
こ
の
場
合
費
用
弁
償
の
額

は
、
旅
費
条
例
別
表
第
二
号 

 
 
 

の
職
務
に
あ
る

者
の
旅
費
相
当
額
と
す
る
。 

第
十
三
条 

消
防
団
員
が
公
務
の
た
め
旅
行
し
た
と

き
は
、
宇
部
市
職
員
等
の
旅
費
に
関
す
る
条
例
（
昭

和
四
十
四
年
条
例
第
十
一
号
。
以
下
こ
の
条
に
お

い
て
「
旅
費
条
例
」
と
い
う
。
）
の
例
に
よ
り
費

用
弁
償
を
支
給
す
る
。
こ
の
場
合
費
用
弁
償
の
額

は
、
旅
費
条
例
別
表
第
一
第
二
号
の
職
務
に
あ
る

者
の
旅
費
相
当
額
と
す
る
。 
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令和 7 年 3 月議会 総務財政委員会（資料） 

総務部 防災危機管理課 

議 案 
第２８号 

宇部市消防団条例中一部改正の件 

 

要 旨 

 

 宇部市職員等の旅費に関する条例（昭和４４年条例第１１号）及び

刑法（明治４０年法律第４５号）の一部改正に伴い、所要の整備を

行うもの。 

概 要 

(1) 刑法関係 

  懲役及び禁錮を廃止し、これらに代えて拘禁刑が創設されること

に伴い、宇部市消防団条例中の文言を「禁錮」から「拘禁刑」に改め

る。 

   

(2) 宇部市職員等の旅費に関する条例関係 

  「別表」から「別表第一」に改めることに伴い、宇部市消防団条

例中の文言を「別表第二号」から「別表第一第二号」に改める。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

施行日 

 

（１）令和７年６月１日 

（２）令和７年４月１日 

 



議
案
第
四
十
八
号 

 
宇
部
市
消
防
団
員
等
公
務
災
害
補
償
条
例
中
一
部
改
正
の
件 

 

宇
部
市
消
防
団
員
等
公
務
災
害
補
償
条
例
（
昭
和
三
十
二
年
条
例
第
二
十
六
号
）
の
一
部
を
次

の
よ
う
に
改
め
る
。 

令
和
七
年
三
月
五
日
提
出 

 

宇
部
市
長 

 

篠 

﨑 

圭 

二 

  

第
五
条
第
二
項
第
二
号
中
「
九
千
百
円
」
を
「
九
千
七
百
円
」
に
改
め
、
同
号
た
だ
し
書
中
「
一

万
四
千
二
百
円
」
を
「
一
万
四
千
五
百
円
」
に
改
め
、
同
条
第
三
項
中
「
又
は
第
三
号
か
ら
第
六

号
ま
で
の
い
ず
れ
か
」
を
削
り
、
「
二
百
十
七
円
」
を
「
百
円
」
に
、
「
三
百
三
十
三
円
」
を
「
三

百
八
十
三
円
を
、
第
三
号
か
ら
第
六
号
ま
で
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
扶
養
親
族
に
つ
い
て
は
一

人
に
つ
き
二
百
十
七
円
」
に
改
め
、
同
条
第
四
項
中
「
（
以
下
こ
の
項
に
お
い
て
「
特
定
期
間
」

と
い
う
。
）
」
を
削
り
、
「
特
定
期
間
に
」
を
「
当
該
期
間
に
」
に
改
め
る
。 

別
表
中
「
一
二
、
五
〇
〇
円
」
を
「
一
二
、
九
〇
〇
円
」
に
、
「
一
三
、
三
五
〇
円
」
を
「
一

三
、
七
〇
〇
円
」
に
、
「
一
四
、
二
〇
〇
円
」
を
「
一
四
、
五
〇
〇
円
」
に
、
「
一
〇
、
八
〇
〇

円
」
を
「
一
一
、
三
〇
〇
円
」
に
、
「
一
一
、
六
五
〇
円
」
を
「
一
二
、
一
〇
〇
円
」
に
、
「
九
、

一
〇
〇
円
」
を
「
九
、
七
〇
〇
円
」
に
、
「
九
、
九
五
〇
円
」
を
「
一
〇
、
五
〇
〇
円
」
に
改
め

る
。 

附 

則 

（
施
行
期
日
） 

１ 

こ
の
条
例
は
、
令
和
七
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。 

（
経
過
措
置
） 

２ 

こ
の
条
例
に
よ
る
改
正
後
の
第
五
条
第
二
項
及
び
第
三
項
並
び
に
別
表
の
規
定
は
、
こ
の
条

例
の
施
行
の
日
以
後
に
支
給
す
べ
き
事
由
の
生
じ
た
宇
部
市
消
防
団
員
等
公
務
災
害
補
償
条
例

第
五
条
第
一
項
に
規
定
す
る
損
害
補
償
（
以
下
こ
の
項
に
お
い
て
「
損
害
補
償
」
と
い
う
。
）

並
び
に
同
日
前
に
支
給
す
べ
き
事
由
の
生
じ
た
同
日
以
後
の
期
間
に
係
る
同
条
例
第
四
条
第
三

号
に
規
定
す
る
傷
病
補
償
年
金
、
同
条
第
四
号
イ
に
規
定
す
る
障
害
補
償
年
金
及
び
同
条
第
六

号
イ
に
規
定
す
る
遺
族
補
償
年
金
（
以
下
こ
の
項
に
お
い
て
「
傷
病
補
償
年
金
等
」
と
い
う
。
）

に
つ
い
て
適
用
し
、
同
日
前
に
支
給
す
べ
き
事
由
の
生
じ
た
損
害
補
償
（
傷
病
補
償
年
金
等
を

除
く
。
）
及
び
同
日
前
に
支
給
す
べ
き
事
由
の
生
じ
た
同
日
前
の
期
間
に
係
る
傷
病
補
償
年
金

1



等
に
つ
い
て
は
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。 

「
説
明
」 

 

非
常
勤
消
防
団
員
等
に
係
る
損
害
補
償
の
基
準
を
定
め
る
政
令
（
昭
和
三
十
一
年
政
令
第
三
百

三
十
五
号
）
の
一
部
改
正
に
伴
い
、
所
要
の
整
備
を
行
う
も
の
で
あ
る
。 

 

こ
れ
が
、
こ
の
条
例
案
を
提
出
す
る
理
由
で
あ
る
。 

2



 

（
参
考
） 

新 
 

 

旧 
 

 

対 
 

 

照 
 

 

表 

旧 

新 

（
補
償
基
礎
額
） 

（
補
償
基
礎
額
） 

第
五
条 

第
五
条 

２ 

２ 

二 

消
防
作
業
従
事
者
、
救
急
業
務
協
力
者
若
し

く
は
水
防
従
事
者
又
は
応
急
措
置
従
事
者
（
以

下
「
消
防
作
業
従
事
者
等
」
と
い
う
。
）
が
消

防
作
業
等
に
従
事
し
、
若
し
く
は
救
急
業
務
に

協
力
し
、
又
は
応
急
措
置
の
業
務
に
従
事
し
た

こ
と
に
よ
り
死
亡
し
、
負
傷
し
、
若
し
く
は
疾

病
に
か
か
り
、
又
は
消
防
作
業
等
に
従
事
し
、

若
し
く
は
救
急
業
務
に
協
力
し
、
又
は
応
急
措

置
の
業
務
に
従
事
し
た
こ
と
に
よ
る
負
傷
若
し

く
は
疾
病
に
よ
り
死
亡
し
、
若
し
く
は
障
害
の

状
態
と
な
つ
た
場
合
に
は
、
九
千
百
円 

 

と
す

る
。
た
だ
し
、
そ
の
額
が
、
そ
の
者
の
通
常
得

て
い
る
収
入
の
日
額
に
比
し
て
公
正
を
欠
く
と

認
め
ら
れ
る
と
き
は
、
一
万
四
千
二
百
円
を
超

え
な
い
範
囲
内
に
お
い
て
こ
れ
を
増
額
し
た
額

と
す
る
こ
と
が
で
き
る
。 

二 

消
防
作
業
従
事
者
、
救
急
業
務
協
力
者
若
し

く
は
水
防
従
事
者
又
は
応
急
措
置
従
事
者
（
以

下
「
消
防
作
業
従
事
者
等
」
と
い
う
。
）
が
消

防
作
業
等
に
従
事
し
、
若
し
く
は
救
急
業
務
に

協
力
し
、
又
は
応
急
措
置
の
業
務
に
従
事
し
た

こ
と
に
よ
り
死
亡
し
、
負
傷
し
、
若
し
く
は
疾

病
に
か
か
り
、
又
は
消
防
作
業
等
に
従
事
し
、

若
し
く
は
救
急
業
務
に
協
力
し
、
又
は
応
急
措

置
の
業
務
に
従
事
し
た
こ
と
に
よ
る
負
傷
若
し

く
は
疾
病
に
よ
り
死
亡
し
、
若
し
く
は
障
害
の

状
態
と
な
つ
た
場
合
に
は
、
九
千
七
百
円
と
す

る
。
た
だ
し
、
そ
の
額
が
、
そ
の
者
の
通
常
得

て
い
る
収
入
の
日
額
に
比
し
て
公
正
を
欠
く
と

認
め
ら
れ
る
と
き
は
、
一
万
四
千
五
百
円
を
超

え
な
い
範
囲
内
に
お
い
て
こ
れ
を
増
額
し
た
額

と
す
る
こ
と
が
で
き
る
。 

３ 

次
の
各
号
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
者
で
、
消

防
団
員
又
は
消
防
作
業
従
事
者
等
（
以
下
「
消
防

団
員
等
」
と
い
う
。
）
の
事
故
発
生
日
に
お
い
て
、

他
に
生
計
の
み
ち
が
な
く
主
と
し
て
消
防
団
員
等

の
扶
養
を
受
け
て
い
た
も
の
を
扶
養
親
族
と
し
、

扶
養
親
族
の
あ
る
消
防
団
員
等
に
つ
い
て
は
、
前

項
の
規
定
に
よ
る
金
額
に
、
第
一
号
又
は
第
三
号

か
ら
第
六
号
ま
で
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
扶
養

親
族
に
つ
い
て
は
一
人
に
つ
き
二
百
十
七
円
を
、

第
二
号
に
該
当
す
る
扶
養
親
族
に
つ
い
て
は
一
人

に
つ
き
三
百
三
十
三
円
円
三
百
八
十
三
円
を
、
第

三
号
か
ら
第
六
号
ま
で
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る

扶
養
親
族
に
つ
い
て
は
一
人
に
を
、
そ
れ
ぞ
れ
加

算
し
て
得
た
額
を
も
つ
て
補
償
基
礎
額
と
す
る
。 

３ 

次
の
各
号
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
者
で
、
消

防
団
員
又
は
消
防
作
業
従
事
者
等
（
以
下
「
消
防

団
員
等
」
と
い
う
。
）
の
事
故
発
生
日
に
お
い
て
、

他
に
生
計
の
み
ち
が
な
く
主
と
し
て
消
防
団
員
等

の
扶
養
を
受
け
て
い
た
も
の
を
扶
養
親
族
と
し
、

扶
養
親
族
の
あ
る
消
防
団
員
等
に
つ
い
て
は
、
前

項
の
規
定
に
よ
る
金
額
に
、
第
一
号
又
は
第
三
号

か
ら
第
六
号
ま
で
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
扶
養

親
族
に
つ
い
て
は
一
人
に
つ
き
百
円 

 
 
 
 
 

を
、

第
二
号
に
該
当
す
る
扶
養
親
族
に
つ
い
て
は
一
人

に
つ
き
三
百
八
十
三
円
を
、
第
三
号
か
ら
第
六
号

ま
で
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
扶
養
親
族
に
つ
い

て
は
一
人
に
つ
き
二
百
十
七
円
を
、
そ
れ
ぞ
れ
加

算
し
て
得
た
額
を
も
つ
て
補
償
基
礎
額
と
す
る
。 

４ 

扶
養
親
族
た
る
子
の
う
ち
に
十
五
歳
に
達
す
る

４ 

扶
養
親
族
た
る
子
の
う
ち
に
十
五
歳
に
達
す
る

3



 

日
後
の
最
初
の
四
月
一
日
か
ら
二
十
二
歳
に
達
す

る
日
以
後
の
最
初
の
三
月
三
十
一
日
ま
で
の
間

（
以
下
こ
の
項
に
お
い
て
「
特
定
期
間
」
と
い
う
。
）

に
あ
る
子
が
い
る
消
防
団
員
等
に
つ
い
て
は
、
前

項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
百
六
十
七
円
に
特
定

期
間
に
あ
る
当
該
扶
養
親
族
た
る
子
の
数
を
乗
じ

て
得
た
額
を
同
項
の
規
定
に
よ
る
額
に
加
算
し
た

額
を
も
つ
て
補
償
基
礎
額
と
す
る
。 

日
後
の
最
初
の
四
月
一
日
か
ら
二
十
二
歳
に
達
す

る
日
以
後
の
最
初
の
三
月
三
十
一
日
ま
で
の
間

（
以
下
こ
の
項
に
お
い
て
「
特
定
期
間
」
と
い
う
。
）

に
あ
る
子
が
い
る
消
防
団
員
等
に
つ
い
て
は
、
前

項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
百
六
十
七
円
に
当
該

期
間
に
あ
る
当
該
扶
養
親
族
た
る
子
の
数
を
乗
じ

て
得
た
額
を
同
項
の
規
定
に
よ
る
額
に
加
算
し
た

額
を
も
つ
て
補
償
基
礎
額
と
す
る
。 

別
表 

別
表 

補
償
基
礎
額
表
（
第
五
条
関
係
） 

補
償
基
礎
額
表
（
第
五
条
関
係
） 

階
級 

勤
務
年
数 

一
〇
年
未
満 

一
〇
年
以
上

二
〇
年
未
満 

二
〇
年
以
上 

団
長
及

び
副
団

長 

一
二
、
五
〇

〇
円 

一
三
、
三
五

〇
円 

一
四
、
二
〇

〇
円 

分
団
長

及
び
副

分
団
長 

一
〇
、
八
〇

〇
円 

一
一
、
六
五

〇
円 

一
二
、
五
〇

〇
円 

部
長
、

班
長
及

び
団
員 

九
、
一
〇
〇

円 

九
、
九
五
〇

円 

一
〇
、
八
〇

〇
円 

 

階
級 

勤
務
年
数 

一
〇
年
未
満 

一
〇
年
以
上

二
〇
年
未
満 

二
〇
年
以
上 

団
長
及

び
副
団

長 
一
二
、
九
〇

〇
円 

一
三
、
七
〇

〇
円 

一
四
、
五
〇

〇
円 

分
団
長

及
び
副

分
団
長 

一
一
、
三
〇

〇
円 

一
二
、
一
〇

〇
円 

一
二
、
九
〇

〇
円 

部
長
、

班
長
及

び
団
員 

九
、
七
〇
〇

円 

一
〇
、
五
〇

〇
円 

一
一
、
三
〇

〇
円 
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令和 7 年 3 月議会 総務財政委員会（資料） 

総務部 防災危機管理課 

議 案 
第４８号 

宇部市消防団員等公務災害補償条例中一部改正の件 

要 旨 
 非常勤消防団員等に係る損害補償の基準を定める政令（昭和 31 年

政令第 335 号）の一部改正に伴い、所要の整備を行うもの。 

概 要 

１ 改正の概要 

 消防団員及び消防団員の支援を行った民間人が公務により死亡・

負傷等した場合の補償基礎額を引き上げる。 

２ 改正内容 

 （１）第５条第２項第１号関係別表の変更（対象：消防団員） 

別表 補償基礎額表の変更             単位：円 

階級 

勤続年数   

10 年未満 
10 年以上 

20 年未満 
20 年以上 

団長及び副団長 12,900 

（12,500） 

13,700 

（13,350） 

14,500 

（14,200） 

分団長及び副分団長 11,300 

（10,800） 

12,100 

（11,650） 

12,900 

（12,500） 

部長、班長及び団員 9,700 

（9,100） 

10,500 

（9,950） 

11,300 

（10,800） 

（ ）内書は現行の補償基礎額である。 

（２）第５条第２項第２号中の金額変更（対象：民間協力者） 

消防作業従事者等の補償基礎額の最低額を 9,100 円から 9,700 円

に、最高額を 14,200 円から 14,500 円に引き上げる。 

（３）第５条第３項中の金額変更（対象：消防団員又は民間協力者

の扶養親族） 

扶養に係る補償基礎額の加算額（日額）を第１号扶養者（配偶者）

は 217 円から 100 円に、第２号扶養者（子）は 333 円から 383 円に

変更する。 

※第３号から第６号扶養者（その他）は 217 円で変更はなし。 

 

施行日 

 

令和７年４月１日 



議
案
第
二
十
九
号 

 
情
報
通
信
技
術
の
活
用
に
よ
る
行
政
手
続
等
に
係
る
関
係
者
の
利
便
性
の
向
上 

並
び
に
行
政
運
営
の
簡
素
化
及
び
効
率
化
を
図
る
た
め
の
デ
ジ
タ
ル
社
会
形
成 

基
本
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
の
施
行
に
伴
う
関
係
条
例
の
整
理
に
関
す 

る
条
例
制
定
の
件 

 

情
報
通
信
技
術
の
活
用
に
よ
る
行
政
手
続
等
に
係
る
関
係
者
の
利
便
性
の
向
上
並
び
に
行
政
運

営
の
簡
素
化
及
び
効
率
化
を
図
る
た
め
の
デ
ジ
タ
ル
社
会
形
成
基
本
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法

律
の
施
行
に
伴
う
関
係
条
例
の
整
理
に
関
す
る
条
例
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。 

令
和
七
年
二
月
十
九
日
提
出 

 

宇
部
市
長 

 

篠 

﨑 

圭 

二 

   
 

 

情
報
通
信
技
術
の
活
用
に
よ
る
行
政
手
続
等
に
係
る
関
係
者
の
利
便
性
の
向
上
並
び
に
行

政
運
営
の
簡
素
化
及
び
効
率
化
を
図
る
た
め
の
デ
ジ
タ
ル
社
会
形
成
基
本
法
等
の
一
部
を

改
正
す
る
法
律
の
施
行
に
伴
う
関
係
条
例
の
整
理
に
関
す
る
条
例 

（
宇
部
市
個
人
番
号
の
利
用
及
び
特
定
個
人
情
報
の
提
供
に
関
す
る
条
例
の
一
部
改
正
） 

第
一
条 

宇
部
市
個
人
番
号
の
利
用
及
び
特
定
個
人
情
報
の
提
供
に
関
す
る
条
例
（
平
成
二
十
七

年
条
例
第
四
十
四
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。 

 
 

第
二
条
第
一
項
第
二
号
中
「
第
二
条
第
八
項
」
を
「
第
二
条
第
九
項
」
に
改
め
、
同
項
第
三

号
中
「
第
二
条
第
十
二
項
」
を
「
第
二
条
第
十
三
項
」
に
改
め
、
同
項
第
四
号
中
「
第
二
条
第

十
四
項
」
を
「
第
二
条
第
十
五
項
」
に
改
め
る
。 

（
宇
部
市
税
賦
課
徴
収
条
例
の
一
部
改
正
） 

第
二
条 

宇
部
市
税
賦
課
徴
収
条
例
（
昭
和
二
十
五
年
条
例
第
四
十
二
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う

に
改
め
る
。 

 
 

第
三
十
六
条
の
二
第
九
項
中
「
第
二
条
第
十
五
項
」
を
「
第
二
条
第
十
六
項
」
に
改
め
る
。 

（
宇
部
市
都
市
計
画
税
賦
課
徴
収
条
例
の
一
部
改
正
） 

第
三
条 

宇
部
市
都
市
計
画
税
賦
課
徴
収
条
例
（
昭
和
三
十
一
年
条
例
第
十
八
号
）
の
一
部
を
次

の
よ
う
に
改
め
る
。 

 
 

附
則
第
六
項
第
一
号
中
「
同
条
第
十
五
項
」
を
「
同
条
第
十
六
項
」
に
改
め
る
。 

附 

則 

こ
の
条
例
は
、
令
和
七
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。 
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「
説
明
」 

 

行
政
手
続
に
お
け
る
特
定
の
個
人
を
識
別
す
る
た
め
の
番
号
の
利
用
等
に
関
す
る
法
律
（
平
成

二
十
五
年
法
律
第
二
十
七
号
）
の
一
部
改
正
に
伴
い
、
関
係
条
例
の
整
理
を
行
う
も
の
で
あ
る
。 

 

こ
れ
が
、
こ
の
条
例
案
を
提
出
す
る
理
由
で
あ
る
。 

5
8



 

（
参
考
） 

新 
 

 

旧 
 

 

対 
 

 

照 
 

 

表 

 
 

 

宇
部
市
個
人
番
号
の
利
用
及
び
特
定
個
人
情
報
の
提
供
に
関
す
る
条
例
（
平
成
二
十
七
年
条
例
第
四
十 

四
号
） 

旧 

新 

（
定
義
） 

（
定
義
） 

第
二
条 

第
二
条 

二 

特
定
個
人
情
報 

法
第
二
条
第
八
項
に
規
定

す
る
特
定
個
人
情
報
を
い
う
。 

二 

特
定
個
人
情
報 

法
第
二
条
第
九
項
に
規
定

す
る
特
定
個
人
情
報
を
い
う
。 

三 

個
人
番
号
利
用
事
務
実
施
者 

法
第
二
条
第

十
二
項
に
規
定
す
る
個
人
番
号
利
用
事
務
実
施

者
を
い
う
。 

三 

個
人
番
号
利
用
事
務
実
施
者 

法
第
二
条
第

十
三
項
に
規
定
す
る
個
人
番
号
利
用
事
務
実
施

者
を
い
う
。 

四 

情
報
提
供
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
シ
ス
テ
ム 

法
第

二
条
第
十
四
項
に
規
定
す
る
情
報
提
供
ネ
ッ
ト

ワ
ー
ク
シ
ス
テ
ム
を
い
う
。 

四 

情
報
提
供
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
シ
ス
テ
ム 

法
第

二
条
第
十
五
項
に
規
定
す
る
情
報
提
供
ネ
ッ
ト

ワ
ー
ク
シ
ス
テ
ム
を
い
う
。 

   

宇
部
市
税
賦
課
徴
収
条
例
（
昭
和
二
十
五
年
条
例
第
四
十
二
号
） 

旧 

新 

（
市
民
税
の
申
告
） 

（
市
民
税
の
申
告
） 

第
三
十
六
条
の
二 

第
三
十
六
条
の
二 

９ 

市
長
は
、
市
民
税
の
賦
課
徴
収
に
つ
い
て
必
要

が
あ
る
と
認
め
る
場
合
に
は
、
新
た
に
第
二
十
三

条
第
一
項
第
三
号
又
は
第
四
号
に
掲
げ
る
者
に
該

当
す
る
こ
と
と
な
つ
た
者
に
、
当
該
該
当
す
る
こ

と
と
な
つ
た
日
か
ら
六
十
日
以
内
に
、
そ
の
名
称
、

代
表
者
又
は
管
理
人
の
氏
名
、
主
た
る
事
務
所
又

は
事
業
所
の
所
在
、
当
該
市
内
に
有
す
る
事
務
所
、

事
業
所
又
は
寮
等
の
所
在
、
法
人
番
号
（
行
政
手

続
に
お
け
る
特
定
の
個
人
を
識
別
す
る
た
め
の
番

号
の
利
用
等
に
関
す
る
法
律
（
平
成
二
十
五
年
法

律
第
二
十
七
号
）
第
二
条
第
十
五
項
に
規
定
す
る

法
人
番
号
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
、
当
該
該
当

す
る
こ
と
と
な
つ
た
日
そ
の
他
必
要
な
事
項
を
申

告
さ
せ
る
こ
と
が
で
き
る
。 

９ 

市
長
は
、
市
民
税
の
賦
課
徴
収
に
つ
い
て
必
要

が
あ
る
と
認
め
る
場
合
に
は
、
新
た
に
第
二
十
三

条
第
一
項
第
三
号
又
は
第
四
号
に
掲
げ
る
者
に
該

当
す
る
こ
と
と
な
つ
た
者
に
、
当
該
該
当
す
る
こ

と
と
な
つ
た
日
か
ら
六
十
日
以
内
に
、
そ
の
名
称
、

代
表
者
又
は
管
理
人
の
氏
名
、
主
た
る
事
務
所
又

は
事
業
所
の
所
在
、
当
該
市
内
に
有
す
る
事
務
所
、

事
業
所
又
は
寮
等
の
所
在
、
法
人
番
号
（
行
政
手

続
に
お
け
る
特
定
の
個
人
を
識
別
す
る
た
め
の
番

号
の
利
用
等
に
関
す
る
法
律
（
平
成
二
十
五
年
法

律
第
二
十
七
号
）
第
二
条
第
十
六
項
に
規
定
す
る

法
人
番
号
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
、
当
該
該
当

す
る
こ
と
と
な
つ
た
日
そ
の
他
必
要
な
事
項
を
申

告
さ
せ
る
こ
と
が
で
き
る
。 
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宇
部
市
都
市
計
画
税
賦
課
徴
収
条
例
（
昭
和
三
十
一
年
条
例
第
十
八
号
） 

旧 

新 

附 

則 

附 

則 

（
改
修
実
演
芸
術
公
演
施
設
に
対
す
る
都
市
計
画
税

の
減
額
の
規
定
の
適
用
を
受
け
よ
う
と
す
る
者
が
す

べ
き
申
告
） 

（
改
修
実
演
芸
術
公
演
施
設
に
対
す
る
都
市
計
画
税

の
減
額
の
規
定
の
適
用
を
受
け
よ
う
と
す
る
者
が
す

べ
き
申
告
） 

６ 

６ 

一 

納
税
義
務
者
の
住
所
、
氏
名
又
は
名
称
及
び

個
人
番
号
（
行
政
手
続
に
お
け
る
特
定
の
個
人

を
識
別
す
る
た
め
の
番
号
の
利
用
等
に
関
す
る

法
律
（
平
成
二
十
五
年
法
律
第
二
十
七
号
）
第

二
条
第
五
項
に
規
定
す
る
個
人
番
号
を
い
い
、

当
該
書
類
を
提
出
す
る
者
の
同
項
に
規
定
す
る

個
人
番
号
に
限
る
。
以
下
こ
の
号
に
お
い
て
同

じ
。
）
又
は
法
人
番
号
（
同
条
第
十
五
項
に
規

定
す
る
法
人
番
号
を
い
う
。
以
下
こ
の
号
に
お

い
て
同
じ
。
）
（
個
人
番
号
又
は
法
人
番
号
を

有
し
な
い
者
に
あ
つ
て
は
、
住
所
及
び
氏
名
又

は
名
称
） 

一 

納
税
義
務
者
の
住
所
、
氏
名
又
は
名
称
及
び

個
人
番
号
（
行
政
手
続
に
お
け
る
特
定
の
個
人

を
識
別
す
る
た
め
の
番
号
の
利
用
等
に
関
す
る

法
律
（
平
成
二
十
五
年
法
律
第
二
十
七
号
）
第

二
条
第
五
項
に
規
定
す
る
個
人
番
号
を
い
い
、

当
該
書
類
を
提
出
す
る
者
の
同
項
に
規
定
す
る

個
人
番
号
に
限
る
。
以
下
こ
の
号
に
お
い
て
同

じ
。
）
又
は
法
人
番
号
（
同
条
第
十
六
項
に
規

定
す
る
法
人
番
号
を
い
う
。
以
下
こ
の
号
に
お

い
て
同
じ
。
）
（
個
人
番
号
又
は
法
人
番
号
を

有
し
な
い
者
に
あ
つ
て
は
、
住
所
及
び
氏
名
又

は
名
称
） 
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令和 7 年 3 月議会 総務財政委員会（資料） 

総務部 デジタル推進課 

議 案 

第２９号 

情報通信技術の活用による行政手続等に係る関係者の利便性の向上

並びに行政運営の簡素化及び効率化を図るためのデジタル社会形成

基本法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係条例の整理に関す

る条例制定の件 

 

要 旨 

 

行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関す

る法律（平成２５年法律第２７号）の一部改正に伴い、関係条例の整

理を行うもの。 

概 要 

１ 条例改正に係る法の主な改正内容 

 スマートフォンに格納されたマイナンバー情報で本人確認ができ

る仕組みを設けるため、この度の法の一部改正において「カード代替

電磁的記録」の定義（第二条第八項）が追加された。 

 

２ 主な改正内容  

行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関

する法律の一部改正により、条ずれが生じたため、当該条文を引用す

る条例について必要な規程の整理を行う。 

 

３ 関係条例 

（1）宇部市個人番号の利用及び特定個人情報の提供に関する条例 

    （デジタル推進課） 

（2）宇部市税賦課徴収条例（市民税課） 

（3）宇部市都市計画税賦課徴収条例（資産税課） 

 

施行日 

 

令和７年４月１日 

 

カード代替電磁的記録   

個人番号カードの記録事項に係る電磁的記録及び当該電磁的記録がそ

の送信を行った者のものであることを当該電磁的記録の送信を受けた

者が確認するために必要な事項として主務省令で定める事項に係る電

磁的記録について地方公共団体情報システム機構が電子署名を行った

ものにより一体的に構成された電磁的記録をいうものとする。 

（第２条第８項関係） 



議
案
第
三
十
号 

 
宇
部
市
本
庁
舎
会
議
室
等
の
使
用
に
関
す
る
条
例
制
定
の
件 

 

宇
部
市
本
庁
舎
会
議
室
等
の
使
用
に
関
す
る
条
例
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。 

令
和
七
年
二
月
十
九
日
提
出 

 

宇
部
市
長 

 

篠 

﨑 

圭 

二 

   
 

 

宇
部
市
本
庁
舎
会
議
室
等
の
使
用
に
関
す
る
条
例 

（
趣
旨
） 

第
一
条 

こ
の
条
例
は
、
地
方
自
治
法
（
昭
和
二
十
二
年
法
律
第
六
十
七
号
）
第
二
百
三
十
八
条

の
四
第
七
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
宇
部
市
本
庁
舎
の
会
議
室
等
を
本
市
の
事
務
又
は
事
業
に
支

障
の
な
い
範
囲
で
市
民
等
の
使
用
に
供
す
る
こ
と
に
つ
い
て
、
必
要
な
事
項
を
定
め
る
も
の
と

す
る
。 

（
定
義
） 

第
二
条 

こ
の
条
例
に
お
い
て
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
用
語
の
意
義
は
、
当
該
各
号
に
定
め
る
と

こ
ろ
に
よ
る
。 

一 

本
庁
舎 

宇
部
市
役
所
の
位
置
を
定
め
る
条
例
（
昭
和
三
十
年
条
例
第
四
十
二
号
）
に
定

め
ら
れ
た
位
置
に
存
す
る
庁
舎
を
い
う
。 

二 

会
議
室
等 

別
表
に
掲
げ
る
会
議
室
、
多
目
的
ス
タ
ジ
オ
及
び
多
目
的
室
を
い
う
。 

三 

休
日 

宇
部
市
の
休
日
に
関
す
る
条
例
（
平
成
二
年
条
例
第
十
五
号
）
第
一
条
第
一
項
に

定
め
る
休
日
を
い
う
。 

四 

平
日 

前
号
に
規
定
す
る
日
以
外
の
日
を
い
う
。 

（
使
用
で
き
な
い
日
） 

第
三
条 

会
議
室
等
を
使
用
で
き
な
い
日
は
、
十
二
月
二
十
九
日
か
ら
翌
年
の
一
月
三
日
ま
で
の

日
と
す
る
。 

２ 

市
長
は
、
前
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
特
に
必
要
が
あ
る
と
認
め
る
と
き
は
、
使
用
で
き

な
い
日
を
変
更
し
、
又
は
臨
時
に
使
用
で
き
な
い
日
を
定
め
る
こ
と
が
で
き
る
。 

（
使
用
時
間
） 

第
四
条 

会
議
室
等
の
使
用
時
間
は
、
平
日
に
お
い
て
は
午
後
六
時
か
ら
午
後
十
時
ま
で
、
休
日

に
お
い
て
は
午
前
九
時
か
ら
午
後
十
時
ま
で
と
す
る
。
た
だ
し
、
多
目
的
ス
タ
ジ
オ
及
び
多
目

的
室
は
、
平
日
に
お
い
て
も
午
前
九
時
か
ら
午
後
十
時
ま
で
と
す
る
。 
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２ 

市
長
は
、
前
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
特
に
必
要
が
あ
る
と
認
め
る
と
き
は
、
前
項
の
使

用
時
間
を
変
更
す
る
こ
と
が
で
き
る
。 

（
使
用
の
許
可
） 

第
五
条 

会
議
室
等
を
使
用
し
よ
う
と
す
る
者
は
、
市
規
則
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
市
長
の

許
可
を
受
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
許
可
を
受
け
た
事
項
を
変
更
し
よ
う
と
す
る
と
き
も
同
様

と
す
る
。 

２ 

市
長
は
、
本
市
の
事
務
又
は
事
業
で
使
用
す
る
必
要
が
あ
る
と
き
は
、
前
項
の
許
可
を
し
な

い
。 

３ 

市
長
は
、
第
一
項
の
許
可
を
す
る
場
合
に
お
い
て
、
会
議
室
等
の
管
理
運
営
上
必
要
が
あ
る

と
き
は
、
そ
の
使
用
に
つ
い
て
条
件
を
付
す
る
こ
と
が
で
き
る
。 

（
許
可
の
制
限
） 

第
六
条 

市
長
は
、
次
の
各
号
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
と
き
は
、
使
用
を
許
可
し
な
い
。 

一 

秩
序
を
乱
し
、
又
は
善
良
な
風
俗
を
害
す
る
お
そ
れ
が
あ
る
と
認
め
る
と
き
。 

二 

建
物
又
は
附
属
設
備
を
損
傷
し
、
汚
損
し
、
又
は
滅
失
さ
せ
る
お
そ
れ
が
あ
る
と
認
め
る

と
き
。 

三 

特
定
の
政
党
の
利
害
に
関
す
る
こ
と
又
は
公
私
の
選
挙
に
関
し
特
定
の
候
補
者
を
支
持
す

る
こ
と
を
目
的
と
す
る
と
き
。 

四 

特
定
の
宗
教
を
支
持
し
、
又
は
特
定
の
教
派
、
宗
派
若
し
く
は
教
団
を
支
援
す
る
こ
と
を

目
的
と
す
る
と
き
。 

五 

宇
部
市
暴
力
団
排
除
条
例
（
平
成
二
十
三
年
条
例
第
十
九
号
）
第
二
条
第
一
号
に
規
定
す

る
暴
力
団
の
利
益
に
な
る
と
認
め
る
と
き
。 

六 

偽
り
そ
の
他
不
正
の
手
段
に
よ
り
使
用
の
許
可
を
受
け
た
こ
と
が
あ
る
個
人
又
は
団
体
若

し
く
は
そ
の
構
成
員
の
使
用
で
あ
る
と
認
め
る
と
き
。 

七 

そ
の
他
本
庁
舎
の
管
理
運
営
上
支
障
が
あ
る
と
認
め
る
と
き
。 

（
許
可
の
取
消
し
等
） 

第
七
条 

市
長
は
、
会
議
室
等
の
使
用
に
つ
い
て
次
の
各
号
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
と
き
は
、

使
用
の
許
可
を
取
り
消
し
、
使
用
を
停
止
し
、
又
は
許
可
条
件
を
変
更
す
る
こ
と
が
で
き
る
。 

一 

第
五
条
第
一
項
に
規
定
す
る
市
長
の
許
可
を
受
け
た
者
（
以
下
「
使
用
者
」
と
い
う
。
）

が
こ
の
条
例
又
は
こ
の
条
例
に
基
づ
く
規
則
若
し
く
は
許
可
条
件
に
違
反
し
た
と
き
。 

二 

前
条
各
号
の
い
ず
れ
か
に
該
当
し
た
と
き
。 

三 

係
員
の
指
示
に
従
わ
ず
、
又
は
許
可
さ
れ
た
目
的
以
外
に
使
用
し
た
と
き
。 

四 

使
用
者
が
偽
り
そ
の
他
不
正
の
手
段
に
よ
り
使
用
の
許
可
を
受
け
た
と
き
。 

五 

災
害
そ
の
他
不
可
抗
力
に
よ
っ
て
会
議
室
等
を
使
用
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
と
き
。 

六 

本
市
の
事
務
又
は
事
業
で
使
用
す
る
必
要
が
生
じ
た
と
き
。 
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２ 

市
長
は
、
前
項
の
規
定
に
よ
る
使
用
の
許
可
の
取
消
し
等
に
よ
り
使
用
者
が
被
っ
た
損
害
に

つ
い
て
は
、
そ
の
賠
償
の
責
め
を
負
わ
な
い
。 

（
使
用
料
） 

第
八
条 

使
用
者
は
、
別
表
に
定
め
る
使
用
料
を
前
納
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
た
だ
し
、
市
長

が
特
別
の
理
由
が
あ
る
と
認
め
る
と
き
は
、
後
納
す
る
こ
と
が
で
き
る
。 

（
使
用
料
の
減
免
） 

第
九
条 

市
長
は
、
前
条
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
次
の
各
号
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
と
き
は
、

使
用
料
を
減
免
す
る
こ
と
が
で
き
る
。 

 

一 

本
市
又
は
そ
の
機
関
が
主
催
又
は
共
催
す
る
行
事
等
に
使
用
す
る
と
き
。 

 

二 

本
市
が
指
定
す
る
委
託
業
務
の
受
託
者
が
当
該
業
務
に
関
連
す
る
行
事
等
に
使
用
す
る
と

き
。 

 

三 

市
長
が
特
別
の
理
由
が
あ
る
と
認
め
る
と
き
。 

（
使
用
料
の
還
付
） 

第
十
条 

既
納
の
使
用
料
は
、
還
付
し
な
い
。
た
だ
し
、
市
長
が
特
別
の
理
由
が
あ
る
と
認
め
る

と
き
は
、
そ
の
全
部
又
は
一
部
を
還
付
す
る
こ
と
が
で
き
る
。 

（
原
状
回
復
） 

第
十
一
条 

使
用
者
は
、
会
議
室
等
の
使
用
を
終
了
し
た
と
き
又
は
第
七
条
の
規
定
に
よ
り
使
用

の
許
可
の
取
消
し
若
し
く
は
使
用
の
停
止
を
受
け
た
と
き
は
、
直
ち
に
こ
れ
を
原
状
に
復
さ
な

け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

（
損
害
賠
償
） 

第
十
二
条 

使
用
者
は
、
自
己
の
責
め
に
帰
す
べ
き
理
由
に
よ
っ
て
建
物
又
は
附
属
設
備
を
損
傷

し
、
汚
損
し
、
又
は
滅
失
さ
せ
た
と
き
は
、
速
や
か
に
市
長
が
認
定
し
た
損
害
額
を
賠
償
し
な

け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

（
転
貸
及
び
譲
渡
の
制
限
） 

第
十
三
条 

使
用
者
は
、
会
議
室
等
の
使
用
の
権
利
を
転
貸
し
、
又
は
譲
渡
し
て
は
な
ら
な
い
。

た
だ
し
、
市
長
の
承
認
を
受
け
た
と
き
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。 

（
委
任
） 

第
十
四
条 

こ
の
条
例
に
定
め
る
も
の
の
ほ
か
、
こ
の
条
例
の
施
行
に
関
し
必
要
な
事
項
は
、
市

規
則
で
定
め
る
。 

 
 

 

附 

則 

（
施
行
期
日
） 

１ 

こ
の
条
例
は
、
公
布
の
日
か
ら
起
算
し
て
六
月
を
越
え
な
い
範
囲
内
に
お
い
て
市
規
則
で
定

め
る
日
か
ら
施
行
す
る
。 

（
準
備
行
為
） 
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２ 

会
議
室
等
を
使
用
さ
せ
る
た
め
に
必
要
な
手
続
そ
の
他
の
行
為
は
、
こ
の
条
例
の
施
行
の
日

前
に
お
い
て
も
行
う
こ
と
が
で
き
る
。 

（
宇
部
市
駐
車
場
条
例
の
一
部
改
正
） 

３ 

宇
部
市
駐
車
場
条
例
（
令
和
四
年
条
例
第
十
九
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。 

別
表
第
一
備
考
第
一
号
中
「
利
用
す
る
者
」
の
下
に
「
（
土
曜
日
、
日
曜
日
又
は
国
民
の
祝

日
に
関
す
る
法
律
に
規
定
す
る
休
日
に
利
用
す
る
者
を
除
く
。
）
」
を
加
え
、
同
表
備
考
第
二

号
中
「
本
庁
舎
等
を
利
用
す
る
者
に
つ
い
て
」
を
「
本
市
又
は
税
務
署
の
事
務
又
は
事
業
に
関

す
る
用
務
の
た
め
に
本
庁
舎
等
を
利
用
す
る
者
に
つ
い
て
」
に
改
め
る
。 

別
表
（
第
二
条
、
第
八
条
関
係
） 

区
分 

使
用
料
の
額 

午

前

九

時

か

ら

午

後

六

時

ま

で

一

時

間

に

つ
き 

午

後

六

時

か

ら

午

後

一

〇

時

ま

で

一

時

間

に
つ
き 

会
議
室
Ａ 
四
九
〇
円 

六
三
〇
円 

会
議
室
Ｂ 

四
九
〇
円 

六
三
〇
円 

会
議
室
Ｃ 

四
九
〇
円 

六
三
〇
円 

会
議
室
Ｄ 

四
九
〇
円 

六
三
〇
円 

会
議
室
Ｅ 

四
九
〇
円 

六
三
〇
円 

多
目
的
ス
タ
ジ
オ 

一
般 

七
四
〇
円 

九
六
〇
円 

大
学
生
以
下 

三
七
〇
円 
四
八
〇
円 

多
目
的
室
Ａ 

一
般 

六
一
〇
円 

七
九
〇
円 

大
学
生
以
下 

三
一
〇
円 

四
〇
〇
円 

多
目
的
室
Ｂ 

一
般 

七
〇
〇
円 

九
一
〇
円 

大
学
生
以
下 

三
五
〇
円 

四
六
〇
円 

備
考 

 
 

１ 

使
用
料
は
、
消
費
税
法
（
昭
和
六
十
三
年
法
律
第
百
八
号
）
及
び
地
方
税
法
（
昭
和
二

十
五
年
法
律
第
二
百
二
十
六
号
）
の
規
定
に
よ
る
消
費
税
額
及
び
地
方
消
費
税
額
を
含
む
。 

２ 

使
用
時
間
に
一
時
間
未
満
の
端
数
が
あ
る
と
き
は
、
当
該
端
数
は
一
時
間
に
切
り
上
げ

て
使
用
料
を
算
出
す
る
も
の
と
す
る
。 

３ 

入
場
料
・
会
費
等
を
徴
収
し
、
又
は
商
行
為
を
行
う
と
き
の
使
用
料
の
額
は
、
所
定
の

使
用
料
の
二
倍
の
額
と
す
る
。 

４ 

使
用
時
間
に
は
、
実
際
に
使
用
す
る
時
間
の
ほ
か
、
準
備
及
び
原
状
に
復
す
る
た
め
に

要
す
る
時
間
を
含
む
。 
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５ 

冷
暖
房
を
使
用
す
る
と
き
は
、
そ
の
実
費
を
徴
収
す
る
。
た
だ
し
、
第
九
条
の
規
定
に

よ
り
減
免
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
者
に
つ
い
て
は
そ
の
実
費
を
徴
収
し
な
い
。 

「
説
明
」 

 

宇
部
市
本
庁
舎
の
市
民
交
流
棟
に
お
い
て
、
市
民
等
の
交
流
及
び
活
動
の
場
と
し
て
の
活
用
を

図
る
た
め
、
会
議
室
等
を
市
民
等
の
利
用
に
供
す
る
こ
と
に
つ
い
て
、
必
要
な
事
項
を
定
め
る
条

例
を
制
定
す
る
も
の
で
あ
る
。 

 

こ
れ
が
、
こ
の
条
例
案
を
提
出
す
る
理
由
で
あ
る
。 
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（
参
考
） 

新 
 

 

旧 
 

 

対 
 

 

照 
 

 

表 

宇
部
市
駐
車
場
条
例
（
令
和
四
年
条
例
第
十
九
号
） 

旧 

新 

別
表
第
一
（
第
五
条
関
係
） 

別
表
第
一
（
第
五
条
関
係
） 

備
考 

備
考 

１ 

本
庁
舎
及
び
宇
部
税
務
署
（
以
下
「
本
庁

舎
等
」
と
い
う
。
）
を
利
用
す
る
者
（
土
曜

日
、
日
曜
日
又
は
国
民
の
祝
日
に
関
す
る
法

律
に
規
定
す
る
休
日
に
利
用
す
る
者
を
除

く
。
）
に
つ
い
て
は
、
駐
車
券
を
本
庁
舎
等

内
に
備
付
け
の
割
引
ラ
イ
タ
ー
（
割
引
認
証

機
）
に
通
す
こ
と
に
よ
り
一
時
間
以
内
無
料

と
す
る
。 

１ 

本
庁
舎
及
び
宇
部
税
務
署
（
以
下
「
本
庁

舎
等
」
と
い
う
。
）
を
利
用
す
る
者
（
土
曜

日
、
日
曜
日
又
は
国
民
の
祝
日
に
関
す
る
法

律
に
規
定
す
る
休
日
に
利
用
す
る
者
を
除

く
。
）
に
つ
い
て
は
、
駐
車
券
を
本
庁
舎
等

内
に
備
付
け
の
割
引
ラ
イ
タ
ー
（
割
引
認
証

機
）
に
通
す
こ
と
に
よ
り
一
時
間
以
内
無
料

と
す
る
。 

２ 

本
庁
舎
等
を
利
用
す
る
者
に
つ
い
て
本
市

の
事
務
若
し
く
は
事
業
又
は
税
務
署
の
事
務

に
関
す
る
用
利
用
時
間
が
一
時
間
を
超
え
る

と
き
は
、
前
項
の
規
定
に
よ
り
割
引
ラ
イ
タ

ー
に
通
し
た
後
の
駐
車
券
と
サ
ー
ビ
ス
券

（
本
庁
舎
等
を
利
用
す
る
者
が
そ
の
訪
問
先

で
受
け
取
る
こ
と
が
で
き
る
利
用
時
間
に
応

じ
た
駐
車
場
の
無
料
サ
ー
ビ
ス
券
を
い
う
。
）

を
自
動
精
算
機
に
通
す
こ
と
に
よ
り
無
料
と

す
る
。 

２ 
本
市
又
は
税
務
署
の
事
務
又
は
事
業
に
関

す
る
用
務
の
た
め
に
本
庁
舎
等
を
利
用
す
る

者
に
つ
い
て
利
用
時
間
が
一
時
間
を
超
え
る

と
き
は
、
前
項
の
規
定
に
よ
り
割
引
ラ
イ
タ

ー
に
通
し
た
後
の
駐
車
券
と
サ
ー
ビ
ス
券

（
本
庁
舎
等
を
利
用
す
る
者
が
そ
の
訪
問
先

で
受
け
取
る
こ
と
が
で
き
る
利
用
時
間
に
応

じ
た
駐
車
場
の
無
料
サ
ー
ビ
ス
券
を
い
う
。
）

を
自
動
精
算
機
に
通
す
こ
と
に
よ
り
無
料
と

す
る
。 
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令和 7 年 3 月議会 総務財政委員会（資料） 

総務部 財産管理課 

議 案 
第 30号 

 宇部市本庁舎会議室等の使用に関する条例制定の件 

 

要 旨 

 

宇部市本庁舎の市民交流棟において、市民等の交流及び活動の場とし

ての活用を図るため、会議室等を市民等の利用に供することについて、

必要な事項を定める条例を制定するもの。 

概 要 

 
１ 要旨 

 宇部市本庁舎の市民交流棟において、市民等の交流及び活動の場とし

ての活用を図るため、会議室等を市民等の利用に供することについて、

必要な事項を定める条例を制定するもの。 
 

２ 主な制定内容 

区 分 概  要 

第１条 

（ 趣 旨） 

宇部市本庁舎の会議室等を本市の事務又は事業に支障のない範囲で市

民等の使用に供することについて、必要な事項を定める。 
 

第2条 

（ 定 義） 

 

第4条 

（使用時間） 

 

第8条 

（使用料） 

 

 

会議室等 
の名称 

使用時間 
１時間あたりの使用料(税込)  

9 時～18 時 18 時～22 時 

会議室 Ａ 平日 

18 時 

～22 時 

休日 

9 時 

～22 時 

490円 630円 

会議室 Ｂ 

会議室 Ｃ 

会議室 Ｄ 

会議室 Ｅ 

多目的 
スタジオ 

9時 

～22 時 

一  般 740円 一  般 960円 

大学生以下 370円 大学生以下 480円 

多目的室Ａ 
一  般 610円 一  般 790円 

大学生以下 310円 大学生以下 400円 

多目的室Ｂ 
一  般 700円 一  般 910円 

大学生以下 350円 大学生以下 460円 
 

備考 

1使用料は、消費税法（昭和63年法律第108号）及び地方税法（昭和25年法

律第226号）の規定による消費税額及び地方消費税額を含む。 

2 使用時間に1時間未満の端数があるときは、当該端数は1時間に切り上げて

使用料を算出するものとする。 

3 入場料・会費等を徴収し、又は商行為を行うときの使用料の額は、所定の使

用料の2倍の額とする。 

4 使用時間には、実際に使用する時間のほか、準備及び原状に復するために要

する時間を含む。 

5 冷暖房を使用するときは、その実費を徴収する。ただし、第9条の規定によ

り減免をすることができる者についてはその実費を徴収しない。 
 



 

第3条 
（使用できな 
い日） 

12月29日から翌年1月3日まで 

※市長は、特に必要があると認めるきは、使用できない日を変更し、又は臨時に使

用できない日を定めることができる。 

第9条 

（使用料の減 

免 ） 

 

市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、使用料を減免することが

できる。 

1 本市又はその機関が主催又は共催する行事等に使用するとき 

2 本市が指定する委託業務の受託者が当該業務に関連する行事等に使用

するとき 

3 市長が特別の理由があると認めるとき 
 
【参考】会議室等の仕様等   

 

３ 宇部市駐車場条例（令和 4年条例第 19号）の一部改正 
改正前 改正後 

本庁舎及び宇部税務署（以下「本庁舎等」

という。）を利用する者については、駐車

券を本庁舎等内に備付けの割引ライタ

ーに通すことにより 1時間以内無料とす

る。 

本庁舎及び宇部税務署（以下「本庁舎等」

という。）を利用する者（土曜日、日曜日

又は国民の祝日に関する法律に規定す

る休日に利用する者を除く。）について

は、駐車券を本庁舎等内に備付けの割引

ライターに通すことにより 1時間以内無

料とする。 
 

本庁舎等を利用する者について利用時

間が 1時間を超えるときは、割引ライタ

ーに通した後の駐車券とサービス券を

自動精算機に通すことにより無料とす

る。 

本市又は税務署の事務又は事業に関す

る用務のために本庁舎等を利用する者

について利用時間が 1時間を超えるとき

は、割引ライターに通した後の駐車券と

サービス券を自動精算機に通すことに

より無料とする。 
 

 

４ 準備行為 

会議室等を使用させるために必要な手続その他の行為は、この条例の

施行の日前においても行うことができる。 

 

名称 有効面積等 想定される使用方法 備考 

会議室 A～ E 
2 階 

約 60 ㎡/室 
会議、講演会 
展示会 など 

・防音機能なし 
・Ａ・Ｂ2室、C-E3室 
一体利用可能 

多目的スタジオ 
１階 

約 85㎡ 
ダンス、軽運動 
演奏 など 

・音響設備あり 
・壁面鏡あり 
・防音機能付き 

多目的室 A・B 
2 階 

A 約 70 ㎡、 B 約 80 ㎡ 
軽運動、演奏 
会議 など 

・音響設備あり 
・防音機能付き 
・2室一体利用可能 

施行日 
公布の日から起算して６月を超えない範囲内において市規則で定める

日 

 


